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監修にあたって 

 

軽量気泡コンクリートパネル（以下「ALCパネル」という。）は、1962年にヨーロッパより我が国に

製造技術が導入されて以来、1960年代中頃から建築物への使用が本格的になり、防耐火性能、耐震性

能(変形追従性能)、断熱性能、軽量性、短工期などの特長を有する建築材料として外壁、間仕切壁、

屋根、床等建築物の各部位に用いられ、主に鉄骨造耐火建築物の普及に貢献してきた。 

1969年には厚さ50mmのALC薄形パネル、1980年には厚さ35㎜および37mmの木造用ALC薄形パネルが製

造されるようになり、鉄骨造建築物だけでなく戸建木造住宅の外壁や屋根下地、耐火被覆などにも使

用されるようになった。現在ではRC造、SRC造を含む超高層ビルや大規模木造建築物まで幅広く利用さ

れている。 

これまでに、建築基準法旧第38条に基づく「ALC構造設計規準・同解説（ALC協会 編集・発行）」の

建設大臣認定、日本工業規格「J1S A 5416 軽量気泡コンクリートパネル」の制定、法第38条の削除に

伴う「ALCパネル構造設計指針・同解説（ALC協会 発行）」の制定、2013年には建築基準法第37条に基

づく「指定建築材料」への指定に伴う「ALCパネル構造設計指針・同解説」の改定等、ALCパネルに関

する技術的な基準類が整備されてきた。また、工事仕様書としては、「建築工事標準仕様書・同解説（日

本建築学会 編集・発行)」の「JASS 21 ALCパネル工事」および「JASS 27 乾式外壁工事」にそれぞ

れALC厚形パネルおよびALC薄形パネルの施工標準が定められている。しかし、防耐火の視点で記載さ

れた技術資料はなかった。 

国土交通省の平成26、27年度建築基準整備促進事業における「（F3）防火に関する大臣認定仕様の

告示化の検討」の結果、ALCパネルを用いる仕様を含む複数の防耐火構造の構造方法が2016～2017年に

かけて告示化された。これら告示化された構造方法については、一般的に普及している仕様であるが、

この機会にあらためて防耐火の視点からの適正な設計施工の普及を目的に本書が取りまとめられた。 

近年、東日本大震災をはじめとする火災を伴う大きな災害が各地で発生しているが、ALCパネルは、

火災による災害および被害拡大の防止において、大きな働きが期待される建材である。本書がALCパネ

ルを使用する建築物の防耐火性能向上に役立てられることを期待するとともに、ALCパネルに関する技

術の更なる向上につながることを願うものである。 

 

2017年10月 

監修委員会 委員長／国立研究開発法人 建築研究所 理事長  緑川 光正 
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まえがき 

 

軽量気泡コンクリートパネル（以下「ALCパネル」という。）は、1962年に海外から技術導入されて

から、日本各地で優れた防耐火性能を有する建築材料として建築物の各部位に用いられ、主に鉄骨造

耐火建築物の普及に貢献してきた。 

ALCパネルは、建築基準法の構造関係規定に関しては、法旧第38条の特殊な建築材料・構造方法と

して大臣認定を取得し、平成12年の法改正による失効後も「平成19年国土交通省告第599号」等で技術

基準が規定され、関連告示解説書の発刊や「ALCパネル構造設計指針・同解説（ALC協会 発行）」の改

定により運用されてきた。 

一方、防耐火関係規定に関しては、「昭和39年建設省告示1675号」で２時間耐火構造の壁や30分耐

火構造の屋根として一般指定され、その後の改正を経て現在は「平成12年建設省告示1399号」の告示

仕様として規定されている。その他にも個別に準耐火構造や防火構造を含めた多くの防耐火関係の大

臣認定が取得され、ALCパネル単体あるいは防火被覆材として外壁、間仕切壁、屋根、床、梁、柱、壁

付き柱、壁付き梁などに広く使用されてきた。しかし、施工標準としては、日本建築学会の建築工事

標準仕様書（JASS）等で触れられているが、防耐火関係規定に特化した基準書等はなかった。 

近年は、木造建築物の耐火構造化を背景に防耐火関係規定の法改正が進むとともに、大臣認定の運

用厳格化に対する改善要望の高まり等、防耐火行政の変革期を迎えつつある。 

国土交通省の平成26、27年度建築基準整備促進事業において「（F3）防火に関する大臣認定仕様の

告示化の検討」がテーマ化され、その結果、ALCパネルを用いる仕様を含む複数の防耐火構造の構造方

法が2016～2017年にかけて告示化された。これらの構造方法については、一般的に普及している仕様

が前提とされているが、適正な施工方法をさらに普及するためのマニュアル類の整備が関係する工業

会等の団体で進められることとなった。ALC協会においても、ALCパネルを用いる告示仕様について、

設計施工標準をまとめた資料を作成することとし、2016年秋に作成委員会を設け、本書の編集に着手

した。 

この委員会では、学識経験者の協力をいただき、従来からの告示仕様も含めて横断的に防耐火に関

する要点を整理することを主眼として、関係する法令・告示・技術的助言、行政会議・建築学会等の

解説書・論文、試験データ等の知見、各部位の一般部以外の部分も含めた設計・施工上の注意点等を

取りまとめた。また、従来からの防耐火上不明瞭な点についても可能な限り明確にすべく検討を行っ

た。これらの結果について、国立研究開発法人 建築研究所にも監修いただき、設計、施工、製造など

の関係各方面はもとより建築行政関係者や指定確認検査機関においても有効に活用いただけるよう本

書を編集した。 

関係各位におかれては、本書を参考に関連する告示に示された技術基準に適合した適正な設計・施

工が行われることを希望する。 

 

2017年9月 

「ＡＬＣパネル防耐火構造（告示仕様）設計施工標準」作成委員会 

委員長  清家  剛 
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第１章 はじめに 

- 1 - 

第１章 はじめに 

 

1.1節 本書の適用範囲 

 

本書は，建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第２条第七号，第七号の二および第八号の規定に基

づく耐火構造，準耐火構造および防火構造，建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の２

の３第１項第一号ロの規定に基づく主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造

部，および建築基準法第 21 条第２項第二号の規定に基づく壁等として，関係する告示で規定されてい

る「軽量気泡コンクリートパネル」（以下，「ALCパネル」または「パネル」という．）を用いる構造方

法の標準的な設計施工について説明するものである．説明にあたっては，告示に適合する仕様（以下，

「告示仕様」という）として主にALC協会標準構法を例として記載しているが，告示仕様が本書に記載

する構法に限定されることはない． 

また，本書では，主に建築物の設計および施工に関係する者を対象とし，さらに防耐火に関係する

内容に絞って記載しているため，取付け構法等その他の詳細については，「建築工事標準仕様書・同解

説（日本建築学会 編集・発行）」（以下，「JASS」という）の「JASS 21 ALCパネル工事」，「JASS 27 

乾式外壁工事」等，付録３に示す資料も併せて確認されたい． 

なお，ALCパネルを用いた防耐火構造の構造方法には，告示仕様以外にも従前より個別に大臣認定

を取得したものがあるが，本書では触れていない．それらの中には，告示仕様に類似するものも含ま

れているが，それぞれの大臣認定仕様に基づいた構造方法とすることで従来どおりに用いることがで

きる．詳細は，ALC協会加盟各社のウェブサイトなどに掲載されているので，そちらを参照されたい． 

告示仕様には，ALCパネル以外のせっこうボードなどの建築材料を主要構成材料としているものが

ある．それらの建築材料やALCパネルに施される仕上塗材などの材料や施工方法については，それぞれ

の仕様書によるものとし，本書では参照先を紹介するにとどめた． 

本書で示すALCパネルは，原則として「JIS A 5416:2016 軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)」

に適合するものとする．建築基準法第 37 条第 2 号の大臣認定を受けたALCパネルについては，それを

用いた構造方法が，JIS A 5416 適合品を用いたものと防耐火性能上同等と認められるものに限り，本

書ではJIS A 5416 適合品と同様に取り扱うものとする． 

建築基準法で規定される部位別，下地別の防耐火性能と対応するALCパネルを用いる告示仕様の有

無を表 1.1.1 に示す．また，表 1.1.2 には，対応するALCパネルを用いる告示仕様の概要に加え，記載

している本書の章，節の番号を示した．なお，各構造方法の各部位に要求される防耐火性能の技術的

基準については，表 1.1.3 に示している． 

ALCパネルは，建設省告示で耐火構造として規定されてから 50 年以上が経過し，使われる用途や構

法も変遷してきている．そのため，ALCパネルを用いる告示仕様が規定されているものでも，現在は使

用されていないものや構法が標準化されていないものがあり，それらについては，本書に記載してい

ない． 

本書に記載した告示仕様は，2017 年 3 月末時点に公布施行されている告示を対象としており，それ

以降に告示化されるものについては，随時，当協会にて設計施工標準を整備していく予定である． 
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1.2 節 本書の構成 

 

本書では，まず第２章で共通する事項を整理し，第３章から第６章で部位別，防耐火性能別（当該

告示別）に規定されているALCパネルを用いる告示仕様について逐条説明する形とした． 

第２章では，「共通事項」として，主要な「用語」と「構成材料」を説明した．構成材料について

は，「ALCパネル」とそれ以外の構成材料を「副資材等その他の材料」に分けて整理した． 

第３章から第６章では，はじめに各節の仕様の概要を示し，当該仕様が規定されている告示および

告示仕様に適合する構法の概要，さらに必要な防耐火性能を確保する上で特に重要な事項について「施

工上の留意事項」として説明した．また，一部に「第２章 共通事項」に記載したものと同じ項目が

あるが，その詳細については，第２章を参照することとし，要点のみを記載した． 

本書に示す防耐火関係告示では，ALCパネルを含む各構成材料の数および厚さは「○○以上」と最

小値が定められている．一般には経済性を考慮して仕様が決定されることから，本書では，告示に適

合する最小厚さの製品を用いた場合を例に説明することを原則としている．防耐火性能の他，強度上，

あるいは断熱性能や遮音性能向上等を目的により厚い材料を用いる場合には，納まりや取付け金物等

の副資材が特殊なものとなることもあるため，十分な事前検討が必要となる． 

本書の図の多くは，原則として梁や柱等の防火被覆は省略しているが，それぞれの建築物および部

位に要求される防耐火性能に応じて，その要否と仕様は異なるため，留意されたい． 

付録には，関係告示の全文（付録１），本書の説明判断の根拠とした試験結果（付録２），ALCパネ

ル関係の規格・基準類および仕様書等の一覧（付録３）を掲載している． 
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表1.1.1 防耐火性能とALCパネルを用いる告示仕様 

防耐火性能＊ 下地 

部位※1 

壁 

柱 床 はり 屋根 
外壁 間仕切 

耐力壁 
非耐力

壁 
耐力壁

非耐力

壁 

耐 

火 

３時間 規定なし     
◇ 

(鉄骨)
 

◇ 

(鉄骨) 
 

２時間 規定なし △  △  
◇ 

(鉄骨)
◇ 

◇ 

(鉄骨) 
 

１時間 

規定なし △ ○ △ ○ 
○ 

(鉄骨)

○ 
◇ 

(鉄骨) 

 

木材 

又は鉄材 
○ ○ ○ ○ －  

30分 

規定なし  ○      ○ 

木材 

又は鉄材 
 ○      － 

準 

耐 

火 

１時間 
木材 

又は鉄材 
○※2 ○※2 ○※2 ○※2 － ○ －  

45分 
木材 

又は鉄材 
○※2 ○※2 ○※2 ○※2 － ○ －  

30分 
木材 

又は鉄材 
 ○※2      － 

防火 
不燃材・ 

不燃材以外
○※2 ○※2       

壁等※3 規定なし   － ○     

＊  防耐火性能の内容（技術的基準）については，表1.1.3を参照． 

※1 軒裏および階段は，ALCパネルを用いる告示仕様がないため省略した．ただし，軒裏の準耐火構造(45分，

60分)についてはALC協会加盟各社連名のALCパネルを用いる大臣認定がある． 

※2 下地を木材のみで造ったもののみに限るものなど，下地の種類により適合する仕様は異なる． 

※3 大規模木造建築物において3,000㎡以内に区画をする場合に，「平成27年国土交通省告示第250号」に規定さ

れている構造方法． 

○…ALCパネルを用いる告示仕様があるもの． 

△…ALCパネルを用いる告示仕様があるが，ALC協会標準構法は廃止されたもの． 

－…ALCパネルを用いる告示仕様がないもの． 

◇…ALCパネルを用いる告示仕様はないが，ALC協会加盟各社連名のALCパネルを用いる大臣認定があるもの． 

網掛…要求性能の法規定なし 
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※
8
 

平
成

2
7
年

国
土

交
通

省

告
示

 

第
2
5
0
号

 

規
定

 

な
し

 

法
規

定
 

な
し

 
法

規
定

な
し

 
A
L
C
告

示

仕
様

な
し

〔
3
.
6
節

〕
 

法
規

定
な

し
 

法
規

定
な

し
 

法
規

定
な

し
 

法
規

定
な

し
 

A
L
C
7
5
 

※
1
 

軒
裏

お
よ

び
階

段
は

，
A
L
C
パ

ネ
ル

を
用

い
る

告
示

仕
様

が
な

い
た

め
省

略
し

た
．

た
だ

し
，

軒
裏

の
準

耐
火

構
造

(
4
5
分

，
6
0
分

)
に

つ
い

て
は

A
L
C
協

会
加

盟
各

社
連

名
の

A
L
C
パ

ネ
ル

を
用

い
る

大
臣

認
定

が
あ

る
．

 

※
2
 

告
示

に
は

厚
さ

の
規

定
が

な
い

が
，

告
示

仕
様

に
対

応
可

能
な

J
I
S
 
A
 
5
4
1
6
適

合
製

品
は

，
厚

さ
3
5
㎜

以
上

の
パ

ネ
ル

で
あ

る
．

 

※
3
 

組
合

せ
可

能
な

反
対

面
の

防
火

被
覆

仕
様

は
，

性
能

（
耐

火
，

１
時

間
･
4
5
分

･
3
0
分

準
耐

火
，

防
火

）
，

お
よ

び
間

柱
(
壁

)
，

根
太

(
床

)
及

び
下

地
の

種
類

に
よ

り
異

な
る

．
 

※
4
 

告
示

に
は

厚
さ

の
規

定
が

な
い

が
，

告
示

仕
様

に
対

応
可

能
な

J
I
S
 
A
 
5
4
1
6
適

合
製

品
は

，
厚

さ
7
5
㎜

以
上

の
パ

ネ
ル

で
あ

る
．

 

※
5
 

告
示

仕
様

に
対

応
可

能
な

J
I
S
 
A
 
5
4
1
6
適

合
製

品
は

，
厚

さ
3
5
㎜

以
上

の
パ

ネ
ル

で
あ

る
．

 
／

 
※

6
 

A
L
C
協

会
加

盟
各

社
連

名
の

A
L
C
パ

ネ
ル

を
用

い
る

大
臣

認
定

が
あ

る
．

 

※
7
 

防
火

被
覆

の
取

合
い

の
部

分
，

目
地

の
部

分
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
部

分
を

，
当

該
部

分
の

裏
面

に
当

て
木

を
設

け
る

等
当

該
建

築
物

の
内

部
へ

の
炎

の
侵

入
を

有
効

に
防

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
構

造
と

す
る

．
 

※
8
 

大
規

模
木

造
建

築
物

に
お

い
て

3
,
0
0
0
㎡

以
内

に
区

画
を

す
る

場
合

に
，
「

平
成

2
7
年

国
土

交
通

省
告

示
第

2
5
0
号

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
構

造
方

法
．
 

※
9
 

当
該

告
示

に
記

載
は

な
い

が
，

耐
火

構
造

と
し

て
規

定
さ

れ
て

い
る

仕
様

を
準

耐
火

構
造

に
使

用
す

る
場

合
を

説
明

し
て

い
る

．
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表
1
.
1
.
3
 

告
示

等
に

規
定

さ
れ

て
い

る
各

構
造

方
法

と
部

位
の

防
耐

火
性

能
の

技
術

的
基

準
 

防
耐

火
性

能
の

技
術

的
基

準
 

防
耐

火
 

性
能

 

規
定

す
る

告
示

 

１
．

耐
火

構
造

の
構

造
方

法
 

耐
火

性
能

に
関

す
る

技
術

的
基

準
（

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1
0
7
条

）
 

平
成

1
2
年

 

建
設

省
告

示
 

第
1
3
9
9
号

 

第
一

号
 

第
二

号
 

第
三

号
 

火
熱

が
下

欄
の

時
間

加
え

ら
れ

た
場

合
に

,
構

造

耐
力

上
支

障
の

あ
る

変
形

,
溶

融
,
破

壊
そ

の
他

の

損
傷

を
生

じ
な

い
 

火
熱

が
下

欄
の

時
間

加
え

ら
れ

た
場

合
に

,
当

該

加
熱

面
以

外
の

面
※

1
の

温
度

が
可

燃
物

燃
焼

温

度
※

2
以

上
に

上
昇

し
な

い
 

火
熱

が
下

欄
の

時
間

加
え

ら
れ

た
場

合
に

,
屋

外
に

火
炎

を
出

す
原

因
と

な
る

き
裂

そ
の

他
の

損
傷

を
生

じ
な

い
 

部
位

 
非

損
傷

性
 

遮
熱

性
 

遮
炎

性
 

壁
 

間
仕

 

切
壁

 

耐
力

壁
 

2
時

間
 

1
時

間
 

-
 

2
時

間
耐

火
性

能

第
1

第
一

号
 

1
時

間
 

1
時

間
 

-
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

二
号

 

非
耐

力
壁

 
-
 

1
時

間
 

-
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

三
号

 

外
壁

 

耐
力

壁
 

2
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
 

2
時

間
耐

火
性

能
第

四
号

 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

五
号

 

非
耐

力
壁

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
 

-
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

六
号

 

そ
れ

以
外

の
部

分
 

-
 

3
0
分

間
 

3
0
分

間
 

3
0
分

耐
火

性
能

第
七

号
 

柱
 

3
時

間
 

-
 

-
 

3
時

間
耐

火
性

能

第
2

第
一

号
 

2
時

間
 

-
 

-
 

2
時

間
耐

火
性

能
第

二
号

 

1
時

間
 

-
 

-
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

三
号

 

床
 

2
時

間
 

1
時

間
 

-
 

2
時

間
耐

火
性

能
第

3
第

一
号

 

1
時

間
 

1
時

間
 

-
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

二
号

 

は
り

 

3
時

間
 

-
 

-
 

3
時

間
耐

火
性

能

第
4

第
一

号
 

2
時

間
 

-
 

-
 

2
時

間
耐

火
性

能
第

二
号

 

1
時

間
 

-
 

-
 

1
時

間
耐

火
性

能
第

三
号

 

屋
根

 
3
0
分

間
 

-
 

3
0
分

間
 

3
0
分

耐
火

性
能

第
5

２
．

主
要

構
造

部
を

 

木
造

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

大
規

模
の

建
築

物
の

 

主
要

構
造

部
の

構
造

方
法

 

（
１

時
間

準
耐

火
構

造
の

構
造

方
法

）
 

主
要

構
造

部
を

木
造

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
大

規
模

の
建

築
物

の
技

術
的

基
準

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
2
9
条

の
2
の

3
第

一
項

第
一

号
）

 

防
耐

火
 

性
能

 

平
成

2
7
年

 

国
土

交
通

省
告

示
 

第
2
5
3
号

 

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

火
熱

が
加

え
ら

れ
た

場
合

に
,
加

熱
開

始
後

下
欄

の
時

間
,
構

造
耐

力
上

支
障

の
あ

る
変

形
,
溶

融
,

破
壊

そ
の

他
の

損
傷

を
生

じ
な

い
 

火
熱

が
加

え
ら

れ
た

場
合

に
,
加

熱
開

始
後

下
欄

の
時

間
,
当

該
加

熱
面

以
外

の
面

※
1
の

温
度

が
可

燃
物

燃
焼

温
度

※
2
以

上
に

上
昇

し
な

い
 

火
熱

が
加

え
ら

れ
た

場
合

に
,
加

熱
開

始
後

下

欄
の

時
間

,
屋

外
に

火
炎

を
出

す
原

因
と

な
る

亀
裂

そ
の

他
の

損
傷

を
生

じ
な

い
 

部
位

 
非

損
傷

性
 

遮
熱

性
 

遮
炎

性
 

壁
 

間
仕

 

切
壁

 

耐
力

壁
 

1
時

間
 

1
時

間
 

-
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
1

第
一

号
 

非
耐

力
壁

 
-
 

1
時

間
 

-
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
二

号
 

外
壁

 

耐
力

壁
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
三

号
 

非
耐

力
壁

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
 

-
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
四

号
 

そ
れ

以
外

の
部

分
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
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柱
 

1
時

間
 

-
 

-
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
2

床
 

1
時

間
 

1
時

間
 

-
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
3

は
り

 
1
時

間
 

-
 

-
 

1
時

間
準

耐
火

性
能

第
4

３
．

準
耐

火
構

造
の

構
造

方
法

 
準

耐
火

性
能

に
関

す
る

技
術

的
基

準
（

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1
0
7
条

の
2
）

 
防

耐
火

 

性
能

 

平
成

1
2
年

建
設

省
 

告
示

第
1
3
5
8
号

 
第

一
号

 
第

二
号

 
第

三
号

 

壁
 

間
仕

 

切
壁

 

耐
力

壁
 

4
5
分

間
 

4
5
分

間
 

-
 

4
5
分

準
耐

火
性

能

第
1

第
一

号
 

非
耐

力
壁

 
-
 

4
5
分

間
 

-
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
第

二
号

 

外
壁

 

耐
力

壁
 

4
5
分

間
 

4
5
分

間
 

4
5
分

間
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
第

三
号

 

非
耐

力
壁

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
 

-
 

4
5
分

間
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
第

四
号

 

そ
れ

以
外

の
部

分
 

-
 

3
0
分

間
 

3
0
分

間
 

3
0
分

準
耐

火
性

能
第

五
号

 

柱
 

4
5
分

間
 

-
 

-
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
第

2

床
 

4
5
分

間
 

4
5
分

間
 

-
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
第

3

は
り

 
4
5
分

間
 

-
 

-
 

4
5
分

準
耐

火
性

能
第

4

屋
根

 
3
0
分

間
 

-
 

3
0
分

間
 

3
0
分

準
耐

火
性

能
第

5

４
．

防
火

構
造

の
構

造
方

法
 

防
火

性
能

に
関

す
る

技
術

的
基

準
（

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1
0
8
条

）
 

防
耐

火
 

性
能

 

平
成

1
2
年

建
設

省
 

告
示

第
1
3
5
9
号

 
第

一
号

 
第

二
号

 

外
壁

 
耐

力
壁

 
3
0
分

間
 

3
0
分

間
 

-
 

防
火

性
能

 
第

1
第

一
号

 

非
耐

力
壁

 
-
 

3
0
分

間
 

-
 

防
火

性
能

 
第

二
号

 

５
．

壁
等

の
構

造
方

法
 

大
規

模
の

建
築

物
の

壁
等

の
性

能
に

関
す

る
技

術
的

基
準

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
0
9
条

の
5
）

 

防
耐

火
 

性
能

 

平
成

2
7
年

 

国
土

交
通

省
告

示
第

2
5
0
号

 

第
一

号
 

第
二

号
 

第
三

号
 

火
熱

が
下

欄
の

火
災

継
続

予
測

時
間

※
3
加

え
ら

れ

た
場

合
に

,
当

該
壁

等
が

構
造

耐
力

上
支

障
の

あ

る
変

形
,
溶

融
,
破

壊
他

の
損

傷
を

生
じ

な
い

 

火
熱

が
下

欄
の

火
災

継
続

予
測

時
間

※
3
加

え
ら

れ
た

場
合

に
,
当

該
加

熱
面

以
外

の
面

※
4
の

温
度

が
可

燃
物

燃
焼

温
度

以
上

に
上

昇
し

な
い

 

室
内

に
お

い
て

発
生

す
る

火
熱

が
下

欄
の

火
災

継
続

予
測

時
間

※
3
加

え
ら

れ
た

場
合

に
,
当

該
壁

等
が

屋
外

に
火

炎
を

出
す

原
因

と
な

る
亀

裂
そ

の
他

の
損

傷
を

生
じ

な
い

 

部
位

 
非

損
傷

性
 

遮
熱

性
 

遮
炎

性
 

壁
ﾀ
ｲ
ﾌ
ﾟ
 

①
 

間
仕

切
壁

耐
力

壁
 

9
0
分

間
 

9
0
分

間
 

9
0
分

間
 

9
0
分

耐
火

性
能

第
2

第
一

号
 

ｲ
 

防
火

設
備

 
-
 

9
0
分

間
 

-
 

9
0
分

耐
火

性
能

ﾛ
 

壁
ﾀ
ｲ
ﾌ
ﾟ
 

②
 

間
仕

切
壁

耐
力

壁
 

9
0
分

間
 

9
0
分

間
 

9
0
分

間
 

9
0
分

耐
火

性
能

第
二

号
 

ｲ
 

非
耐

力
壁

 
-
 

9
0
分

間
 

9
0
分

間
 

9
0
分

耐
火

性
能

柱
／

は
り

 
9
0
分

間
 

-
 

-
 

9
0
分

耐
火

性
能

ﾛ
/
ﾊ
 

防
火

設
備

 
-
 

9
0
分

間
 

-
 

9
0
分

耐
火

性
能

ﾆ
 

※
1
 
「

当
該

加
熱

面
以

外
の

面
」

は
，

屋
内

に
面

す
る

も
の

に
限

る
．

 

※
2
 
「

可
燃

物
燃

焼
温

度
」
：

当
該

面
に

接
す

る
可

燃
物

が
燃

焼
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
温

度
と

し
て

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

温
度

．
 

※
3
 
「

火
災

継
続

予
測

時
間

」
：

建
築

物
の

構
造

，
建

築
設

備
及

び
用

途
に

応
じ

て
火

災
が

継
続

す
る

こ
と

が
予

測
さ

れ
る

時
間

を
い

う
．

 

※
4
 
「

当
該

加
熱

面
以

外
の

面
」

は
，

屋
内

に
面

す
る

も
の

に
限

り
，

防
火

上
支

障
が

な
い

も
の

と
し

て
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
も

の
を

除
く

．
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第２章 共通事項 

 

2.1節 用語 

 

本書で扱う用語は，「JIS A 5416:2016 軽量気泡コンクリートパネル（ALCパネル）」（以下，「JIS A 

5416」という．）やJASSなどのALCパネルに関係する規格，基準類に準じているが，そのうち特に主要

なものについて以下に説明する． 

1) ALCパネル 

ALCパネルとは，JIS A 5416の品質規定に適合する厚形パネルおよび薄形パネルを示す．〔詳細は，

「2.2.1 規格」を参照．〕 

厚形パネルおよび薄形パネルは，それぞれ形状と意匠加工の有無により表2.1.1に示すように区

分される．形状はパネル断面により区分し，一般パネルは四角形，コーナーパネルはＬ形である．

後者は，建築物の意匠性ならびに防水性の向上を目的に，主に外壁の出入隅部に用いられる． 

 

表2.1.1 ALCパネルの種類と区分 

種類 形状による区分 意匠加工の有無による区分 

厚形パネル 一般パネル 平パネル 

意匠パネル 

コーナーパネル 平パネル 

意匠パネル 

薄形パネル 一般パネル 平パネル 

意匠パネル 

コーナーパネル 平パネル 

意匠パネル 

注 本表は，JIS A 5416「4 種類」より作成 

 

 

2) 平パネル 

平パネルとは，JIS A 5416に規定されるALCパネルの区分のうち，表面に意匠加工のないものを

いい，一般に多く用いられる標準的なパネルである〔図2.1.1〕． 

3) 意匠パネル 

意匠パネルとは，JIS A 5416に規定されるALCパネルの区分のうち，表面に模様や傾斜等の意匠

加工を施したものをいう〔図2.1.1〕．厚形パネルおよび薄形パネルそれぞれの一般パネルおよびコ

ーナーパネルに意匠パネルが設定されている． 
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注 本表は，JIS A 5416「3 用語及び定義」，「4 種類」より作成 

図2.1.1 ALCパネルの区分 

 

 

4) 支持構造部材 

支持構造部材とは，ALCパネルを直接的または間接的に支持する部材の総称であり，梁・柱等の

構造躯体，および床材，外装材等を取り付けるために必要となる小梁，中間梁，間柱等の部材を示

す． 

支持構造部材のうち，構造上重要でない小梁，胴縁，中間梁，間柱等は，主要構造部に該当しな

いため，防火上の規定はない．外壁や，防火区画を構成する床または壁と一体となっている部分に

ついては，防火被覆を施すことが望ましいが，ALCパネルの自重およびALCパネルに加わる風荷重や

地震荷重のみを支持する中間梁，間柱等は，火災時に受けるALCパネルの自重の影響は少ないと考

えられることから防火被覆を施さない場合がある．しかし，長大なスパンの中間梁や間柱等にパネ

ルを取り付けた場合の防火被覆の要否については，具体的な判断基準はないため，実際の条件（部

材寸法選定の余裕度，建物の要求性能等）に応じて設計者が判断することが望ましい．〔参考：「付

録２ 試験１」（間柱に防火被覆を施さずに行った耐火性能確認試験）〕 

5) 下地 

下地とは，ALCパネルの自重およびALCパネルに加わる風荷重や地震荷重等を支持構造部材に伝達

するために必要となるパネルに接する部材（取付け金物を除く．取付け金物を介して接する部材を

含む．）である． 

一般には，パネルと支持構造部材との間に設けられる部材を示すが，支持構造部材自体が下地と

なる場合もある．前者の場合は，パネルの取付け位置調整の機能も有し，鋼製のものを下地鋼材，

木製のものを下地木材と呼ぶ． 

6) 取付け金物 

取付け金物とは，主に厚形パネルを下地に取り付けるための金物をいう． 

7) 接合材 

接合材とは，主に薄形パネルを下地に固定するためのねじ類を言い，鋼製下地の場合にはタッピ

ンねじを，木製下地の場合には木ねじを一般に使用する． 

 意匠加工の有無による区分 

平パネル 意匠パネル 

形
状
に
よ
る
区
分 

一
般
パ
ネ
ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        模様                傾斜 

コ
ー
ナ
ー
パ
ネ
ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模様 
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▲

伸縮目地 10～20mm

シ－リング材

耐火目地材

外壁用パネル

▲伸縮目地

10mm

耐火目地材

▲ 伸縮目地

伸縮目地

▲伸縮目地

10～20㎜

外壁用パネル

▲ ▲伸縮目地

外壁用パネル

耐火目地材

シ－リング材

バックアップ材

バックアップ材

シ－リング材

バックアップ材

▲

伸縮目地

コンクリートスラブ

外壁用パネル

梁

8) 補修材 

補修材とは，パネルの欠損部の補修や座掘りによるパネルの凹部などを埋め戻すためのALC専用

モルタルをいう． 

9) 伸縮目地 

伸縮目地とは，外力による建築物の変形時に，隣接するパネル相互あるいはパネルと他部材とが

競り合ってひび割れや欠けなどの損傷を生じることがないように10～20㎜程度の隙間を設けた目

地をいう．伸縮目地には，外壁用パネルの短辺が取り合う目地や，出入り隅部などの目地のほか，

パネルを貫通する梁周辺目地，パネルに隣接する他部材との取合部の目地がある．当該目地部には，

防耐火性能上支障のないように耐火目地材を充填する．厚形パネルにおける伸縮目地の設置例を図

2.1.2に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.外壁出隅部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.パネルに隣接する他部材との取合部 

 

図2.1.2 伸縮目地の設置例（梁等の防火被覆の図示は省略※） 

※ 防火被覆の要否は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件により異なる． 
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D(厚さ)

D(厚さ)

a(幅)

b(幅)

L(長さ)

 

2.2節 ALCパネル 

 

2.2.1 規格 

本書で扱う防耐火関係告示に記載されている「軽量気泡コンクリートパネル」に該当するものは，

JIS A 5416に適合するALC※1パネルである． 

なお，ALCパネルは，建築基準法第37条第一号の規定に基づき，平成12年建設省告示第1446号によ

り指定建築材料に指定されている※2．また，建築基準法第37条第二号の規定に基づき，国土交通大臣

の認定を受けたものがあり，JIS A 5416に適合する製品と同等に取り扱うことができるが，密度等が

異なるものは別途，防耐火性能を確認する必要がある． 

※1 「ALC」とは，Autoclaved Lightweight aerated Concreteの略で，セメント，石灰質原料および，け

い酸質原料を主原料とし，高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリートである．ALCは，平成12年建設

省告示第1400号で不燃材料として規定されている「コンクリート」に含まれるものとして扱うことができ

る． 

※2 同告示で ALC パネルが適合すべき規格は JIS A5416:1997 と規定されている．現在の規格は JIS 

A5416:2016 であるが，性能や品質に関する内容は JIS A5416:1997 に適合しており，現 JIS に適合する製

品も指定建築材料として使用することができる． 

 

2.2.2 厚形パネル 

1) 種類（区分）と寸法 

パネルの種類（区分）・寸法等の規定を表2.2.1に示す． 

厚形パネルは，用いられる部位により外壁用パネル，間仕切壁用パネル，床用パネル，屋根用パ

ネルの４つに区分される．外壁用パネルおよび間仕切壁用パネルは，表面加工の有無により平パネ

ルと意匠パネルに区分される．また，床用パネルは，要求される耐火性能により，１時間耐火構造

用と２時間耐火構造（大臣認定）用に区分される． 

コーナーパネルは，外壁用パネルの一般パネルと同様に，平パネルと意匠パネルとに区分される．

コーナーパネルの寸法は，a(幅)×b(幅)×D(厚)×L(長)により表示される〔図2.2.1〕． 

意匠パネルおよび平パネルを含むコーナーパネルの長さは，一般パネルの平パネルに準ずるが製

造上の理由から，最大長さは4,500㎜程度に制限されている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2.2.1 コーナーパネルの形状例 
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表2.2.1 厚形パネルの種類（区分）･寸法等の規定 

 ［単位：㎜］

部位に 

よる区分 

形状に 

よる区分 

表面意匠加工の 

有無による区分 

要求 

耐火性能

代表的な 

パネル厚さ※1 
パネル最大長さ※2 

最大 

支点間距離 

外壁用 

パネル 

一般パネル 

コーナー 

パネル※4 

平パネル 

－ 

100,120,125,150

パネル厚さの41倍※3 パネル厚さの35倍 

意匠パネル 
パネル有効厚さ※5の 

41倍※3 

パネル有効厚さ※5の

35倍 

間仕切 

壁用 

パネル 

一般パネル 

平パネル 

意匠パネル 

75,80 4,000 

100 5,000 

120,125,150 6,000 

床用 

パネル 
平パネル 

1時間 100,120,125,150
パネル厚さの25倍 

2時間 120,125,150 

屋根用 

パネル 
－ 

75,80,100 

120,125,150 
パネル厚さの33倍 

パネル 

厚さの30倍 

※1 JIS A 5416では，これ以外に175，180，200㎜の厚さのパネルについても規定されている． 

※2 個々のパネルの長さは，パネルの許容荷重および厚さにより，この値より短く制限される場合がある． 

※3 JIS A 5416では，意匠パネルおよび平パネルを含むコーナーパネルの最大長さは4,500㎜以下と規定されている． 

※4 JIS A 5416では，コーナーパネルは間仕切壁用パネルも規定されているが，最大長さは外壁用パネルと同様である． 

※5 意匠パネルの有効厚さとは，パネル表面の凹部における厚さをいう． 

 

① パネルの厚さ 

JIS A 5416では，厚さが75㎜以上200㎜以下のパネルが厚形パネルと定義されており，最も薄

い75mmは間仕切壁用パネルおよび屋根用パネル，最も厚い200mmは外壁用パネルおよび床用パネ

ルとして規定されている．しかし，一般に製造され使用されている標準的なパネルの厚さは，表

2.2.1に示す150㎜以下の6種類であり，最も生産・出荷量の多いものは100㎜である． 

パネルの側面には，パネル取扱い時に損傷を防止するための面取り，屋外に面する部分にはシ

ーリング材を充填するための溝など，パネルの使用部位や取付け構法に応じた形状加工が施され

ている〔図2.2.2 a〕．したがって，厳密には，パネルの側面加工部分は，その他の部分に比べて

厚さが薄くなるが，防耐火性能は当該目地形状での試験で評価されており，一般にパネルの最も

厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ（許容寸法差を含む））をもって本告示で規定さ

れる厚さとしている．〔参考：「付録２ 試験１，試験３，試験５」〕 

JIS A 5416の製品区分における意匠パネルの厚さ（製品厚さ（呼び寸法））は，最も厚い部分

の寸法としているのに対し，防耐火関係告示において規定されているパネルの厚さは，凹凸模様

加工後の溝の最も薄い部分である〔図2.2.2 b〕．その厚さは，仕様書やカタログに記載されてい

る製品厚さから凹凸模様の最も深い部分の加工深さを減じることにより，確認することができる．

また，傾斜のあるパネルの場合，防耐火関係告示に規定されている厚さは，側面の形状加工部分

を除いた最も薄い部分である． 

JIS A 5416では耐火性能による製品の区分はない．ALCパネルは部位に応じた耐火性能を有し，

強度上使用部位に応じた配筋設計が行われるが，それ以外には耐火性能に応じて製造方法や製品

仕様を変えることは一般に行わない．ただし，床用パネルについては，１時間耐火構造用と２時

間耐火構造（大臣認定）用とでパネルの補強材〔2.2.2 2)参照〕である鉄筋（鉄線）のかぶり厚

さが異なるため，同一のパネル厚さであっても耐火性能により製品を区分している． 
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面取り形状↓

面取り形状→

↓面取り形状

←面取り形状

＝
防耐火関係告示に

規定される厚さ

JISにおける

製品厚さ(呼び寸法)

シーリング材充填用溝形状→ ←シーリング材充填用溝形状

JISにおける
製品厚さ

（呼び寸法）

凹凸模様の最も深い部分の加工厚さ
防耐火関係告示に

規定される厚さ

 

 

 

 

 

 

a.平パネル（外壁用パネル）の例 

 

 

 

 

 

 

b.意匠パネル（外壁用パネル）の例 

図2.2.2 厚形パネルの厚さ 

 

② パネルの最大長さおよび幅 

厚形パネルの最大長さは，表2.2.1に示すとおりで，強度上あるいは製造上の理由により決め

られたものである．ただし，個々のパネルの長さは，パネルの許容荷重および厚さにより，これ

より短い長さに制限される場合がある． 

外壁用パネル，間仕切壁用パネルならびに屋根用パネルは，端部をはね出して使用することも

あり，強度上の規定により定められる寸法にはね出し寸法を加えた長さが製造寸法となる．防耐

火性能は，このはね出し寸法を含めた長さのパネルにおいて保持されているものとみなされてい

る．また，間仕切壁用パネルは一般に外壁用パネルと異なり風圧力が加わることは想定しておら

ず，施工時のハンドリングや地震時の慣性力を想定し，パネル自重相当荷重を外力として強度計

算する． 

パネルの幅は，一般に，600㎜を標準として10㎜単位で製造される．JIS A 5416では外壁用を

除く一般パネルの平パネルに610㎜以下の規定があるが，これは建築物のモジュールに尺貫法が

用いられている場合にあわせて，パネル幅606㎜に対応することを想定したものである．なお，

外壁用パネルの規定は2,400㎜以下だが，これは過去の製品に対応するものである． 

このように，建築物ごとに必要とされるパネル寸法に合わせて対応できるよう規格が設定され

ているが，規格に合致した寸法のパネルであれば，防耐火性能上の取り扱いに差異はない． 

なお，意匠パネルおよびコーナーパネル等では，その長さおよび幅は，製造上の制約があるこ

ともあるため，パネル製造業者の仕様を確認する． 

2) パネルの補強材 

厚形パネルの補強材には，JIS G 3101:2017（一般構造用圧延鋼材）に規定される棒鋼，JIS G 

3532:2011（鉄線）に規定される鉄線，JIS A 5505:2014（メタルラス）に規定されるメタルラス，

JIS G 3551:2005（溶接金網及び鉄筋格子）に規定される溶接金網および鉄筋格子を防せい処理し

たものが用いられる． 

一般に厚形パネルには，「ALCパネル構造設計指針（ALC協会 編集・発行）」に基づき許容応力度

を用いた強度計算により配置されたJIS G 3101（前出）に規定される棒鋼およびJIS G 3532（前出）

に規定される鉄線による補強が施されている． 
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間隙 ↓↓

↑↑

↓↓

面取り形状 面取り形状↑↑

面取り形状 面取り形状

↓↓

↑↑↑↑

↓↓

面取り形状

面取り形状面取り形状

シーリング材充填用溝形状

間隙

面取り形状

シーリング材充填用溝形状

間隙
↓↓

↑↑

↓↓

↑↑↑↑面取り形状 面取り形状 面取り形状

面取り形状 面取り形状
モルタル充填用溝形状

3) パネル側面の形状 

厚形パネルの長辺側面には，パネルの取付け構法に応じた形状が施されている．図2.2.3に，外

壁用パネルの長辺側面の形状例を示す．外壁用パネルでは，本実目地となる形状のパネルあるいは

平目地となる形状のパネルが一般に用いられ，屋外に面する部分にシーリング充填用の溝が設けら

れている．隣接するパネル本実目地の凸部及び凹部の嵌合部には，パネルの変形時にパネル相互が

競り合って損傷しないように一定の間隙(空洞)が設定されている． 

 

 

 

 

a.本実目地の場合                    b.平目地の場合 

図2.2.3 外壁用パネルの長辺側面の形状例 

 

図2.2.4に，間仕切壁用パネルの長辺側面の形状例を示す．間仕切壁用パネルには外壁用パネル

と異なり，シーリング材充填用溝の加工が施されていない．ただし，気密性能を必要とされる場合

には，外壁用パネル同様のシーリング材充填用の溝加工がパネルに施されることもある． 

この他，外壁用パネルおよび間仕切壁用パネルでは，パネル短辺も含めた側面に，幅または長さ

方向と厚さ方向に10㎜程度の面取り加工を施すのが一般的である．面取り形状は，意匠性向上の他，

パネルの取り扱い時に角あたりによる欠けなどの損傷を防止する役割も有している． 

 

 

 

 

a.本実目地の場合                    b.平目地の場合 

図2.2.4 間仕切壁用パネルの長辺側面の形状例 

 

図2.2.5に，床用パネルおよび屋根用パネルの長辺側面の形状例を示す． 

一般的な取付け構法である敷設筋構法用のパネル長辺側面の上部にはモルタル充填用の溝加工

が，下面には面取り加工が施されている〔図2.2.5 a〕．なお，床面および屋根面の端部に配置する

パネルにおいては，溝加工のない上下面とも面取り形状のみのパネルを用いることもある． 

近年では施工の乾式化が進むとともに，木造建築物への厚形パネルの使用も進められている．こ

れらモルタルを用いない乾式構法用の床用パネルならびに屋根用パネルでは，シーリングを必要と

しないために間仕切壁用パネルと同様の平目地・本実目地となる形状のものを一般に使用する〔図

2.2.5 b，c〕． 

 

 

 

a.溝目地の場合           b.平目地の場合           c.本実目地の場合  

図2.2.5 床用パネルおよび屋根用パネルの長辺側面の形状例 
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パネル内部に取付け用金物を設置するための孔 パネル内部と外部の取付け金物とを接合するための孔

パネル内部に取付け用金物を設置するための孔パネル内部と外部の取付け金物とを接合するための孔

製造に伴う長辺側面の孔 製造に伴う長辺側面の孔

また，厚形パネルでは，製造に伴う長辺側面の孔，パネル内部に取付け用金物を設置するための

孔，およびパネル内部の取付け金物と外部の取付け金物とを接合するための孔〔図2.2.6〕を有す

るパネルが多い．しかし，ALCパネルを用いた構造方法については，当該仕様のパネルによる試験

で防耐火性能を確認しており，これらの孔を補修して埋める必要はない．〔参考：「付録２ 試験１，

試験３，試験５」〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.6 厚形パネルの製造上および取付けのために生じる長辺側面の孔の例 

 

4) 加工 

パネルの形状は矩形を標準としており，施工現場での加工は原則として避けることとしているが，

設備配管のための穴あけや，壁を貫通する梁などの切り欠きなどの加工は必要となる場合がある．

これらの加工は，「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 21 ALCパネル工事（日本建築学会 編集・発

行）」（以下，「JASS 21」という）などの規定やパネル製造業者が定める範囲で行うことができる．

JIS A 5416ではこれらの切欠きをパネル製造工場にて行い，加工後のパネルをJIS製品として出荷

することも規定している． 

施工現場あるいは製造工場での切欠きや穴あけ加工は，火災時を含めた強度品質に影響を及ぼさ

ないようにJASS 21や各パネル製造業者が定めた範囲で行う．あるいは，前述の範囲を超える加工

などでは，加工部分に鋼材等による適切な補強を施す．また，いずれの場合もパネル加工時に切断

され露出した鉄筋断面には，防錆材を塗布する．なお，これらのパネルもJIS A 5416に適合する品

質のパネルに相当し，一般に防耐火上同等の性能を有するものとして取り扱うことができる． 
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2.2.3 薄形パネル 

1) 種類（区分）と寸法 

薄形パネルは，厚形パネルと同様に，形状により一般パネルとコーナーパネルに，また，表面意

匠加工の有無により平パネルと意匠パネルに区分される．厚形パネルとは異なり，用いられる部位

によるJISの区分はない．表2.2.2に代表的な薄形パネルの種類と寸法を示す． 

 

表2.2.2 代表的な薄形パネルの種類（区分）と寸法 

［単位：㎜］

形状による 

区分 

表面加工の 

有無による 

区分 

寸法 
模様の

溝深さ厚さa) 幅 
長さ 

1 800 1 820 2 000 2 400 2 700 3 000 3 030 

一般 

パネル 

平パネル 

50 600 

又は 

606 

○ ○ ○ ○ ○ ○ － 

－ 37 ○ ○ ○ － － － － 

35 ○ ○ ○ － － － － 

意匠パネル 

50 600 

又は 

606 

○ ○ ○ － － － － 10以下

37 ○ ○ ○ － － － －  7以下

35 ○ ○ ○ － － － －  5以下

コーナー 

パネル 

平パネル 

50 100×100 ○ － ○ ○ － ○ ○ 

－ 37 
85×85 

84×84 
－ － － － － － ○ 

35 83×83 － － － － － － ○ 

意匠パネル 

50 100×100 ○ － ○ ○ － ○ ○ 10以下

37 
85×85 

84×84 
－ － － － － － ○  7以下

35 83×83 － ○ － － － － －  5以下

注a) 意匠パネルの厚さは，パネルの最も厚い部分をいう． 

JIS A 5416 付属書Ａ(参考)より 

 

① パネルの厚さ 

JIS A 5416では，薄形パネルの厚さの規定は35㎜以上75㎜未満であるが，現在製造されている

標準的な薄形パネルの厚さは，50㎜，37㎜および35㎜の3種類である． 

パネルの側面には，厚形パネルと同様に，面取り，シーリング溝などの形状加工が施されてい

る〔図2.2.7 a〕．したがって，厳密には，パネルの側面加工部分は，その他の部分に比べて厚さ

が薄くなるが，これまでの試験で，ALCパネルを用いた構造方法の防耐火性能は，当該目地形状に

て評価されており，一般にパネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ（許容寸

法差を含む））をもって本告示で規定される厚さとしている．〔参考：「付録２ 試験４，試験５」〕 

薄形パネルにも表面に模様などが施された意匠パネルがある．意匠パネルの厚さ（製品厚さ(呼

び寸法)）は，パネル表面に施されている凹凸模様の最も厚い部分の寸法としているのに対し，

防耐火関係告示に規定されるパネルの厚さは，凹凸模様加工後の最も薄い部分である〔図2.2.7 b〕．

その厚さは，仕様書やカタログに記載されている製品厚さから凹凸模様の最も深い部分の加工深

さを減じることにより，確認することができる． 
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←シーリング溝形状シーリング溝形状→

面取り形状↓ ↓面取り形状

＝
防耐火関係告示に

規定される厚さ

JISにおける

製品厚さ(呼び寸法)

シーリング材充填用溝

面取り形状↓↓

製造に伴う長辺側面の孔

製品厚さ
（呼び寸法）

JISにおける

防耐火関係告示に

規定される厚さ 凹凸模様の最も深い部分の加工厚さ

 

 

 

 

a.平パネルの例 

 

 

 

 

b.意匠パネルの例 

図2.2.7 薄形パネルの厚さ 

 

② パネルの長さおよび幅 

JIS A 5416では，薄形パネルの幅は606㎜以下（コーナーパネルは200㎜以下），長さは3000㎜

以下(意匠パネルは2400㎜以下．コーナーパネルは3030㎜以下)と，厚さと同様に幅を持たせた規

定となっている．一般に用いられている薄形パネルの長さは1800㎜，1820㎜，2000㎜および2400

㎜，幅は600㎜および606㎜である．近年，施工現場における切断作業の低減ならびに排出される

端材の低減を図るために，製造工場等で事前に必要な寸法に加工して出荷される場合もある． 

2) パネルの補強材 

薄形パネルの補強材には，JIS A 5505:2014（メタルラス）に規定されるメタルラス，JIS G 

3532:2011（鉄線）に規定される鉄線，JIS G 3551:2005（溶接金網及び鉄筋格子）に規定される溶

接金網および鉄筋格子などを防せい処理したものが用いられる．薄形パネルは，外壁および防火被

覆に用いる場合は間柱・胴縁などの下地に多点支持され，床の被覆に用いる場合は構造用合板の上

に敷き並べて取り付けられる．したがって，厚形パネルでは使用部位や用途によりパネルの補強材

の仕様を変更して必要強度に対応するのとは異なり，薄形パネルでは支持材の設置間隔を変更する

ことなどで当該部位に必要な面外荷重に対応させ，一般にはパネルの補強材の仕様は変更しない． 

3) パネル側面の形状 

薄形パネルの側面の形状は，平形状を原則とし，外壁用パネルの屋外となる側にはシーリング材

充填用の溝が施されている．薄形パネルの側面の形状例を図2.2.8に示す．なお，薄形パネルには，

製造に伴う長辺側面の孔が生じることがある〔図2.2.9〕．しかし，ALCパネルを用いた構造方法に

ついては，当該仕様のパネルによる試験で防耐火性能を確認しており，これらの孔を補修して埋め

る必要はない〔参考：「付録２ 試験４，試験５」〕． 

 

 

 

 

 

図2.2.8 外壁用パネルの側面の形状例    図2.2.9 薄形パネルの製造上生じる長辺側面の孔の例 
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定規アングル

(下地鋼材)

壁用パネル

梁

(下地鋼材)

定規アングル

壁用パネル

柱

床用パネル

かさ上げ鋼材

大梁

小梁

床用パネル

かさ上げ鋼材

大梁

(下地鋼材)

(下地鋼材)

高力ボルト梁継手接合部

 

2.3節 副資材およびその他の材料 

 

2.3.1 下地鋼材・下地木材，補強鋼材等 

外壁用の厚形パネルを建築物の構造躯体に取り付ける場合は，パネルに加わる外力の構造躯体への

伝達およびパネルの建込精度を良くするために，パネルと支持構造部材間に定規アングルなどの下地

鋼材を設ける〔図2.3.1〕．また，外壁面に開口部を設ける場合には，開口部および開口部周りのパネ

ルに加わる外力とパネルおよび開口部建具の自重を構造躯体に伝達するために，開口補強鋼材などの

下地鋼材を設ける． 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.縦壁ロッキング構法                  b.横壁アンカー構法 

 

図2.3.1 下地鋼材（定規アングル）の例（梁等の防火被覆の図示省略※） 

※ 防火被覆の要否は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件により異なる．以下本節において同じ． 

 

また，床用パネルおよび屋根パネルを建築物の構造躯体に取り付ける場合は，大梁などの高力ボル

ト継手接合部の突起を避けるために，パネルの取付け面を大梁上面より50㎜ほど高く設定する．その

ため，大梁上にかさ上げ鋼材などの下地鋼材を設け，小梁はパネルの取付け面のレベルに合わせて設

置するのが一般的である〔図2.3.2〕． 

これら厚形パネルの下地鋼材には，一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101:2017），建築構造用圧延鋼材

(JIS G 3136:2012），一般構造用軽量形鋼(JIS G 3350:2009）が一般に用いられている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.大梁部                           b.小梁部 

図2.3.2 下地鋼材(かさ上げ鋼材)の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 
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木ねじ

間柱

柱

タッピンねじ

(下地木材)

木ねじ

通気胴縁(下地木材)

構造用面材

透湿防水シート

柱

間柱

薄形パネル(外壁) 薄形パネル(外壁) 薄形パネル(外壁)

胴縁(下地鋼材)

薄形パネルの場合，鉄骨造建築物の壁においては，柱・間柱に胴縁を下地として取り付ける．これ

らの胴縁には，JIS G 3350:2009（一般構造用軽量形鋼）に規定される厚さが2.3～3.2㎜のリップ溝形

鋼を一般に用いる．木造建築物の外壁においては，柱・間柱の他，構造用面材や通気層を設ける場合

の通気胴縁が下地木材となる場合がある〔図2.3.3〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.鉄骨造建築物の場合        b.木造建築物-通気層なしの場合  c.木造建築物-通気層ありの場合 

図2.3.3 薄形パネルの下地の例（他の防火被覆の図示は省略） 

 

その他，下地には，荷重や外力に対して十分な強度を有し，かつ接合材の引抜き強度ならびに施工

性などに支障がないことを確認したうえで，それ以外の軽量形鋼や角形鋼管も使用することができる． 

下地鋼材の防耐火性能については，定規アングル等のように主体構造（中間梁や間柱を含む）に付

随して設置するものには主体構造に準じた防耐火性能を確保させるための処置を施し，開口補強鋼材

などのようにパネルに付随して設置するものには下地鋼材の構造上の機能を検討し，火災時の加熱に

よる下地鋼材の変形が，ALCパネルを用いた部位の防耐火性能に悪影響を与えないことを確認した上で，

その処置の可否を判断する必要がある． 

下地鋼材が構造上十分な厚さ，断面を有するとともに，火災時にパネルの自重以外の荷重負担を想

定していない場合には，一般に防火被覆などの耐火上の措置は行われていない． 

なお，ALCパネルを支持する間柱，下地鋼材および取付け金物を防火被覆しない場合の耐火性能の

試験結果が報告されている．ただし，間柱については部材スパンが試験条件を超える場合の性能が明

らかでないため，個別の検討が必要である．〔参考：「付録２ 試験１」〕 

また，薄形パネルの場合，本書に示す告示仕様における間柱等の下地は，防火被覆材に覆われるた

め，別途防火被覆を施す必要はない． 

 

2.3.2 取付け金物 

取付け金物は，主に厚形パネルを躯体または下地材に取り付けるために用いる専用金物であり，標

準的な金物については，「ALC取付け構法標準・同解説（ALC協会 編集・発行）」に規定されている．

その他に，パネル製造業者により標準化されているものなどがある．一般に，鋼板および平鋼の加工

品（スラブプレートやイナズマプレートなど）や棒鋼の加工品（マルカンおよびフックボルトなど）

がある．図2.3.4に，取付け構法別の代表的な取付け金物と使用例を示す． 

取付け金物は，パネル自重などの長期荷重を支持する役割や，地震時・強風時などの短期荷重に対

してパネルを躯体から脱落させない役割を有しており，昭41住指発第59号には「耐火パネルを支持す
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ウケプレート

平プレート

イナズマプレートW

壁用パネル

柱

イナズマプレートR

壁用パネル

梁

フットプレート

コンクリート床スラブ コンクリート床スラブ

間仕切壁用パネル 間仕切壁用パネル

ＲＦプレ－ト

スラブプレ－ト

梁

床用パネルまたは屋根用パネル

るための金属製取付け金具については鋼材等とする」ことが規定されている〔参考：「付録１ ６」〕．

また，既往の耐火試験では，防火被覆されていない取付け金物の溶融および著しい有害な変形が生じ

ないことが確認されており，取付け金物には耐火上の措置は一般に行われていない〔参考：「付録２ 試

験１」〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦壁ロッキング構法                  横壁アンカー構法 

a.外壁 

 

 

 

 

 

 

 

縦壁フットプレート構法                     間仕切壁ロッキング構法 

b.間仕切壁 

 

 

 

 

 

 

c.床・屋根：敷設筋構法 

図2.3.4 取付け構法別の代表的な取付け金物と使用例（柱･梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

2.3.3 接合材 

薄形パネルの下地等への取付けに用いる主な接合材は，鋼製下地の場合はタッピンねじ，木下地の

場合は木ねじである〔図2.3.5〕．これらの接合材の形状や寸法などは，ALCの特性を考慮して十分な

引抜き強度を得ることができるように，ねじ等のJISにおける規定とは異なり，パネル製造業者が指定

するものを標準としている．パネル製造業者によって指定されている接合材の種類および標準寸法を

表2.3.1に示す． 

接合材の材料および性質などは，「建築工事標準仕様書・同解説 27 乾式外壁工事（日本建築学会 

編集・発行）」（以下，「JASS 27」という）では，JIS B 1124:2015（タッピンねじのねじ山をもつ
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柱

胴縁(下地鋼材)

タッピンねじ

薄形パネル

薄形パネル(外壁)

木ねじ(接合材)

(外壁)

(接合材)
柱

ドリルねじ）,JIS B 1125:2015（ドリリングタッピンねじ），JIS B 1112:1995(十字穴付き木ねじ)

あるいはJIS B 1135:1995(すりわり付き木ねじ）と同等以上の性能を有するものとし，材料がステン

レス鋼以外のものについては有効な防せい処理を施すものとしている． 

 

 

 

 

 

a.鋼製下地の場合                    b.木製下地の場合 

図2.3.5 接合材の使用例（他の防火被覆の図示は省略） 

 

表2.3.1 接合材の種類および標準寸法 

［単位:㎜］ 

パネルの厚さ 50 35および37 

接合材の種類 頭径 呼び径 長さ 頭径 呼び径 長さ 

タッピンねじ 
11.0 

4.8 60 - - - 

木ねじ 4.8 70 100 4.8 60 

JASS 27 より 

 

2.3.4 補修材 

ALCパネルは，基材が多孔質であるため，その取扱いにおいて，欠けを生じる場合がある．このよ

うな場合に，一律にパネルを廃棄することは経済的でなく，JASS 21等の工事標準仕様書などでは欠け

等の範囲を限定して補修を施し，使用することを標準としている．同様に，設備配管などの穴あけ加

工などで，加工に間違いや誤差が生じた場合には，性能に影響しないことを検討・確認した上で，そ

れらの部分を補修したパネルを用いることができる． 

補修には，一般に専用の補修材を用いる．ただし，モルタル充填用の溝周辺などの軽微な補修では

モルタルを使用する場合もある． 

専用の補修材は，セメントに軽量骨材やALC粉および混和材等を密度や強度に配慮して調・配合し

た既調合のものであり，一般にALCパネル製造業者が製造販売するものが用いられている．これらの補

修材料を用いる場合の使用方法については，製造業者により仕様が指定されている． 

なお，ALC専用の補修材により補修された部分は，耐火加熱試験により，遮熱性・遮炎性などの耐

火性能上支障がないことが確認されている〔参考：「付録２ 試験２」〕． 

 

2.3.5 耐火目地材 

耐火目地材とは，防耐火性能上の支障とならないように伸縮目地等に充填する目地材を言う．伸縮

目地は，外力による建築物の変形時に，隣接するパネル相互が競り合い，ひび割れや欠けなどの損傷

を生じさせないように設ける目地であり，伸縮目地の構造上の機能が損なわれることのないように耐

火目地材には，次の①～③，またはそれらと同等の伸縮性および防耐火性能を有する材料を用いる． 

① JIS A 9504:2017（人造鉱物繊維保温材）に適合するロックウール保温板 

② JIS R 3311:2008（セラミックファイバーブランケット）に適合するセラミックファイバーブ
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ランケット※ 

③ ①②と同等の防耐火性能を有するアルカリアースシリケートウール(AES)ブランケット 

 

なお，密度が高いものは伸縮目地の機能を損なうおそれがあるため，密度80～96kg/㎥程度のもの

が一般に用いられている．耐火目地材の充填は，隙間を生じることがないよう，20%程度圧縮して挟み

込み施工する． 

また，これら繊維系の耐火目地材以外にも，スポンジ状のシリコーンゴムの表面を耐火処理した定

形の耐火ガスケットや，不定形の耐火シーリング材等があり，仕様はそれらの耐火目地材の製造業者

による． 

※ セラミックファイバーブランケットは，労働安全衛生法 特定化学物質障害予防規則 作業環境測定基準

等の改正（平成27年11月1日から施行・適用）により局所排気装置の設置，洗浄設備の設置，緊急時の医

師による診察・処置，保護具の備付け等の義務付け等が必要な措置対象物質の「リフラクトリーセラミッ

クファイバー」に該当するため，その取扱いには定められた措置が必要で，現在はほとんど使用されてい

ない． 

 

2.3.6 シーリング材 

外壁用パネル等の屋外側の雨がかりとなる面のパネル間の目地部には，防水性能を確保するために，

JIS A 5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質の建築用シーリング材を施す．その他の部位

においても，防水目的以外に，気密性確保を目的として，間仕切壁用パネルの表面の目地部あるいは

本実目地の嵌合部にシーリング材を充填する場合がある． 

外壁のパネル間目地の屋外側に用いるシーリング材には，従来はアクリル系のシーリング材を多く

用いたが，近年は，一般に，よりグレードの高いポリウレタン系あるいは変成シリコーン系のシーリ

ング材などを用いる． 

これら有機系のシーリング材は可燃性を有し，高温加熱時においては燃焼するが，シーリング材の

燃焼がALCパネルにより構成される建築部位としての耐火性能に悪影響を与えないことが，過去の耐火

試験などで確認されている．〔参考：「付録２ 試験１，試験３～５」〕 
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第３章 壁（外壁・間仕切壁） 

 

3.1節 壁：耐火構造(1)（非耐力壁） 

－ALCパネル 厚さ75㎜以上 

 

3.1.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されている厚さ75㎜

以上のALCパネルを用いる外壁および間仕切壁の耐火構造の構造方法について記す． 

本節では，最も使用例の多い重量鉄骨造を主に記載しているが，当該告示では支持する部材の仕様

については規定していないため，梁等の支持構造部材は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件を満

たしているものであればよい．なお，本節の図の多くでは，梁等の防火被覆は必要となる場合も含め

て，省略しているので留意されたい． 

 

3.1.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は本書にて付

したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第201号）

 

耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

 

第１ 壁の構造方法は、次に定めるもの（第二号へ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取

合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分（以下「取合い等の部分」という。）を、当該取合い等の

部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするも

のに限る。）とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これ

らに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 

一 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第107条第一号及び第二号に掲げる技術

的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が２時間加えられた場合のものに限る。）に適合する耐

力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとす

る。 

イ～へ ＜略＞ 

ト 軽量気泡コンクリートパネルで厚さが7.5㎝以上のもの 

チ ＜略＞ 

二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が１時間加

えられた場合のものに限る。）に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構

造とするか、又は次のイからへまでのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ～へ ＜略＞ 

三 令第107条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に

定める構造とすることとする。 
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本節に記載する告示仕様は，本告示「第１（以下，本節において記載のないものは本告示「第１」

を示す．）第一号ト」に「軽量気泡コンクリートパネルで厚さが7.5㎝以上のもの」として，また，以

下の各号に示す耐火性能および部位の構造方法として規定されている． 

第一号：２時間耐火性能，耐力壁である間仕切壁 

第二号：１時間耐火性能，耐力壁である間仕切壁 

第三号：１時間耐火性能，非耐力壁である間仕切壁 

第四号：２時間耐火性能，耐力壁である外壁 

第五号：１時間耐火性能，耐力壁である外壁 

第六号：１時間耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分） 

第七号： 30分耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分以外の部分） 

近年，厚さ75㎜以上のALCパネル（厚形パネル）を壁に用いる場合には，非耐力壁（帳壁）として

用いることが一般的である．本告示では，厚形パネルを耐力壁として用いる場合（一，二，四，五の

各号）についても規定しているが，現在では，耐力壁としてのALCパネルの取付け構法が標準化されて

いないため，本書では記載の対象外とした．したがって，本節に記載するのは，以下の各号の非耐力

壁の構造方法である． 

第三号：１時間耐火性能，非耐力壁である間仕切壁 

第六号：１時間耐火性能，非耐力壁である外壁 

第七号： 30分耐火性能，非耐力壁である外壁 

ただし，耐力壁の構造方法として，ALCパネルを用いることを妨げるものではない． 

建築基準法で要求される非耐力壁である外壁の耐火性能は，延焼のおそれのある部分については１

時間，延焼のおそれのある部分以外の部分については30分である．厚形パネルを非耐力壁として用い

る場合は，パネルおよび取付け方法の仕様による耐火性能の区別はなく，本節に記す仕様は全て１時

間の耐火性能を有するものとしてよい． 

また，耐火性能検証法ルートＣ等により設計された建築物では，２時間の耐火性能を必要とする非

耐力壁に厚さ75㎜以上のALCパネルを用いることができる． 

 

四 令第107条に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が２時間加えられた場合のも

のに限る。）に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。

五 令第107条に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が１時間加えられた場合のも

のに限る。）に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する

構造とすることとする。 

イ 前号に定める構造とすること。 

ロ、ハ ＜略＞ 

六 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある

部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ 前号に定める構造 

ロ ＜略＞ 

七 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある

部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。 

第２～第６ ＜略＞ 
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3.1.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される壁用の厚形パネルであり，一般的な製

品では厚さが外壁用では100㎜以上，間仕切壁用では75㎜以上のものが対象となる． 

本告示では外壁および間仕切壁ともに75㎜以上の厚さのパネルが規定されているが，ここで一般的

な外壁用パネルの厚さを100㎜以上としているのは，JIS A 5416で外壁用の厚形パネルの厚さ規格を100

㎜以上としているためである． 

75㎜以上の厚さであれば耐火性能で告示規定に適合するが，実際にはパネルの耐火性能以外の性能

（パネル強度など）にも配慮して，パネル厚さの選定を行う必要がある．なお，本節では，告示仕様

に適合する一般的な厚さの製品を用いた場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，納まり等

が異なることもあるため，注意が必要である． 

平パネルでは，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示で規

定される厚さとしている．ただし，意匠パネルの場合には，本告示に規定されるパネルの厚さは，凹

凸模様が施されている部分の最も薄い部分としている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.2 1）①」参照．〕 

 

3.1.4 取付け構法の概要 

ａ．外壁 

外壁用の厚形パネルは，パネル両端部が支点となる単純梁構造となるように，支持構造部材となる

梁および柱などに下地鋼材を介して，取付け金物を用いて取付けることを原則としている．ただし，

規定の範囲内であれば，支点間からはね出すこともできる． 

代表的な取付け構法には，パネル長辺を鉛直にして建て込む縦壁ロッキング構法ならびにパネル長

辺を水平にして建て込む横壁アンカー構法がある． 

縦壁ロッキング構法および横壁アンカー構法の概要を図3.1.1に示す．両構法ともに，地震力なら

びに風圧力を主な外力とし，それら外力に対して，強度上安全となるように，パネル，取付け金物，

下地鋼材などが強度設計されるとともに，各々の接合部に対しても強度上の確認が行われている．〔強

度設計および強度上の確認に関しては，「ALCパネル構造設計指針･同解説」，「ALCパネル取付け構法標

準･同解説(H25年12月版)」（共にALC協会 発行）等を参照．〕 

外壁面に設ける窓・出入口などの開口部を構成するパネルも，構造躯体に取り付けられた開口補強

鋼材（下地鋼材）に，取付け金物を介して取付けており，取付け方法の原則に変わりはない．開口部

周りのパネルの取付け方法の概要を図3.1.2に示す． 

これらの外壁用構法では，長辺側面が本実形状や平形状等の外壁用パネルを用いる〔図3.1.3〕． 
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定規アングル

ウケプレート

平プレート

メジプレート

ボルト

Ｒスペ－サ－

定規アングル

埋込みアンカー

イナズマプレ－トR

イナズマプレートW
受けプレート

平プレート

イナズマプレートW

メジプレート

外壁用パネル

外壁用パネル

アングルピ－ス

定規アングル

自重受け金物

イナズマプレートR
外壁用パネル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.縦壁ロッキング構法の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.横壁アンカー構法の例 

 

図3.1.1 外壁用パネルの取付け構法の概要（柱・梁等の防火被覆の図示は省略※） 

※ 防火被覆の要否は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件により異なる．本節において以下同じ． 
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本実形状→ ←本実形状 平形状→ ←平形状

（ヨコ材）

（ヨコ材）

（タテ材）

平プレ－ト
ウケプレ－ト

イナズマプレ－トW

メジプレ－ト

イナズマプレ－トR

開口補強鋼材

開口補強鋼材
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外壁用パネル

（タテ材）

開口補強鋼材

外壁用パネル

ピ－スアングル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.縦壁ロッキング構法の例               b.横壁アンカー構法の例 

図3.1.2 開口部周りのパネル取付け方法の概要（外壁）（柱・梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

 

 

図3.1.3 外壁用パネルの長辺側面の形状例 

 

ｂ．間仕切壁 

間仕切壁用の厚形パネルは，パネル両端部が支点となる単純梁構造となるように，支持構造部材に

下地鋼材を介在させるか，あるいは直接，取付け金物を用いて取付けることを原則としている．ただ

し，規定の範囲内であれば，支点間からはね出すこともできる． 

間仕切壁用パネルの取付け方法は，上下階のスラブ間に１枚のパネルを配置するタイプと，階段室

や吹き抜けなどで梁等の支持構造部材の側面を上下階のパネルが連続して壁面を構成するタイプの２

種類に大別される〔図3.1.4〕． 

後者のタイプでは，一般に外壁用パネルと同様の取付け構法が用いられている．本節では，主に前

者のタイプの間仕切壁専用の構法について記す． 

間仕切壁専用の構法には，縦壁フットプレート構法と間仕切壁ロッキング構法があり，共にパネル

の自重はスラブで支持することを特徴としている． 
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a.スラブ間に１枚のパネルを配置するタイプの例        b.上下階のパネルが連続するタイプの例 

 

図3.1.4 間仕切壁用パネルの取付け構法の概要（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

1) 縦壁フットプレート構法 

縦壁フットプレート構法の概要を図3.1.5に示す．本構法では，パネル下部は，コンクリートピ

ンなどでスラブに直接固定するフットプレートにより取付ける．一方，パネル上部は，間仕切チ

ャンネル，あるいは定規アングルなどの下地鋼材にイナズマプレートなどの取付け金物を介して，

面内方向に可動となるように取付ける． 

2) 間仕切壁ロッキング構法 

間仕切壁ロッキング構法の概要を図3.1.6に示す．本構法では，パネル下部は，スラブにコンク

リートピンなどで直接固定するＲＦプレートにより取付ける．一方，パネル上部は，定規アング

ルなどの下地鋼材にイナズマプレートなどの取付け金物を介して取付ける．本構法では，パネル

は，微小回転することで建築物の層間変位に追従する． 

 

いずれの構法も，出入口などの開口部周りのパネルは，開口補強鋼材となる下地鋼材に取付け金物

を介して取り付け，下地鋼材は，梁あるいはスラブなどの構造躯体に溶接もしくはアンカーなどで固

定する．間仕切壁ロッキング構法における開口部周りのパネルの取付けの概要を図3.1.7に示す． 

これらの間仕切壁の構法では，長辺側面が本実形状や平形状等の間仕切壁用パネルを用いる〔図

3.1.8〕．  
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a.パネル上部の取付け例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.パネル下部の取付け例 

図3.1.5 縦壁フットプレート構法の概要（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.パネル上部の取付け例 

 

 

 

 

 

 

 

b.パネル下部の取付け例 

3.1.6 間仕切壁ロッキング構法の概要（柱・梁等の防火被覆の図示は省略） 
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間仕切壁ロッキング構法の例 

図3.1.7 開口部周りのパネル取付けの概要（間仕切壁） 

 

 

 

図3.1.8 間仕切壁用パネルの長辺側面の形状例 

 

3.1.5 施工上の留意事項 

ａ．目地 

パネル長辺相互の目地は，隙間のないように突き付け，隣接する相互のパネルや他部材の動きが大

きく異なる場合には，地震時などの建築物の変形時に損傷することのないように10～20㎜程度の隙間

を設けた伸縮目地とする． 

ALCパネル外壁面に設ける伸縮目地の位置を図3.1.9に示す．原則として，縦壁ロッキング構法にお

ける横目地，横壁アンカー構法における縦目地，および出入隅部の異なる方向のパネルが取り合う縦

目地などを伸縮目地とする．出入隅部にコーナーパネルを用いた場合には，これと隣接する一般パネ

ルが取り合う縦目地なども伸縮目地とする． 

また，横壁アンカー構法においては，パネルを幅方向に積み上げる形状となるため，下段のパネル

に上段のパネルの自重が集中しないように，3～5段毎に自重受け金物を設けた目地も一般には伸縮目

地とする． 

そのほかに，異なる構造の壁，壁以外の部位，パネルを貫通する設備配管等の他部材とパネルが取

り合う部分も伸縮目地とする． 

パネル相互の目地には，一般目地，伸縮目地のほか，開口部周りで等辺山形鋼などの開口補強鋼材

の一部をパネル間目地に挿入するものがある〔図3.1.10〕． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 
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（コーナーパネルを使用する場合） 

a.縦壁ロッキング構法の例                 b.横壁アンカー構法の例 

 

図3.1.9 ALCパネル外壁面の伸縮目地の位置（▲…伸縮目地） 

 

パネル相互が接する目地においては，耐火性能上支障のある隙間を生じないようにパネルを建て込

む．なお，本実目地における目地内部の小さな間隙（空洞）は，目地部の耐火性能を損なうものでは

ない． 

伸縮目地には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向に幅50㎜程度のロックウール保温

板などの伸縮性のある耐火目地材を充填することが一般的である〔図3.1.10 b，図3.1.11〕．〔耐火目

地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

屋外に面する目地部には，防水性能を確保するためにシーリング材を施す．また，気密性が必要と

される場合には，屋内に面するパネル間目地およびコンクリートなどの他部材との取合部の伸縮目地

にも，シーリング材を施す場合がある． 

使用するシーリング材の材種の違いによるALCパネル壁面の耐火性能には差異はなく，一般にJIS A 

5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，

「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

 

 

 

本実形状          平形状 

a.パネル相互が接する目地            b.伸縮目地      c.開口補強材と取り合う目地 

外壁用パネル 

 

 

 

本実形状         平形状 

a.パネル相互が接する目地            b.伸縮目地      c.開口補強材と取り合う目地 

間仕切壁用パネル 

 

図3.1.10 壁用パネルの目地部の形状例 
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図3.1.11 伸縮目地の例（柱・梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

ｂ．下地 

1) 外壁 

外壁における定規アングルなどの下地鋼材は，パネルと支持構造部材との間に介在し，パネル

に加わる風圧力や地震力，およびパネル自重を伝達する構造的上の役割を有する．これらの下地

鋼材には一般に厚さ6㎜以上の等辺山形鋼などが用いられている． 

下地鋼材は構造上の役割のほか，パネルの取付け精度を確保する上でも必要であり，定規アン

グルは支持構造部材に直接取り付ける場合と，支持構造部材から持出し鋼材などを用いて取り付

ける場合がある〔図3.1.12〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準                         梁と外壁が離れる場合 

図3.1.12 外壁用パネルの下地（定規アングル）の例（鉄骨躯体の場合）（柱・梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

定規アングルなどのパネルを支持する下地鋼材に耐火上必要な性能は，要求される耐火加熱時

間内に有害な変形や溶融を生じないことである．一般には，火災時に想定する定規アングルへの

荷重はパネル自重が主となるが，ALCパネルは比較的軽量なため，その負担は風圧力などに比較

して小さい．したがって，実験結果および一般に用いられている下地鋼材の断面寸法などから，

通常の火災時において溶融や著しい有害な変形は生じないものと考えられる． 

下地鋼材は，パネルを支持する支持構造部材に直接取付けられるため，火災加熱時における温

度推移が支持構造部材と極めて近くなる．そのため，一般にはALCパネルの下地鋼材の耐火処理の

有無および仕様は，支持構造部材に準じて決定する．すなわち，パネルの取付け後に，パネルを
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梁

支持する柱および梁などに防火被覆を行う場合には下地鋼材も同様の処理を行う必要があり，間

柱，耐風梁など（柱，梁であっても）に防火被覆を行わない場合には下地鋼材にも耐火処理を特

に必要としない． 

近年，RC造・SRC造などの高層集合住宅の二次壁（非耐力壁）に，ALCパネルが多用されている．

この場合，定規アングルなどの下地鋼材は，一般には床や梁コンクリートに埋め込まれた鋼材に

溶接により取り付ける〔図3.1.13〕．この場合，下地鋼材に耐火処理を施していない状態での性

能は，既往の耐火試験によっても確認されており，一般に下地鋼材の耐火処理は必要としない〔参

考：「付録２ 試験１」〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.13 外壁用パネルの下地（定規アングル）の例（コンクリート躯体の場合） 

 

重量鉄骨造において梁上にALC床用パネルやコンクリートスラブが載る場合には，壁用パネル

とそれらの間に，定規アングルおよびパネルの取付けのために隙間が必要となる．パネル取付け

後，一般にその隙間にはモルタル等の不燃材を充填する．モルタルを充填する場合は，外壁パネ

ルの変形追従性を妨げないために，モルタルと外壁パネルの間にクラフト粘着テープやポリエチ

レンフィルムなどの絶縁材を設置する必要がある〔図3.1.14〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.14 外壁用パネルの床との取合部の例（柱・梁等の防火被覆の図示は省略） 
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梁
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出入口，あるいは窓などの開口部には，開口建具および開口部周りのパネルを支持するための

開口補強鋼材を設ける必要がある．〔図3.1.15〕．この開口補強鋼材には，一般に厚さ6㎜以上の

等辺山形鋼などが用いられており，特に耐火処理を必要としない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.15 開口部の開口補強鋼材の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

2) 間仕切壁 

本項では，間仕切壁専用の構法について記す．外壁用パネルの取付け構法を用いる場合の下地

鋼材の耐火上の取り扱いは前項による． 

スラブ間に位置する間仕切壁用パネルの上部は，間仕切チャンネルを用いて取り付ける方法と

定規アングルにイナズマプレートなどの取付け金物を用いて取り付ける方法がある． 

間仕切チャンネルを用いる場合には，加熱面側から非加熱面側まで連続する熱伝導体となり遮

熱性を損なうおそれがあるため，間仕切チャンネルには防火被覆が必要である．梁の防火被覆の

下部に取り付ける場合およびスラブ下に間仕切チャンネルを直接取り付ける場合には，露出する

部分に１時間耐火性能の壁に必要な仕様の防火被覆を行う〔図3.1.16 (1)a，b〕． 

また，間仕切チャンネルを防火被覆する場合，間仕切チャンネルの空洞部には，特に断熱性を

必要とする場合を除き，耐火材の充填などの処置を必要としない〔図3.1.16 (1)a，b，c〕． 

定規アングルを用いる場合には，加熱面側から非加熱面側まで連続する鋼材がないため，鋼材

を経由した熱伝導がなく，ALCパネルの遮熱性が保持されるものと考えられる．この場合，下地

鋼材や取付け金物は，外壁用パネルの取付け構法と同様に耐火加熱による有害な変形，溶融を生

じることがないと考えられるため，それらの耐火処理の有無および仕様は，支持構造部材に準じ
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て決定する〔図3.1.16 (2)a，b，c，d〕．なお，パネル上部のスラブなどとの取合いは伸縮目地

とし，当該部の耐火性能を保持するためには伸縮性のある耐火目地材を隙間なく充填する必要が

ある〔図3.1.16 (2)a，d〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：合成耐火(大臣認定) 

a.コンクリートスラブ下部         b.鉄骨梁下部             c.鉄骨梁下部 

(1) 間仕切チャンネルを用いる場合（縦壁フットプレート構法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：合成耐火(大臣認定) 

a.コンクリートスラブ下部    b.鉄骨梁下部        c.鉄骨梁下部         d.鉄骨梁側部 

(2) 定規アングルを用いる場合（間仕切壁ロッキング構法・縦壁ロッキング構法） 

図3.1.16 間仕切壁上部の納まり例 

 

 

 

 

 

 

 

a.縦壁フットプレート構法     b.間仕切壁ロッキング構法     c.縦壁ロッキング構法 

図3.1.17 間仕切壁下部の納まり例 

 

パネルの下部は，コンクリートスラブにコンクリートピンなどで固定するフットプレートある

いはＲＦプレートなどの取付け金物で固定する〔図3.1.17 a，b〕．このように，間仕切壁用パネ

ルの下部は，定規アングルなどの下地鋼材を用いることなく取り付けることが多い．この場合の
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取付け金物は，火災時の荷重負担は特になく，厚さが2.3㎜の鋼材であり，耐火処理は一般に行

われていない． 

また，パネル下部においても，上部と同じように定規アングルと取付け金物を用いて取り付け

る場合がある〔図3.1.17 c〕．これらの耐火処理に関する取り扱いは，外壁と同様に考えること

ができる． 

開口補強鋼材については，外壁と同様である． 
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3.2節 壁：耐火構造(2)（下地：木材または鉄材／耐力壁・非耐力壁） 

－｢強化せっこうボード 厚さ15㎜以上＋ALCパネル 厚さ50㎜以上｣被覆 

－｢強化せっこうボード2枚 合計厚さ42㎜以上｣被覆＋ALCパネル 外装 

－｢強化せっこうボード2枚 合計厚さ36㎜以上＋ケイカル板 厚さ8㎜以上｣被覆 

＋ALCパネル 外装 

 

3.2.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されているALCパネ

ルを用いる外壁および間仕切壁の耐火構造の構造方法について記す． 

本仕様は，間柱および下地を木材または鉄材により構成し，かつ，その両側に防火被覆を施す構造

方法である．なお，本節では，主に間柱および下地を木材により構成した場合について記載する．下

地が鉄材の場合は，木材の場合に準ずるものとする． 

また，本仕様は，１時間準耐火構造，準耐火構造あるいは防火構造に適用することもできる．その

場合に反対側（（ALCパネルを屋外側に用いる場合は屋内側）の面に適用可能な防火被覆の仕様は，本

節末の付表3.2.1-1～3.2.3-2）に示す． 

 

3.2.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は，本書にて

付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第201号）

 

耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

 

第１ 壁の構造方法は、次に定めるもの(第二号へ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合

いの部分、目地の部分その他これらに類する部分（以下「取合い等の部分」という。）を、当該取合い等の部

分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするもの

に限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これら

に類する仕上材料の厚さを含むものとする。 

一 ＜略＞ 

二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が１時間

加えられた場合のものに限る。）に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める

構造とするか、又は次のイからへまでのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ～ホ ＜略＞ 

へ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する防火被覆が設けられたもの 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の

含有率を0.4％以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚

以上張ったもので、その厚さの合計が42㎜以上のもの 
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(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜

以上の繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張

ったもの 

三 令第107条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に

定める構造とすることとする。 

四 ＜略＞ 

五 令第107条に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が１時間加えられた場合のも

のに限る。）に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する

構造とすることとする。 

イ～ロ ＜略＞ 

ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第二号ヘ(1)から(3)までのいずれか

に該当する防火被覆（屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金

属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっ

くいを塗った場合に限る。）が設けられた構造とすること。 

六 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある

部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ 前号に定める構造 

ロ ＜略＞ 

七 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある

部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。 

第２～第６ ＜略＞ 

 

本節に記載する告示仕様は，本告示「第１（以下，本節において記載のないものは本告示「第１」

を示す．）第二号へ(3)」に規定されているとおり厚さ50㎜以上のALCパネルを防火被覆として用いるも

の，および「第五号ハ」に規定されているとおりALCパネルを「第二号へ(1)および(2)」の防火被覆を

外壁の屋外側に用いる場合の外装材として用いるものである． 

本節では，前者を「厚さ50㎜以上のALCパネルを防火被覆に用いる仕様（ALCパネル厚50被覆仕様）」，

後者を「ALCパネルを防火被覆の外装に用いる仕様（ALCパネル外装仕様）」とし，２つのタイプの告示

仕様として説明する． 

「厚さ50㎜以上のALCパネルを防火被覆に用いる仕様」は，以下の各号に示す性能および部位の構

造方法として規定されている． 

第二号：１時間耐火性能，耐力壁である間仕切壁 

第三号：１時間耐火性能，非耐力壁である間仕切壁 

第五号：１時間耐火性能，耐力壁である外壁 

第六号：１時間耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分） 

第七号： 30分耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分以外の部分） 

「ALCパネルを防火被覆の外装に用いる仕様」は，以下の各号に示す耐火性能および部位の構造方

法として規定されている． 

第五号：１時間耐火性能，耐力壁である外壁 

第六号：１時間耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分） 

第七号： 30分耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分以外の部分） 
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本節に示す告示仕様は，非耐力壁のほかに，耐力壁の構造方法が規定されている．防耐火構造にお

ける耐力壁とは建築物の鉛直荷重（自重，積載荷重）を負担する壁であり，風荷重，地震力等の水平

方向の荷重のみを負担する壁は，非耐力壁に該当する．本節のALCパネルを用いる耐力壁においては，

建築物の鉛直荷重は柱等の構造部材が負担し，ALCパネル自体は構造耐力を負担しない状態で使用する． 

本節に示す構造方法は，「第二号へ(1)～(3)」に規定されている３種類の防火被覆の仕様のいずれ

かを用いて間柱および下地の両面に防火被覆を施すもので，この３種類のうちの１つに「厚さ50㎜以

上のALCパネル（第二号へ(3)）」が規定されている．また，外壁の屋外側の防火被覆を「第二号へ(1)

または(2)」とする場合に当該防火被覆の上に施すことが必要とされる外装材が「第五号ハ」に規定さ

れ，そのうちの１つに「ALCパネル」が規定されている．〔表3.2.1，図3.2.1〕 

なお，これらの構造方法は，１時間準耐火構造，準耐火構造または防火構造に適用することもでき

る．その場合に反対側（ALCパネルを屋外側に用いる場合は屋内側）の面に適用可能な防火被覆の仕様

は，それぞれ平成27年国土交通省告示第253号，平成12年建設省告示第1358号または平成12年建設省告

示第1359号に規定されている．〔本節末の付表3.2.1-1～3.2.3-2を参照〕 

本告示では，間柱および下地と防火被覆材の構成のみが規定されているが，地震荷重等の水平力を

負担する構造用面材が取り付けられた場合についても，同様の防火被覆を行うことで耐火構造の壁と

して取り扱うことができる． 

また，本告示には規定がないが，防水性能向上や壁体内結露防止のために用いることが多い透湿防

水シートおよび通気胴縁を取り付けて通気層を設ける通気工法は，耐火性能に影響を与えないことが

試験で確認されており，本告示仕様にも用いることができる．〔参考：「付録２ 試験４」〕 

 

 

表3.2.1 「第二号へおよび第五号ハ」に規定される防火被覆の種類 

外壁の屋外側 屋内側（外壁，間仕切壁） 

告示 例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞ 

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 

告示 

第五号 

ハ 

(1) 強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板・ＡＬＣパネル・窯業系サイデ

ィング張り 

又は モルタル・しっくい塗り 

 

(1) 強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

第二号

へ(1) 

(2) 強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板・ＡＬＣパネル・窯業系サイデ

ィング張り 

又は モルタル・しっくい塗り 

 

(2) 強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

第二号

へ(2) 

(3) 強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

(3) 強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

第二号

へ(3) 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，かつ，ひる

石含有率2.5％以上のものに限る．この条件への適合が必要な強化せっこうボードを以下の本節の図等では，「強化せっこ

うボード★」と表記する．また,屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であ

り，防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板に限る．  
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外壁：
屋外側

ALCパネル

(21)

外壁：
屋内側

間仕切壁

屋外側
外壁：

ALCパネル カルシウム板
けい酸

外壁：
屋内側

間仕切壁

屋外側
外壁：

間仕切壁

屋内側
外壁：

間仕切壁

8以上 50以上(21)(21) (21) 8以上 50以上

36以上42以上42以上 36以上

(21)(21)

(15)(15) 15以上 15以上

強化
せっこうボード★

強化
せっこうボード★

強化
せっこうボード★

ALCパネル ALCパネル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)の規定による被覆       (2)の規定による被覆       (3)の規定による被覆 

－ALCパネル外装仕様(1)        －ALCパネル外装仕様(2)        －ALCパネル厚50被覆仕様 

注 (1),(2)のALCパネルを金属板，窯業系サイディング張りまたはモルタル，しっくい塗りとする仕様もある． 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

図3.2.1 「第1第二号へ」（外壁の屋外側は，｢第五号ハ｣）に規定される防火被覆の種類［単位:㎜］ 

 

3.2.3 パネルの種類と厚さ 

ａ．厚さ50㎜以上のALCパネルを防火被覆に用いる仕様（第二号へ(3)） 

「第二号へ(3)」に規定され防火被覆として用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される厚さ50㎜

以上の薄形パネルが対象となる．本告示の規定からは，厚さ75㎜以上の厚形パネルも適用範囲となる

が，本節では，告示で規定される最も薄い厚さ50㎜の薄形パネルの場合を例示する．より厚いパネル

を用いる際には，取付け方法や納まり等の検討が必要となることもあるため，注意が必要である． 

平パネルの場合は，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示

で規定される厚さとしている．意匠パネルの場合は，中央部の凹凸模様の最も薄い部分の厚さが，本

告示に規定されるパネルの厚さとなる．したがって，本告示仕様に適用可能な意匠パネルは，模様加

工部の最も薄い部分の厚さが50㎜以上のものに限られる．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.3 1)①」参照．〕 

 

ｂ．ALCパネルを防火被覆の外装に用いる仕様（第二号へ(1)，(2)） 

「第二号へ(1)および(2)」に規定される強化せっこうボード等を防火被覆とする仕様を屋外側に使

用した際に，その屋外側に張り付けるALCパネル（「第五号ハ」に規定される）については特に厚さの

規定がない．この仕様におけるALCパネルは，防火被覆層を構成する材料ではなく，防火被覆を保護す

る外装材として位置付けられる．したがって，現在一般に外装材として使用するALCパネルで最も薄い

ものは35㎜であることから，本仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される厚さ35㎜以上の薄

形パネルが対象となる． 

本告示仕様では，ALCパネルの厚さの規定がないため，凹凸模様の溝部等を有するJIS A 5416の製

品区分における製品厚さ（呼び寸法）35㎜以上の意匠パネルも適用できる．また，薄形パネルのみな

らず，厚75㎜以上の厚形パネルも適用範囲である．ただし，本節では，最も薄い厚さ35㎜の薄形パネ

ルの場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，取付け方法や納まり等の検討が必要となるこ

ともあるため，注意が必要である． 
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455*1

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

455*1

〃

〃

〃

〃

1820*1

1820*1

1820*1

1820*1

1820*1

1820*1

強化せっこうボード★
厚21×2

断熱材(不燃系)*3

透湿防水シート*2

強化せっこうボード★
(防水防かびタイプ)厚15

構造用面材

透湿防水シート*2

強化せっこうボード★
(防水防かびタイプ)厚15

強化せっこうボード★
厚21×2

断熱材(不燃系)*3

木ねじ 木ねじ

柱 柱

間柱 間柱

ALCパネル厚50以上
ALCパネル厚50以上

3.2.4 取付け構法の概要 

ALCパネルは，パネル両端およびその間に所定の間隔で設けた下地にねじ等の接合材で取付ける． 

本告示仕様は，間柱および下地を「木材または鉄材」で構成するものに適用でき，木材とした場合

についても枠組壁工法等を含めて制限はないが，本節では，主に在来軸組構法の木造を例に記載して

いる． 

ａ．厚さ50㎜以上のALCパネルを防火被覆に用いる仕様（第二号へ(3)） 

本告示に規定される厚さ50㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆材とする仕様（第二号へ(3)）に

ついて外壁の構成例を図3.2.2に示す．ここでは，室内側の防火被覆を強化せっこうボード2枚張りの

仕様（第二号へ(1)）としているが，強化せっこうボード2枚張りにけい酸カルシウム板を張る仕様（第

二号へ(2)），または屋外側と同じALCパネルを用いる仕様（第１第二号へ(3)）とすることもできる．

なお，これらの構成例は間仕切壁にも適用できる． 

ALCパネルを屋内側に用いた場合は，屋外側と同様にALCパネルの目地にシーリング材充填が必要と

なることや，クロスをALCパネルに直接張ることはできないなど内装仕上げについて注意が必要である． 

構造用面材を取り付ける場合の例を図3.2.2 bに，通気層を設ける場合の例を図3.2.2 c，dに示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.通気層なし・構造用面材なし                 b.通気層なし・構造用面材あり 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

図3.2.2（1/2） 厚さ50㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様（第二号へ(3)）の構成例 

［単位:㎜］ 
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455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

455*1
〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

強化せっこうボード★
厚21×2

断熱材(不燃系)*3

透湿防水シート*2

通気胴縁

強化せっこうボード★
(防水防かびタイプ)厚15

木ねじ 木ねじ

構造用面材

透湿防水シート*2

強化せっこうボード★
(防水防かびタイプ)厚15

通気胴縁

強化せっこうボード★
厚21×2

断熱材(不燃系)*3

柱柱

間柱 間柱

ALCパネル厚50以上 ALCパネル厚50以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.通気層あり・構造用面材なし               d.通気層あり・構造用面材あり 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

図3.2.2（2/2） 厚さ50㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様（第二号へ(3)）の構成例 

［単位:㎜］ 

 

 

ｂ．ALCパネルを防火被覆の外装に用いる仕様（第二号へ(1)，(2)） 

「第五号ハ」の規定に基づき，ALCパネルを防火被覆の外装とする仕様の外壁の構成例を図3.2.3に

示す．ここでは，屋内外の防火被覆を共に厚さ21㎜の強化せっこうボードの2枚張り（第二号へ(1)）

とする場合を示すが，強化せっこうボード2枚張りにけい酸カルシウム板を張る仕様（第二号へ(2)）

とすることもできる．なお，強化せっこうボードを2枚張る場合，それぞれの厚さおよび張る順番に規

定はない． 

屋内側の防火被覆は，これら２つの仕様のほかに強化せっこうボードに厚50㎜以上のALCパネルを

張る仕様（第二号へ(3)）とすることもできる．なお，ALCパネルを屋内側に用いた場合は，屋外側と

同様にALCパネルの目地にシーリング材充填が必要となることや，クロスをALCパネルに直接張ること

はできないなど内装仕上げについて注意が必要である． 

なお，屋内外の防火被覆は異なる仕様とすることもできる． 

構造用面材を取り付ける場合の例を図3.2.3 bに，通気層を設ける場合の例を図3.2.3 c，dに示す． 
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〃
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〃
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〃
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1820*1
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強化せっこうボード★
厚21×2

木ねじ

断熱材(不燃系)*3

強化せっこうボード★
厚21×2

断熱材(不燃系)*3

構造用面材

強化せっこうボード★

厚21×2
(防水防かびタイプ)

ALCパネル(厚35以上)

透湿防水シート*2
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a.通気層なし・構造用面材なし                 b.通気層なし・構造用面材あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.通気層あり・構造用面材なし               d.通気層あり・構造用面材あり 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

図3.2.3 ALCパネルを第二号へ(1)に規定される屋外側防火被覆の外装に用いる仕様の構成例［単位:㎜］ 
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柱

木ねじ

補修材

強化せっこうボード★厚15㎜以上(防水防かびタイプ)

ALCパネル厚50㎜以上

3.2.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，強度上支障がないように．ねじなどの接合材を用いて，柱・間柱等の下地に直接取

り付ける．なお，通気層を設ける場合には，通気胴縁をねじなどの接合材を用いて柱・間柱等の下地

に直接取り付け，パネルは通気胴縁に対して強度上支障がないように固定する．接合材の打込み深さ

は，ねじの頭がパネル表面から7～10㎜となるようにし，打ち込んだ後のくぼみはパネル製造業者が指

定する補修材などにより埋め戻す〔図3.2.4〕． 

 

 

 

 

 

 
 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

図3.2.4 一般部のALCパネルの取付け例（ALCパネル厚50被覆仕様（第二号へ(3)），通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

パネルを支持する間柱および下地材の設置間隔は500㎜以下とし，接合材の打込み位置は表3.2.2を

基本とする．下地材の設置間隔は，JASS 27において最大1000㎜としているが，これは，一般に厚さ50

㎜のALCパネルを鉄骨造建築物の外壁に使用する場合に，パネルに加わる風荷重に応じて下地材の設置

間隔を決定する際の上限としたものである．本告示仕様では，下地を鉄材により構成する場合（鉄骨

造）も含めて，下地材の設置間隔は500㎜以下としているので注意が必要である． 

 

表3.2.2 接合材の打込み本数と打込み位置の例（パネル長さ2000㎜以下の場合） 

パネル厚さ 下地材間隔 ねじ本数 

50㎜ 

37㎜ 

35㎜ 

455㎜ 

（500㎜）※1 

以下 

8本 － 端部1本          端部2本 

10本 ※2 － 端部2本 

JASS 27 より 

※1 （ ）内の数値は，長さ2000㎜のパネルを用いる場合を示す． 

※2 枠組壁工法の場合，ねじ本数は10本とする． 

 

ｂ．目地 

パネル相互が接する一般部の目地は，隙間のないように突き付け，隣接する相互のパネルや他部材

の動きが大きく異なる場合には，地震時などの建築物の変形時に損傷することのないように5～10㎜程

度の隙間を設けた伸縮目地とする． 

パネル相互の目地では，出入隅部の縦目地およびコーナーパネルと一般パネルが取り合う目地など

を伸縮目地とする〔図3.2.5 a〕． 

この他，異なる構造の壁，壁以外の部位，パネルを貫通する設備配管等の他部材とパネルが取り合

う部分も伸縮目地とする〔図3.2.5 b〕．  
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▲軒天

ALCパネル厚50㎜以上

バックアップ材

シーリング材

伸縮目地

強化せっこうボード★

(防水防かびタイプ)

ALCパネル厚50㎜以上
柱 強化せっこうボード★厚15㎜以上

(防水防かびタイプ)

▲ 伸縮目地

ALCコーナーパネル

▲伸縮目地耐火目地材

バックアップ材

シーリング材

梁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.出隅部                          b.軒－外壁 取合部 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

図3.2.5 伸縮目地の例（ALCパネル厚50被覆仕様（第二号へ(3)），通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

 

ALCパネルの側面の形状は，面取りとシーリングのための溝加工が施された平形状を基本とする．

伸縮目地の場合にも，シーリング代を確保するために，溝加工が施された平形状とする．面取り形状

のみの場合もあるが，この場合はシーリング代を確保するために目地の幅（パネル相互の間隔）を考

慮する． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

パネル相互が突付けとなる一般部の目地においては，耐火性能上支障のある隙間が生じないように

パネルを取り付け，屋外側にシーリング材を施す〔図3.2.6 (1)a〕．つまり，パネル間に接着剤等の目

地材を充填する仕様とはしていない．なお，ALCパネルによる防火被覆においては，目地部の裏面に当

て木に相当するものがない場合でも，パネル相互を突き付けてシーリング材を充填する目地構造は，

告示に規定されている炎の侵入を有効に防止することができる構造に該当する． 

伸縮目地には，シーリング材に加え，耐火目地材を充填する〔図3.2.6 (1)b〕．耐火目地材は，パ

ネルの厚さ方向にパネル厚さから形状加工部を除いた平面部の奥行程度となる寸法のロックウール保

温板などの伸縮性のあるものが一般的である．〔耐火目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

また，第二号へ(1)および(2)の防火被覆に「ALCパネル外装を施す仕様」においては，ALCパネルは

防火被覆の機能は要求されていないため，ALCパネル間の伸縮目地にも耐火目地材の充填は必要としな

い〔図3.2.6〕． 
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シーリング材

バックアップ材

ALCパネル(厚35㎜以上)

強化せっこうボード★

(防水防かびタイプ)
2枚以上合計厚42㎜以上

ALCパネル(厚35㎜以上)

シーリング材

強化せっこうボード★

(防水防かびタイプ)
2枚以上合計厚42㎜以上

耐火目地材

バックアップ材

シーリング材

(防水防かびタイプ)
厚15㎜以上
強化せっこうボード★

ALCパネル厚50㎜以上

(防水防かびタイプ)
厚15㎜以上
強化せっこうボード★

ALCパネル厚50㎜以上

シーリング材
 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                        b.伸縮目地 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

(1) ALCパネル厚50被覆仕様（第二号へ(3)）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                        b.伸縮目地 

★ 「強化せっこうボード★」…表3.2.1の「※1」参照． 

(2) ALCパネル外装仕様(1)（第二号へ(1)）の場合 

図3.2.6 目地部の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

また，厚さ50㎜以上のALCパネルを防火被覆とする仕様(第1第二号へ(3)による)を屋内側に用いる

場合には，一般に防水性を必要としないが，本告示仕様では目地にシーリング材の充填が必要である．

これは，シーリングにより気密性が高まることで目地部の遮熱性が向上するためである． 

使用するシーリング材の材種の違いによるALCパネル面の耐火性能には差異はなく，一般にJIS A 

5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のものが用いられている．〔シーリング材の詳細に

ついては，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．他の構成材 

以下に記載するせっこうボード，構造用面材，通気胴縁等の取付けに際しては，ALCパネルを含む

各層の釘やねじ等の接合材が近接しないように配置に配慮する．ALCパネルの取付けでは，パネル端部

等の下地の接合材が集中する箇所では，端部1本留めを選択するなどの方法がある． 

(1) 強化せっこうボード 

本告示の仕様に用いる強化せっこうボードは，ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率95％以

上，ガラス繊維の含有率0.4％以上，かつ，ひる石の含有率2.5％以上のものを用いることとし(第１第二号

へ(1)による)，屋外側の防火被覆として用いる場合には，防水性と防かび性を付与した「防水防かびタイ

プ」を使用する．屋内側についても，必要に応じて「防水防かびタイプ」を選択する． 

強化せっこうボードの取付けは，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル（2017年 一般財団法

人 日本建築センター 発行）」および，一般社団法人 石膏ボード工業会等が定める仕様に準ずる． 

(2) 繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板） 

本告示の仕様に用いる繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板）の仕様，ならびにその取付け

は，せんい強化セメント板協会等の技術資料による． 
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(3) 通気胴縁 

通気工法とする場合に用いる通気胴縁は，厚さ15㎜以上の木材を用いることとし，強化せっこう

ボード等を介して，ALCパネルを取り付ける上で強度上支障のないように木ねじなどの接合材を用

いて間柱および下地材に直接固定する． 

(4) 構造用面材 

構造用面材を用いる場合には，木質系ボード，セメント板，火山性ガラス質複層板等を使用し，

それらの取付けは各材料の構造関係認定資料の仕様に基づき行うものとする．本告示の仕様に基づ

く防火被覆の構成材料は，構造用面材を介して，間柱および下地材に直接，固定する． 

(5) 断熱材 

間柱および下地材の両面に設ける防火被覆材間に，断熱材を充填する場合には，ロックウールや

グラスウール等の無機質繊維系断熱材などの不燃系のものを使用する．耐火性能への支障とならな

い前提で，断熱材の充填の有無およびこれら断熱材の断熱性能や密度に関する規定はない． 

(6) 透湿防水シート 

透湿防水シートを用いる場合は，透湿防水性能上の品質確保のために，JIS A 6111:2016（透湿

防水シート）に適合する品質のものを用いることを原則とする． 
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＜付 表＞ 

〔参照：「3.2.1」，「3.2.2」〕 

本節に記載のALCパネルを用いる壁の構造方法を 

１時間準耐火構造，準耐火構造，防火構造とする場合に適用可能な防火被覆 

 

付表3.2.1-1 １．１時間準耐火構造とする場合に適用可能な防火被覆（１） 

（間柱又は下地：木材） 

平成27年国土交通省告示第253号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ハ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

⑥鉄網軽量モルタル塗※4厚20㎜以上 

⑦ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑧硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

＋鉄網軽量モルタル塗※4厚10㎜以上 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④せっこうボード※3厚12㎜以上×2枚以上 

⑤スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑥強化せっこうボード 厚16㎜以上 

⑦強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑧せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋強化せっこうボード 厚12㎜以上 

⑨ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

第１ 

第一号

ハ 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 
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付表3.2.1-2 １．１時間準耐火構造とする場合に適用可能な防火被覆（２） 

（間柱及び下地：木材又は鉄材(木材のみを除く)） 
平成27年国土交通省告示第253号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ニ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④せっこうボード※3厚12㎜以上×2枚以上 

⑤スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑥強化せっこうボード 厚16㎜以上 

⑦強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑧せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋強化せっこうボード 厚12㎜以上 

第１ 

第一号

ニ 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 
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付表3.2.2-1 ２．準耐火構造とする場合に適用可能な防火被覆（１） 

（間柱又は下地：木材） 

平成12年建設省告示第1358号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ハ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗厚20㎜以上 

⑥鉄網軽量モルタル※4塗 厚20㎜以上 

⑦ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑧硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

＋鉄網軽量モルタル※4塗 厚10㎜以上 

⑨せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑩木毛セメント板 

又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚15㎜以上 

又は しっくい塗 厚15㎜以上 

⑪モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑫セメント板 

又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上)

⑬ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑤ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚15㎜以上 

⑦せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑧せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

⑨せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

 

【以下は，非耐力壁である外壁の延焼のお

それのある部分以外の部分（30分準耐火構

造）に限る】 

⑩スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

⑪せっこうボード※3厚12㎜以上 

 

第１ 

第一号

ハ 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五号

ニ 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 
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付表3.2.2-2 ２．準耐火構造とする場合に適用可能な防火被覆（２） 

（間柱又は下地：木材又は鉄材(木材のみを除く)） 

平成12年建設省告示第1358号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ニ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑦木毛セメント板 

又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚15㎜以上 

又は しっくい塗 厚15㎜以上 

⑧モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑨セメント板 

又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上)

⑩ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑤せっこうボード※3厚15㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑦せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

⑧せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

 

第１ 

第一号

ハ 

(2) 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 
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付表3.2.3-1 ３．防火構造とする場合に適用可能な防火被覆（１） 

（間柱又は下地：不燃材料以外の材料） 

平成12年建設省告示第1359号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞ 

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示

第１ 

第一号 

ハ 

(3) 

(ⅱ) 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④鉄網軽量モルタル塗※4厚20㎜以上 

⑤ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑥硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

＋鉄網軽量モルタル塗※4厚10㎜以上 

⑦鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

又は 木ずりしっくい塗 厚20㎜以上 

⑧木毛セメント板 

又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚15㎜以上 

又は しっくい塗 厚15㎜以上 

⑨土塗壁 塗厚20㎜以上（含 下見板張り） 

⑩下見板 厚12㎜以上（屋内側が土塗壁 塗厚

30㎜以上に該当する場合） 

⑪硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

⑫窯業系サイディング 厚15㎜以上 

（中空部有の場合：厚18㎜以上 かつ中空部

を除く厚さ7㎜以上） 

⑬モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑭セメント板 

又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上) 

⑮せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑯ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑤ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑦せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

⑧せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

⑨せっこうボード※3厚9.5㎜以上 

⑩グラスウール充填 厚75㎜以上 

又は ロックウール充填 厚75㎜以上 

＋合板厚4㎜以上 

又は 構造用パネル 厚4㎜以上 

又は パーティクルボード 厚4㎜以上 

又は 木材 厚4㎜以上 

⑪土塗壁 塗厚30㎜以上 

 

第１

第一号

ハ 

(3) 

(ⅰ)

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 
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付表3.2.3-2 ３．防火構造とする場合に適用可能な防火被覆（２） 

（間柱及び下地：不燃材料） 

平成12年建設省告示第1359号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第一号 

ロ 

(2) 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚15㎜以上 

⑥木毛セメント板 

又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚10㎜以上 

又は しっくい塗 厚10㎜以上 

⑦木毛セメント板 

＋モルタル塗 

又は しっくい塗 

＋金属板 

⑧モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑨セメント板 

又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上)

⑩せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑪ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

②せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

③せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

④強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

⑤強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

⑥強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

⑦スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑧せっこうボード※3厚9.5㎜以上 

⑨グラスウール充填 厚75㎜以上 

又は ロックウール充填 厚75㎜以上 

＋合板厚4㎜以上 

又は 構造用パネル 厚4㎜以上 

又は パーティクルボード 厚4㎜以上 

又は 木材 厚4㎜以上 

 

第１ 

第一号

ロ 

(1) 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 
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3.3節 壁：１時間準耐火構造（下地：木材／耐力壁・非耐力壁） 

－ALCパネル 厚さ35㎜以上 被覆 

（3.4節，3.5節とはALCパネルを用いる面の反対側に適用可能な防火被覆仕様が異なる．） 

 

3.3.1 はじめに 

本節では，平成27年国土交通省告示第253号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されている厚さ

35㎜以上のALCパネルを用いる外壁および間仕切壁の１時間準耐火構造の構造方法（主要構造部を木造

とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法）について記す． 

本仕様は，間柱および下地を木材により構成し，かつ，その両側に防火被覆を施す構造方法である． 

なお，本節のALCパネルを用いる面の仕様については，「3.4節 壁：準耐火構造（下地：木材）」お

よび「3.5節 壁：防火構造（下地：不燃材料以外）」と同様であるが，反対側（ALCパネルを屋外側に

用いる場合は屋内側）の面に適用可能な防火被覆仕様は異なる． 

また，間柱および下地を木材のみで構成する場合以外（鉄材と木材の複合，または鉄材のみで構成

する場合）に，ALCパネルを用いる１時間準耐火構造の構造方法としては，平成12年建設省告示第1399

号に規定されている耐火構造の構造方法が適用できる．それについては，本節末の付表3.3.1および

「3.2節」を参照されたい． 

 

3.3.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線および｢※｣の

注記は，本書にて付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

国土交通省告示第253号（平成27年2月23日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第202号）

 

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件 

 

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第129条の2の3第１項第一号ロの規定に基づき、主要構造部を木

造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を次のように定める。 

 

第１ 壁の構造方法は、次に定めるもの（第一号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニに定める構造方法にあっては、

防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分（以下「取合い等の部分」という。）を、当

該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる

構造とするものに限る。）とする。 

一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第129条の２の３第１項第一号ロ(1)及び(2)に定める基準に適

合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造（耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造（特定避難時間が１時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物の主要

構造部（法第27条第１項の規定による認定を受けたものに限る。）の構造方法をいう。以下同じ。）（耐力

壁である間仕切壁に係るものに限る。）とすること。 

ハ 間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(7)までのいずれかに該当する防

火被覆が設けられたものとすること。 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)まで※のいずれかに該当するもの 
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(2) 厚さが12㎜以上のせっこうボード（強化せっこうボードを含む。以下同じ。）を2枚以上張ったもの

(3) 厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったも

の 

(4) 厚さが16㎜以上の強化せっこうボード 

(5) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張っ

たもの 

(6) 厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12㎜以上の強化せっこうボードを張っ

たもの 

(7) 厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火

被覆が設けられた構造（間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。）とすること。 

ホ ＜略＞ 

二 令第129条の２の３第一項第一号ロ(2)に定める基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあ

っては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。 

ニ ＜略＞ 

三 令第129条の２の３第一項第一号ロに定める基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次

に定めるものとする。 

イ 耐火構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ハ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆

が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設け

られた構造とすること。 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号へ(1)から(3)まで※のいずれかに該当する防火被覆（(1)又

は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは

窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。） 

(2) 厚さが18㎜以上の硬質木片セメント板 

(3) 塗厚さが20㎜以上の鉄網モルタル 

(4) 塗厚さが20㎜以上の鉄網軽量モルタル（モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％

以下のものに限る。以下同じ。） 

(5) 第一号ハ(7)に該当するもの 

(6) 厚さが12㎜以上の硬質木片セメント板の上に厚さが10㎜以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの 

ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分にハ(1)から(3)までのいずれかに該当する防

火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆

が設けられた構造（間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。）とすること。 

ホ ＜略＞ 

四 令第129条の２の３第一項第一号ロ(2)及び(3)に定める基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のお

それのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。 

ニ ＜略＞ 

第２～第５ ＜略＞ 

 



第３章 壁 

3.3 節 壁：１時間準耐火構造 

- 58 - 

※ 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)まで 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の含有率を0.4％以上と

し、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42

㎜以上のもの 

(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜以上の繊維強化セメ

ント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

 

本節に記載する告示仕様は，本告示「第１（以下，本節において記載のないものは本告示「第１」

を示す．）第一号ハ(7)」に規定されているとおり，厚さ35㎜以上のALCパネルを，「間柱及び下地を木

材」により構成する場合の防火被覆として用いるもので，以下の各号に示す性能および部位の構造方

法として規定されている． 

第一号：１時間準耐火性能，耐力壁である間仕切壁 

第二号：１時間準耐火性能，非耐力壁である間仕切壁 

第三号：１時間準耐火性能，耐力壁である外壁 

第四号：１時間準耐火性能，非耐力壁である外壁 

本節に示す告示仕様は，非耐力壁のほかに，耐力壁の構造方法が規定されている．防耐火構造にお

ける耐力壁とは建築物の鉛直荷重（自重，積載荷重）を負担する壁であり，風荷重，地震力等の水平

方向の荷重のみを負担する壁は，非耐力壁に該当する．本節のALCパネルを用いる耐力壁においては，

建築物の鉛直荷重は柱等の構造部材が負担し，ALCパネル自体は構造耐力を負担しない状態で使用する． 

本節に示す構造方法は，規定されている複数の防火被覆の仕様のいずれかを用いて木材により構成

する間柱および下地の両面に防火被覆を施すものである〔表3.3.1〕．その防火被覆の仕様のうちの１

つに「厚さ35㎜以上のALCパネル（第一号ハ(7)）」が規定されている． 

また，本告示には，ALCパネルを用いた「平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)」

の仕様も規定されているが，それらについては「3.2節」に示す．それらは，本節に示す仕様とは異な

り間柱および下地を木材のみで構成する場合以外（鉄材と木材の複合，または鉄材のみで構成する場

合）にも適用でき，その場合に反対側（ALCパネルを屋外側に用いる場合は屋内側）の面に適用可能な

防火被覆の仕様は，本節末の付表3.3.1に示すとおりである． 

本節に示す厚さ35㎜以上のALCパネルを防火被覆とする仕様は，準耐火構造または防火構造の構造

方法とすることもできる．それらについては「3.4節または3.5節」を参照されたい． 

本告示では，間柱および下地と防火被覆材の構成のみが規定されているが，地震荷重等の水平力を

負担する構造用面材が取り付けられた場合についても，同様の防火被覆を行うことで１時間準耐火構

造の壁として取り扱うことができる． 

また，本告示には規定がないが，防水性能向上や壁体内結露防止のために用いることが多い透湿防

水シートおよび通気胴縁を取り付けて通気層を設ける通気工法は，耐火性能に影響を与えないことが

試験で確認されており，本告示仕様にも用いることができる．〔参考：「付録２ 試験４」〕 
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表3.3.1 平成27年国土交通省告示第253号に規定される防火被覆の種類 

（間柱又は下地：木材） 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ハ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

⑥鉄網軽量モルタル塗※4厚20㎜以上 

⑦ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑧硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

＋鉄網軽量モルタル塗※4厚10㎜以上 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④せっこうボード※3厚12㎜以上×2枚以上 

⑤スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード 厚12以上 

⑥強化せっこうボード 厚16㎜以上 

⑦強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑧せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋強化せっこうボード 厚12㎜以上 

⑨ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

第１ 

第一号

ハ 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 

 

3.3.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される厚さ35㎜以上の薄形パネルが対象とな

る．本告示の規定からは，厚さ75㎜以上の厚形パネルも適用範囲となるが，本節では，告示で規定さ

れる最も薄い厚さ35㎜の薄形パネルの場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，取付け方法

や納まり等の検討が必要となることもあるため，注意が必要である． 

平パネルの場合は，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示

で規定される厚さとしている．意匠パネルの場合は，中央部の凹凸模様の最も薄い部分の厚さが，本

告示に規定されるパネルの厚さとなる．したがって，本告示仕様に適用可能な意匠パネルは，模様加

工部の最も薄い部分の厚さが35㎜以上のものに限られる．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.3 1)①」参照．〕 

 

3.3.4 取付け構法の概要 

ALCパネルは，パネル両端およびその間に所定の間隔で設けた下地にねじ等の接合材で取付ける． 

本告示仕様は，間柱および下地を木材で構成するものに適用でき，主体構造には枠組壁工法等を含
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455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1
木ねじ 木ねじ

柱
柱

間柱
間柱

構造用面材

透湿防水シート*2

屋内側被覆
告示仕様＊4

断熱材(不燃系)*3

断熱材(不燃系)*3

屋内側被覆
告示仕様＊4

透湿防水シート*2

ALCパネル厚35以上 ALCパネル厚35以上

めて制限はないが，本節では，主に在来軸組構法の木造を例に記載している． 

本告示に規定される厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆材とする外壁の構成例を図

3.3.1に示す．室内側の防火被覆は，第一号ハ(1)～(7)に規定されるいずれかの仕様とする〔表3.3.1〕．

また，間仕切壁の場合は，両面をそれらの室内側の防火被覆として規定された仕様とする．その際，

各面の防火被覆は異なる仕様とすることもできる．なお，ALCパネルを屋内側に用いた場合は，屋外側

と同様にALCパネルの目地にシーリング材充填が必要となることや，クロスをALCパネルに直接張るこ

とはできないなど内装仕上げについて注意が必要である． 

構造用面材を取り付ける場合の例を図3.3.1 bに，通気層を設ける場合の例を図3.3.1 c，dに示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.通気層なし・構造用面材なし                 b.通気層なし・構造用面材あり 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

*4 屋内側被覆 告示仕様：表3.3.1の屋内側の仕様①～⑨いずれか． 

 

図3.3.1（1/2） 厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様の構成例［単位:㎜］ 
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屋内側被覆

構造用面材

透湿防水シート*2

通気胴縁

告示仕様＊4

断熱材(不燃系)*3
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〃

〃

〃

〃
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〃

〃
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455*1

1820*1

1820*1

1820*1
木ねじ 木ねじ

柱柱

間柱 間柱

断熱材(不燃系)*3

屋内側被覆
告示仕様＊4

透湿防水シート*2

通気胴縁

ALCパネル厚35以上 ALCパネル厚35以上

柱

木ねじ

補修材

ALCパネル厚35㎜以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.通気層あり・構造用面材なし               d.通気層あり・構造用面材あり 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

*4 屋内側被覆 告示仕様：表3.3.1の屋内側の仕様①～⑨いずれか． 

 

図3.3.1（2/2） 厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様の構成例［単位:㎜］ 

 

 

3.3.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，強度上支障がないように．ねじなどの接合材を用いて，柱・間柱等の下地に直接取

り付ける．なお，通気層を設ける場合には，通気胴縁をねじなどの接合材を用いて柱・間柱等の下地

に直接取り付け，パネルは通気胴縁に対して強度上支障がないように固定する．接合材の打込み深さ

は，ねじの頭がパネル表面から7～10㎜となるようにし，打ち込んだ後のくぼみはパネル製造業者が指

定する補修材などにより埋め戻す〔図3.3.2〕． 

パネルを支持する間柱および下地材の設置間隔は500㎜以下とし，接合材の打込み位置は表3.3.2を

基本とする． 

 

 

 

 

 

 

 
図3.3.2 一般部のALCパネルの取付け例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 
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▲

伸縮目地

▲伸縮目地

ALCパネル厚35㎜以上

柱

梁

シーリング材

バックアップ材

耐火目地材

ALCパネル厚35㎜以上

軒天

バックアップ材

シーリング材

耐火目地材 ▲伸縮目地

 

表3.3.2 接合材の打込み本数と打込み位置の例（パネル長さ2000㎜以下の場合） 

パネル厚さ 下地材間隔 ねじ本数 

50㎜ 

37㎜ 

35㎜ 

455㎜ 

（500㎜）※1 

以下 

8本 － 端部1本          端部2本 

10本 ※2 － 端部2本 

JASS 27 より 

※1 （ ）内の数値は，長さ2000㎜のパネルを用いる場合を示す． 

※2 枠組壁工法の場合，ねじ本数は10本とする． 

 

ｂ．目地 

パネル相互が接する一般部の目地は，隙間のないように突き付け，隣接する相互のパネルや他部材

の動きが大きく異なる場合には，地震時などの建築物の変形時に損傷することのないように5～10㎜程

度の隙間を設けた伸縮目地とする． 

パネル相互の目地では，出入隅部の縦目地およびコーナーパネルと一般パネルが取り合う目地など

を伸縮目地とする〔図3.3.3 a〕． 

この他，異なる構造の壁，壁以外の部位，パネルを貫通する設備配管等の他部材とパネルが取り合

う部分も伸縮目地とする〔図3.3.3 b〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.出隅部                          b.軒－外壁 取合部 

図3.3.3 伸縮目地の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

ALCパネルの側面の形状は，面取りとシーリングのための溝加工が施された平形状を基本とする．

伸縮目地の場合にも，シーリング代を確保するために，溝加工が施された平形状とする．面取り形状

のみの場合もあるが，この場合はシーリング代を確保するために目地の幅（パネル相互の間隔）を考

慮する． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 
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バックアップ材

シーリング材

耐火目地材

柱

ALCパネル厚35㎜以上ALCパネル厚35㎜以上

シーリング材

パネル相互が突付けとなる一般部の目地においては，耐火性能上支障のある隙間が生じないように

パネルを取り付け，屋外側にシーリング材を施す〔図3.3.4 a〕．つまり，パネル間に接着剤等の目地

材を充填する仕様とはしていない．なお，ALCパネルによる防火被覆においては，目地部の裏面に当て

木に相当するものがない場合でも，パネル相互を突き付けてシーリング材を充填する目地構造は，告

示に規定されている炎の侵入を有効に防止することができる構造に該当する． 

伸縮目地には，シーリング材に加え，耐火目地材を充填する〔図3.3.4 b〕．耐火目地材は，パネル

の厚さ方向にパネル厚さから形状加工部を除いた平面部の奥行程度となる寸法のロックウール保温板

などの伸縮性のあるものが一般的である．〔耐火目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                         b.伸縮目地 

図3.3.4 目地部の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

また，ALCパネルを防火被覆とする仕様を屋内側に用いる場合には，一般に防水性を必要としない

が，本告示仕様では目地にシーリング材の充填が必要である．これは，シーリングにより気密性が高

まることで目地部の遮熱性が向上するためである． 

使用するシーリング材の材種の違いによるALCパネル面の耐火性能には差異はなく，一般にJIS A 

5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，

「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．他の構成材 

以下に記載する構造用面材，通気胴縁等の取付けに際しては，ALCパネルを含む各層の釘やねじ等

の接合材が近接しないように配置に配慮する．ALCパネルの取付けでは，パネル端部等の下地の接合材

が集中する箇所では，端部1本留めを選択するなどの方法がある． 

(1) 通気胴縁 

通気工法とする場合に用いる通気胴縁は，厚さ15㎜以上の木材を用いることとし，構造用面材等

を介して，ALCパネルを取り付ける上で強度上支障のないように木ねじなどの接合材を用いて間柱

および下地材に直接固定する． 

(2) 構造用面材 

構造用面材を用いる場合には，木質系ボード，セメント板，火山性ガラス質複層板等を使用し，

それらの取付けは各材料の構造関係認定資料の仕様に基づき行うものとする． 

(3) 断熱材 

間柱および下地材の両面に設ける防火被覆材間に，断熱材を充填する場合には，ロックウールや

グラスウール等の無機質繊維系断熱材などの不燃系のものを使用する．耐火性能への支障とならな

い前提で，断熱材の充填の有無およびこれら断熱材の断熱性能や密度に関する規定はない． 

(4) 透湿防水シート 

透湿防水シートを用いる場合は，透湿防水性能上の品質確保のために，JIS A 6111:2016（透湿
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防水シート）に適合する品質のものを用いることを原則とする． 

(5) 屋内側の構成材料 

外壁の屋内側（間仕切壁の場合は，反対側）は，「第一号ハ」〔表3.3.1〕に規定されているせ

っこうボード等を構成材に含む防火被覆を選択することとなるが，ALCパネル以外の構成材料につ

いては，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル（2017年 一般財団法人 日本建築センター 発行）」

および，各材料の工業会や製造業者等が定める仕様に準ずる． 

(6) 屋外側の構成材料 

本節では，外壁において，厚さ35㎜のALCパネルを外壁側の防火被覆仕様として用いる場合を記

したが，この仕様は屋内側に用いることもできる．ALCパネルを屋内側に用いた場合，屋外側の仕

様は，「第三号ハ」〔表3.3.1〕に規定されている防火被覆を選択することとなるが，ALCパネル以

外の構成材料については，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」（前出）および，各材料の工

業会や製造業者等が定める仕様に基づくものとする． 
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＜付 表＞ 

〔参照：「3.3.1」，「3.3.2」〕 

間柱および下地を「鉄材と木材の複合」または「鉄材のみ」で構成する場合 

（木材のみで構成する場合以外） 

の防火被覆仕様 
※ 本表に記載のALCパネルを用いる構造方法については，「3.2節」に示す． 

 

付表3.3.1 １時間準耐火構造とする場合に適用可能な防火被覆 

（間柱及び下地：木材又は鉄材(木材のみを除く)） 
平成27年国土交通省告示第253号 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ニ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④せっこうボード※3厚12㎜以上×2枚以上 

⑤スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑥強化せっこうボード 厚16㎜以上 

⑦強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑧せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋強化せっこうボード 厚12㎜以上 

第１ 

第一号

ニ 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 
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3.4節 壁：準耐火構造（下地：木材／耐力壁・非耐力壁） 

－ALCパネル 厚さ35㎜以上 被覆 

（3.3節，3.5節とはALCパネルを用いる面の反対側に適用可能な防火被覆仕様が異なる．） 

 

3.4.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1358号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されている厚さ35㎜

以上のALCパネルを用いる外壁および間仕切壁の準耐火構造の構造方法について記す． 

本仕様は，間柱および下地を木材により構成し，かつ，その両側に防火被覆を施す構造方法である． 

なお，本節のALCパネルを用いる面の仕様については，「3.3節 １時間準耐火構造 壁（下地：木材）」

および「3.5節 防火構造 壁（下地：不燃材料以外）」と同様であるが，反対側（ALCパネルを屋外側

に用いる場合は屋内側）の面に適用可能な防火被覆仕様は異なる． 

また，間柱および下地を木材のみで構成する場合以外（鉄材と木材の複合，または鉄材のみで構成

する場合）に，ALCパネルを用いる準耐火構造の構造方法としては，平成12年建設省告示第1399号に規

定されている耐火構造の構造方法が適用できる．それについては，本節末の付表3.4.1および「3.2節」

を参照されたい． 

 

3.4.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線および｢※1～

※4｣の注記は，本書にて付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1358号（平成12年5月24日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第203号）

 

準耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の２の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように

定める。 

 

第１ 壁の構造方法は、次に定めるもの（第一号ハ、第三号ハ及びニ並びに第五号ニ及びホに定める構造方法

にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分（以下「取合い等の部分」と

いう。）を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止する

ことができる構造とするものに限る。）とする。 

一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第107条の２第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する

耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ １時間準耐火基準に適合する構造（耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ 45分間倒壊等防止認定構造（特定避難時聞が45分間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物の主要

構造部（法第27条第１項の規定による認定を受けたものに限る。）の構造方法をいう。以下同じ。）（耐力

壁である間仕切壁に係るものに限る。）とすること。 

ハ 次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの 

(1) 間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当す

る防火被覆が設けられたものとすること。 

(ⅰ) 平成27年国土交通省告示第253号（以下「１時間準耐火構造告示」という。）第１第一号ハ(1)、
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(3)又は(7)※1のいずれかに該当するもの 

(ⅱ) 厚さが15㎜以上のせっこうボード（強化せっこうボードを含む。以下同じ。） 

(ⅲ) 厚さが12㎜以上のせっこうボードの上に厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張った

もの 

(ⅳ) 厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張った

もの 

(ⅴ) 厚さが7㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さ8㎜以上せっこうプラスターを塗ったもの 

(2) 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する防火

被覆が設けられた構造（間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。）とすること。 

(ⅰ) １時間準耐火構造告示第１第一号ハ(1)又は(3)※2に該当するもの 

(ⅱ) (1)(ⅱ)から(ⅴ)までのいずれかに該当するもの 

(3)～(4) ＜略＞ 

ニ ＜略＞ 

二 令第107条の２第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、

次に定めるものとする。 

イ １時間準耐火基準に適合する構造とすること。 

ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 前号ハに定める構造とすること。 

ニ ＜略＞ 

三 令第107条の２に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるも

のとする。 

イ １時間準耐火基準に適合する構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ 45分間倒壊等防止認定構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ハ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆

が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆が

設けられた構造とすること。 

(1) １時間準耐火構造告示第１第三号ハ(1)から(6)※3までのいずれかに該当するもの 

(2) 厚さが12㎜以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの 

(3) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしつくいを塗ったもの 

(4) 同モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25㎜以上のもの 

(5) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25㎜以上のもの 

(6) 同厚さが25㎜以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの 

ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設け

られ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する防火被覆が設けられた構造（間柱

及び下地を木材のみで造ったものを除く。）とすること。 

(1) １時間準耐火構造告示第１第三号ハ(1)から(3)※4までのいずれかに該当するもの 

(2) ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの 

ホ ＜略＞ 

四 令第107条の２第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれの

ある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ １時間準耐火基準に適合する構造とすること。 

ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。 

ニ ＜略＞ 

五 令第107条の２第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれの

ある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 
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イ 耐火構造とすること。 

ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 第三号ハ又はニに定める構造とすること。 

ニ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火

被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とす

ること。 

(1) 厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板 

(2) 厚さが12㎜以上のせっこうボード 

ホ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が

設けられ、かつ、その屋内側の部分にニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造（間柱及び下

地を木材のみで造ったものを除く。）とすること。 

ヘ ＜略＞ 

第２～第６ ＜略＞ 

※1 平成27年国土交通省告示第253号(以下「１時間準耐火構造告示」という。)第１第一号ハ(1)、(3)又は(7) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)※11までのいずれかに該当するもの 

※11 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3) 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の含有率を

0.4％以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚以上張ったもので、

その厚さの合計が42㎜以上のもの 

(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜以上の繊

維強化セメント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

 

(3) 厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 

(7) 厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

 

※2 １時間準耐火構造告示第１第一号ハ(1)又は(3) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)※21までのいずれかに該当するもの 

※21 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3) 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の含有率を

0.4％以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚以上張ったもので、

その厚さの合計が42㎜以上のもの 

(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜以上の繊

維強化セメント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

 

(3) 厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 

 

※3 １時間準耐火構造告示第１第三号ハ(1)から(6) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号へ(1)から(3)※31までのいずれかに該当する防火被覆（（1)又は(2)に該当す

るものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った

場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。） 

※31 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3) 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の含有率を

0.4％以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚以上張ったもので、

その厚さの合計が42㎜以上のもの 

(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜以上の繊

維強化セメント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

 

(2) 厚さが18㎜以上の硬質木片セメント板 

(3) 塗厚さが20㎜以上の鉄網モルタル 

(4) 塗厚さが20㎜以上の鉄網軽量モルタル（モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の８％以下のものに

限る。以下同じ。） 
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(5) 第一号ハ(7)※32に該当するもの 

※32 第一号ハ(7) 

(7) 厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

 

(6) 厚さが12㎜以上の硬質木片セメント板の上に厚さが10㎜以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの 

 

※4 １時間準耐火構造告示第１第三号ハ(1)から(3) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号へ(1)から(3)※41までのいずれかに該当する防火被覆（（1)又は(2)に該当す

るものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った

場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。） 

※41 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3) 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の含有率を

0.4％以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚以上張ったもので、

その厚さの合計が42㎜以上のもの 

(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜以上の繊

維強化セメント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

 

(2) 厚さが18㎜以上の硬質木片セメント板 

(3) 塗厚さが20㎜以上の鉄網モルタル 

 

本節に記載する告示仕様は，本告示「第１（以下，本節において記載のないものは本告示「第１」

を示す．）第一号ハ(1)」および「第三号ハ(1)」に規定されているとおり，厚さ35㎜以上のALCパネル

（「平成27年国土交通省告示第253号第１第一号ハ(7)」に該当するもの）を，「間柱及び下地を木材」

により構成する場合の防火被覆として用いるもので，以下の各号に示す性能および部位の構造方法と

して規定されている． 

第一号：45分準耐火性能，耐力壁である間仕切壁 

第二号：45分準耐火性能，非耐力壁である間仕切壁 

第三号：45分準耐火性能，耐力壁である外壁 

第四号：45分準耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分） 

第五号：30分準耐火性能，非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分以外の部分） 

本節に示す告示仕様は，非耐力壁のほかに，耐力壁の構造方法が規定されている．防耐火構造にお

ける耐力壁とは建築物の鉛直荷重（自重，積載荷重）を負担する壁であり，風荷重，地震力等の水平

方向の荷重のみを負担する壁は，非耐力壁に該当する．本節のALCパネルを用いる耐力壁においては，

建築物の鉛直荷重は柱等の構造部材が負担し，ALCパネル自体は構造耐力を負担しない状態で使用する． 

本節に示す構造方法は，規定されている複数の防火被覆の仕様のいずれかを用いて木材により構成

する間柱および下地の両面に防火被覆を施すものである〔表3.4.1〕．その防火被覆の仕様のうちの１

つに「厚さ35㎜以上のALCパネル」が「平成27年国土交通省告示第253号第１第一号ハ(7)に該当するも

の」として規定されている． 

また，本告示には，ALCパネルを用いた「平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)」

の仕様も規定されているが，それらについては「3.2節」に示す．それらは，本節に示す仕様とは異な

り間柱および下地を木材のみで構成する場合以外（鉄材と木材の複合，または鉄材のみで構成する場

合）にも適用でき，その場合に反対側（ALCパネルを屋外側に用いる場合は屋内側）の面に適用可能な

防火被覆の仕様は，本節末の付表3.4.1に示すとおりである． 

本節に示す厚さ35㎜以上のALCパネルを防火被覆とする仕様は，１時間準耐火構造または防火構造

の構造方法とすることもできる．それらについては「3.3節または3.5節」を参照されたい． 
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表3.4.1 平成12年建設省告示第1358号に規定される防火被覆の種類 

（間柱又は下地：木材） 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ハ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗厚20㎜以上 

⑥鉄網軽量モルタル※4塗 厚20㎜以上 

⑦ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑧硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

＋鉄網軽量モルタル※4塗 厚10㎜以上 

⑨せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑩木毛セメント板 又は せっこうボード※3

＋モルタル塗 厚15㎜以上 

又は しっくい塗 厚15㎜以上 

⑪モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑫セメント板 又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上)

⑬ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑤ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚15㎜以上 

⑦せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑧せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

⑨せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

 

【以下は，非耐力壁である外壁の延焼のお

それのある部分以外の部分（30分準耐火構

造）に限る】 

⑩スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

⑪せっこうボード※3厚12㎜以上 

 

第１ 

第一号

ハ 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五号

ニ 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 

 

本告示では，間柱および下地と防火被覆材の構成のみが規定されているが，地震荷重等の水平力を

負担する構造用面材が取り付けられた場合についても，同様の防火被覆を行うことで準耐火構造の壁

として取り扱うことができる． 

また，本告示には規定がないが，防水性能向上や壁体内結露防止のために用いることが多い透湿防

水シートおよび通気胴縁を取り付けて通気層を設ける通気工法は，耐火性能に影響を与えないことが

試験で確認されており，本告示仕様にも用いることができる．〔参考：「付録２ 試験４」〕 
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3.4.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される厚さ35㎜以上の薄形パネルが対象とな

る．本告示の規定からは，厚さ75㎜以上の厚形パネルも適用範囲となるが，本節では，告示で規定さ

れる最も薄い厚さ35㎜の薄形パネルの場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，取付け方法

や納まり等の検討が必要となることもあるため，注意が必要である． 

平パネルの場合は，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示

で規定される厚さとしている．意匠パネルの場合は，中央部の凹凸模様の最も薄い部分の厚さが，本

告示に規定されるパネルの厚さとなる．したがって，本告示仕様に適用可能な意匠パネルは，模様加

工部の最も薄い部分の厚さが35㎜以上のものに限られる．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.3 1)①」参照．〕 

 

3.4.4 取付け構法の概要 

ALCパネルは，パネル両端およびその間に所定の間隔で設けた下地にねじ等の接合材で取付ける． 

本告示仕様は，間柱および下地を木材で構成するものに適用でき，主体構造には枠組壁工法等を含

めて制限はないが，本節では，主に在来軸組構法の木造を例に記載している． 

本告示に規定される厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆材とする外壁の構成例を図

3.4.1に示す．室内側の防火被覆は，第一号ハ(1)～(4)に規定されるいずれかの仕様とする〔表3.4.1〕．

また，間仕切壁の場合は，両面をそれらの室内側の防火被覆として規定された仕様とする．その際，

各面の防火被覆は異なる仕様とすることもできる．なお，ALCパネルを屋内側に用いた場合は，屋外側

と同様にALCパネルの目地にシーリング材充填が必要となることや，クロスをALCパネルに直接張るこ

とはできないなど内装仕上げについて注意が必要である． 

構造用面材を取り付ける場合の例を図3.4.1 bに，通気層を設ける場合の例を図3.4.1 c，dに示す． 
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455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1
木ねじ 木ねじ

柱
柱

間柱
間柱

構造用面材

透湿防水シート*2

屋内側被覆
告示仕様＊4

断熱材(不燃系)*3

断熱材(不燃系)*3

屋内側被覆
告示仕様＊4

透湿防水シート*2

ALCパネル厚35以上 ALCパネル厚35以上

屋内側被覆

構造用面材

透湿防水シート*2

通気胴縁

告示仕様＊4

断熱材(不燃系)*3

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1
木ねじ 木ねじ

柱柱

間柱 間柱

断熱材(不燃系)*3

屋内側被覆
告示仕様＊4

透湿防水シート*2

通気胴縁

ALCパネル厚35以上 ALCパネル厚35以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.通気層なし・構造用面材なし              b.通気層なし・構造用面材あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.通気層あり・構造用面材なし               d.通気層あり・構造用面材あり 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

*4 屋内側被覆 告示仕様：表3.4.1の屋内側の仕様①～⑪（⑩，⑪は30分準耐火に限る）いずれか． 

 

図3.4.1 厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様の構成例［単位:㎜］ 

 

3.4.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，強度上支障がないように．ねじなどの接合材を用いて，柱・間柱等の下地に直接取

り付ける．なお，通気層を設ける場合には，通気胴縁をねじなどの接合材を用いて柱・間柱等の下地

に直接取り付け，パネルは通気胴縁に対して強度上支障がないように固定する．接合材の打込み深さ
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柱

木ねじ

補修材

ALCパネル厚35㎜以上
▲

伸縮目地

▲伸縮目地

ALCパネル厚35㎜以上

柱

梁

シーリング材

バックアップ材

耐火目地材

ALCパネル厚35㎜以上

軒天

バックアップ材

シーリング材

耐火目地材 ▲伸縮目地

は，ねじの頭がパネル表面から7～10㎜となるようにし，打ち込んだ後のくぼみはパネル製造業者が指

定する補修材などにより埋め戻す〔図3.4.2〕． 

パネルを支持する間柱および下地材の設置間隔は500㎜以下とし，接合材の打込み位置は表3.4.2を

基本とする． 

 

 

 

 

 
図3.4.2 一般部のALCパネルの取付け例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

表3.4.2 接合材の打込み本数と打込み位置の例（パネル長さ2000㎜以下の場合） 

パネル厚さ 下地材間隔 ねじ本数 

50㎜ 

37㎜ 

35㎜ 

455㎜ 

（500㎜）※1 

以下 

8本 － 端部1本          端部2本 

10本 ※2 － 端部2本 

JASS 27 より 

※1 （ ）内の数値は，長さ2000㎜のパネルを用いる場合を示す． 

※2 枠組壁工法の場合，ねじ本数は10本とする． 

 

ｂ．目地 

パネル相互が接する一般部の目地は，隙間のないように突き付け，隣接する相互のパネルや他部材

の動きが大きく異なる場合には，地震時などの建築物の変形時に損傷することのないように5～10㎜程

度の隙間を設けた伸縮目地とする． 

パネル相互の目地では，出入隅部の縦目地およびコーナーパネルと一般パネルが取り合う目地など

を伸縮目地とする〔図3.4.3 a〕． 

この他，異なる構造の壁，壁以外の部位，パネルを貫通する設備配管等の他部材とパネルが取り合

う部分も伸縮目地とする〔図3.4.3 b〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.出隅部                          b.軒－外壁 取合部 

図3.4.3 伸縮目地の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 
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バックアップ材

シーリング材

耐火目地材

柱

ALCパネル厚35㎜以上ALCパネル厚35㎜以上

シーリング材

ALCパネルの側面の形状は，面取りとシーリングのための溝加工が施された平形状を基本とする．

伸縮目地の場合にも，シーリング代を確保するために，溝加工が施された平形状とする．面取り形状

のみの場合もあるが，この場合はシーリング代を確保するために目地の幅（パネル相互の間隔）を考

慮する． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

パネル相互が突付けとなる一般部の目地においては，耐火性能上支障のある隙間が生じないように

パネルを取り付け，屋外側にシーリング材を施す〔図3.4.4 a〕．つまり，パネル間に接着剤等の目地

材を充填する仕様とはしていない．なお，ALCパネルによる防火被覆においては，目地部の裏面に当て

木に相当するものがない場合でも，パネル相互を突き付けてシーリング材を充填する目地構造は，告

示に規定されている炎の侵入を有効に防止することができる構造に該当する． 

伸縮目地には，シーリング材に加え，耐火目地材を充填する〔図3.4.4 b〕．耐火目地材は，パネル

の厚さ方向にパネル厚さから形状加工部を除いた平面部の奥行程度となる寸法のロックウール保温板

などの伸縮性のあるものが一般的である．〔耐火目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 

 

a.一般部                      b.伸縮目地 

図3.4.4 目地部の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

また，ALCパネルを防火被覆とする仕様を屋内側に用いる場合には，一般に防水性を必要としない

が，本告示仕様では目地にシーリング材の充填が必要である．これは，シーリングにより気密性が高

まることで目地部の遮熱性が向上するためである． 

使用するシーリング材の材種の違いによるALCパネル面の耐火性能には差異はなく，一般にJIS A 

5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，

「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．他の構成材 

以下に記載する構造用面材，通気胴縁等の取付けに際しては，ALCパネルを含む各層の釘やねじ等

の接合材が近接しないように配置に配慮する．ALCパネルの取付けでは，パネル端部等の下地の接合材

が集中する箇所では，端部1本留めを選択するなどの方法がある． 

(1) 通気胴縁 

通気工法とする場合に用いる通気胴縁は，厚さ15㎜以上の木材を用いることとし，構造用面材等

を介して，ALCパネルを取り付ける上で強度上支障のないように木ねじなどの接合材を用いて間柱

および下地材に直接固定する． 

(2) 構造用面材 

構造用面材を用いる場合には，木質系ボード，セメント板，火山性ガラス質複層板等を使用し，

それらの取付けは各材料の構造関係認定資料の仕様に基づき行うものとする． 
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(3) 断熱材 

間柱および下地材の両面に設ける防火被覆材間に，断熱材を充填する場合には，ロックウールや

グラスウール等の無機質繊維系断熱材などの不燃系のものを使用する．耐火性能への支障とならな

い前提で，断熱材の充填の有無およびこれら断熱材の断熱性能や密度に関する規定はない． 

(4) 透湿防水シート 

透湿防水シートを用いる場合は，透湿防水性能上の品質確保のためJIS A 6111:2016（透湿防水

シート）に適合する品質のものを用いることを原則とする． 

(5) 屋内側の構成材料 

外壁の屋内側（間仕切壁の場合は，反対側）は，「第一号ハ(1)」（30分準耐火構造の場合は「第

五号ニ」）〔表3.4.1〕に規定されているせっこうボード等を構成材に含む防火被覆を選択するこ

ととなるが，ALCパネル以外の構成材料については，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル（2017

年 一般財団法人 日本建築センター 発行）」および，各材料の工業会や製造業者等が定める仕様

に準ずる． 

(6) 屋外側の構成材料 

本節では，外壁において，厚さ35㎜のALCパネルを外壁側の防火被覆仕様として用いる場合を記

したが，この仕様は屋内側に用いることもできる．ALCパネルを屋内側に用いた場合，屋外側の仕

様は，「第三号ハ」〔表3.4.1〕に規定されている防火被覆を選択することとなるが，ALCパネル以

外の構成材料については，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」（前出）および，各材料の工

業会や製造業者等が定める仕様に基づくものとする． 
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＜付 表＞ 

〔参照：「3.4.1」，「3.4.2」〕 

間柱および下地を「鉄材と木材の複合」または「鉄材のみ」で構成する場合 

（木材のみで構成する場合以外） 

の防火被覆仕様 
※ 本表に記載のALCパネルを用いる構造方法については，「3.2節」に示す． 

 

付表3.4.1 準耐火構造とする場合に適用可能な防火被覆 

（間柱又は下地：木材又は鉄材(木材のみを除く)） 

建設省告示第1358号（平成12年5月24日） 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示 

第１ 

第三号 

ニ 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑦木毛セメント板 

又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚15㎜以上 

又は しっくい塗 厚15㎜以上 

⑧モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑨セメント板 

又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上)

⑩ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑤せっこうボード※3厚15㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑦せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

⑧せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

 

第１ 

第一号

ハ 

(2) 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボード含むを含む． 
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3.5節 外壁：防火構造（下地：不燃材料以外／耐力壁・非耐力壁） 

－ALCパネル 厚さ35㎜以上 被覆 

（3.3節，3.4節とはALCパネルを用いる面の反対側に適用可能な防火被覆仕様が異なる．） 

 

3.5.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1359号（最終改正 平成28年3月30日）に例示されている厚さ35㎜

以上のALCパネルを用いる外壁の防火構造の構造方法について記す． 

本仕様は，間柱および下地を不燃材料以外の材料により構成し，かつ，その両側に防火被覆を施す

構造方法である．本節では，主に間柱および下地を木材により構成する場合について記載する． 

なお，本節のALCパネルを用いる面の仕様については，「3.3節 １時間準耐火構造 壁（下地：木材）」

および「3.4節 準耐火構造 壁（下地：木材）」と同様であるが，反対側（ALCパネルを屋外側に用い

る場合は屋内側）の面に適用可能な防火被覆仕様は異なる． 

また，間柱および下地を不燃材料により構成する場合に，ALCパネルを用いる防火構造の構造方法

としては，平成12年建設省告示第1399号に規定されている耐火構造の仕様が適用できる．それについ

ては，本節末の付表3.5.1および「3.2節」を参照されたい． 

 

3.5.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線および「※1

～※4」の注記は，本書にて付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1359号（平成12年5月24日） 

（最終改正 平成28年 3月30日国土交通省告示第 541号）

 

防火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第八号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のように定める。

 

第１ 外壁の構造方法は、次に定めるものとする。 

一 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第108条に掲げる技術的基準に適合す

る耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するもの（ハ(3)(ⅰ)(ﾊ)及び(ⅱ)(ﾎ)に

掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの

部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部ヘの炎の侵入を有効に防止することができる構造とす

るものに限る。）とする。 

イ 準耐火構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造（イに掲げる構造を除

く。）とすること。 

(1) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(ⅰ) 平成12年建設省告示第1358号第１第一号ハ(1)(ⅲ)から(ⅴ)まで又は(2)(ⅰ)※1のいずれかに該

当するもの 

(ⅱ) 厚さ9.5㎜以上のせっこうボード（強化せっこうボードを含む。以下同じ。）を張ったもの 

(ⅲ) 厚さ75㎜以上のグラスウール又はロックウールを充填した上に厚さ4㎜以上の合板、構造用パネ

ル、パーティクルボード又は木材を張ったもの 
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(2) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(ⅰ) 平成27年国土交通省告示第253号第１第三号ハ(1)又は(2)※2に該当するもの 

(ⅱ) 塗厚さが15㎜以上の鉄網モルタル 

(ⅲ) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(ⅳ) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの 

(ⅴ) モルタルの上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25㎜以上のもの 

(ⅵ) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25㎜以上のもの 

(ⅶ) 厚さが12㎜以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの 

(ⅷ) 厚さが25㎜以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの 

ハ 間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造（イに掲げる構造を

除く。）とすること。 

(1) 土蔵造 

(2) 土塗真壁造で、塗厚さが40㎜以上のもの（裏返塗りをしないものにあっては、間柱の屋外側の部分

と土壁とのちりが15㎜以下であるもの又は間柱の屋外側の部分に厚さが15㎜以上の木材を張ったもの

に限る。） 

(3) 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分

については、この限りではない。 

(ⅰ) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(ｲ) 平成12年建設省告示第1358号第１第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅲ)から(ⅴ)まで※3のいずれかに該当

するもの 

(ﾛ) ロ(1)(ⅱ)又は(ⅲ)に該当するもの 

(ﾊ) 土塗壁で塗厚さが30㎜以上のもの 

(ⅱ) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(ｲ) 平成27年国土交通省告示第253号第１第三号ハ(1)又は(4)から(6)まで※4のいずれかに該当する

もの 

(ﾛ) 塗厚さが20㎜以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい 

(ﾊ) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(ﾆ) 土塗壁で塗厚さが20㎜以上のもの（下見板を張ったものを含む。） 

(ﾎ) 厚さが12㎜以上の下見板（屋内側が(ⅰ)(ﾊ)に該当する場合に限る。） 

(ﾍ) 厚さが12㎜以上の硬質木片セメント板を張ったもの 

(ﾄ) 厚さが15㎜以上の窯業系サイディング（中空部を有する場合にあっては、厚さが18㎜以上で、

かつ、中空部を除く厚さが7㎜以上のもの）を張ったもの 

(ﾁ) ロ(2)(ⅴ)から(ⅷ)までのいずれかに該当するもの 

二 令第108条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに

該当するものとする。 

イ 準耐火構造とすること。 

ロ 前号ロ又はハのいずれかに該当する構造（イに掲げる構造を除く。）とすること。 

第２ ＜略＞ 

※1 平成12年建設省告示第1358号第１第一号ハ(1)(ⅲ)から(v)まで又は(2)(ⅰ) 

(1) 

(ⅲ) 厚さが12㎜以上のせっこうボードの上に厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの 

(ⅳ) 厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 

(ⅴ) 厚さが7㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さ8㎜以上せっこうプラスターを塗ったもの 

(2) 

(ⅰ) １時間準耐火構造告示第１第一号ハ(1)又は(3)※11に該当するもの 

※11 １時間準耐火構造告示第１第一号ハ(1)又は(3) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)まで※5のいずれかに該当するもの 

(3) 厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 
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※2 平成27年国土交通省告示第253号第１第三号ハ(1)又は(2) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号へ(1)から(3)まで※5のいずれかに該当する防火被覆（（1)又は(2)に該当す

るものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った

場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。） 

(2) 厚さが18㎜以上の硬質木片セメント板 

 

※3 平成12年建設省告示第1358号第１第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅲ)から(v) 

(ⅰ) 平成27年国土交通省告示第253号（以下「１時間準耐火構造告示」という。）第１第一号ハ(1)、(3)又は(7)※31のい

ずれかに該当するもの 

※31 平成27年国土交通省告示第253号第１第一号ハ(1)、(3)又は(7) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)まで※5のいずれかに該当するもの 

(3) 厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 

(7) 厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

 

(ⅲ) 厚さが12㎜以上のせっこうボードの上に厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの 

(ⅳ) 厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 

(ⅴ) 厚さが7㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さ8㎜以上せっこうプラスターを塗ったもの 

 

※4 平成27年国土交通省告示第253号第１第三号ハ(1)又は(4)から(6) 

(1) 平成12年建設省告示第1399号第１第二号へ(1)から(3)まで※5のいずれかに該当する防火被覆（（1)又は(2)に該当す

るものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った

場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。） 

(4) 塗厚さが20㎜以上の鉄網軽量モルタル（モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限

る。以下同じ。） 

(5) 第一号ハ(7)※41に該当するもの 

※41 平成27年国土交通省告示第253号第１第一号ハ(7) 

(7) 厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

 

(6) 厚さが12㎜以上の硬質木片セメント板の上に厚さが10㎜以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの 

 

※5 平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3) 

(1) 強化せっこうボード（ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95％以上、ガラス繊維の含有率を0.4％以上

とし、かつ、ひる石の含有率を2.5％以上としたものに限る。以下同じ。）を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が

42㎜以上のもの 

(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36㎜以上のものの上に厚さが8㎜以上の繊維強化セ

メント板（けい酸カルシウム板に限る。）を張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが50㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

 

本節に記載する告示仕様は，本告示「第１（以下，本節において記載のないものは本告示「第１」

を示す．）第一号ハ(3)」に規定されているとおり厚さ35㎜以上のALCパネル（「平成27年国土交通省告

示第253号第１第一号ハ(7)」に該当するもの）を，「間柱及び下地を不燃材料以外の材料」により構成

する場合の防火被覆として用いるもので，以下の各号に示す性能および部位の構造方法として規定さ

れている． 

第一号：防火性能，耐力壁である外壁 

第二号：防火性能，非耐力壁である外壁 

本節に示す告示仕様は，非耐力壁のほかに，耐力壁の構造方法が規定されている．防耐火構造にお

ける耐力壁とは建築物の鉛直荷重（自重，積載荷重）を負担する壁であり，風荷重，地震力等の水平

方向の荷重のみを負担する壁は，非耐力壁に該当する．本節のALCパネルを用いる耐力壁においては，

建築物の鉛直荷重は柱等の構造部材が負担し，ALCパネル自体は構造耐力を負担しない状態で使用する． 

本節に示す構造方法は，規定されている複数の防火被覆の仕様のいずれかを用いて不燃材料以外の
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材料により構成する間柱および下地の両面に防火被覆を施すものである〔表3.5.1〕．その防火被覆の

仕様のうちの１つに「厚さ35㎜以上のALCパネル」が「平成27年国土交通省告示第253号第１第一号ハ

(7)に該当するもの」として規定されている． 

また，本告示には，ALCパネルを用いた「平成12年建設省告示第1399号第１第二号ヘ(1)から(3)」

の仕様も規定されているが，それらについては「3.2節」に示す．それらは，本節に示す仕様とは異な

り間柱および下地を不燃材料で構成する場合にも適用でき，その場合に反対側（ALCパネルを屋外側に

用いる場合は屋内側）の面に適用可能な防火被覆の仕様は，本節末の付表3.5.1に示すとおりである． 

本節に示す厚さ35㎜以上のALCパネルを防火被覆とする仕様は，１時間準耐火構造または準耐火構

造の構造方法とすることもできる．それらについては「3.3節または3.4節」を参照されたい． 

本告示では，間柱および下地と防火被覆材の構成のみが規定されているが，地震荷重等の水平力を

負担する構造用面材が取り付けられた場合についても，同様の防火被覆を行うことで防火構造の壁と

して取り扱うことができる． 

また，本告示には規定がないが，防水性能向上や壁体内結露防止のために用いることが多い透湿防

水シートおよび通気胴縁を取り付けて通気層を設ける通気工法は，耐火性能に影響を与えないことが

試験で確認されており，本告示仕様にも用いることができる．〔参考：「付録２ 試験４」〕 

 

3.5.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される厚さ35㎜以上の薄形パネルが対象とな

る．本告示の規定からは，厚さ75㎜以上の厚形パネルも適用範囲となるが，本節では，告示で規定さ

れる最も薄い厚さ35㎜の薄形パネルの場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，取付け方法

や納まり等の検討が必要となることもあるため，注意が必要である． 

平パネルの場合は，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示

で規定される厚さとしている．意匠パネルの場合は，中央部の凹凸模様の最も薄い部分の厚さが，本

告示に規定されるパネルの厚さとなる．したがって，本告示仕様に適用可能な意匠パネルは，模様加

工部の最も薄い部分の厚さが35㎜以上のものに限られる．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.3 1)①」参照．〕 
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表3.5.1 平成12年建設省告示第1359号に規定される防火被覆の種類 

（間柱又は下地：不燃材料以外の材料） 

屋外側 屋内側 

告示 
例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞ 

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 
告示

第１ 

第一号 

ハ 

(3) 

(ⅱ) 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④鉄網軽量モルタル塗※4厚20㎜以上 

⑤ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑥硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

＋鉄網軽量モルタル塗 厚10㎜以上 

⑦鉄鋼モルタル塗 厚20㎜以上 

又は 木ずりしっくい塗 厚20㎜以上 

⑧木毛セメント板 又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚15㎜以上 

又は しっくい塗 厚15㎜以上 

⑨土塗壁 塗厚20㎜以上（含 下見板張り） 

⑩下見板 厚12㎜以上（屋内側が土塗壁 塗厚

30㎜以上に該当する場合） 

⑪硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

⑫窯業系サイディング 厚15㎜以上 

（中空部有の場合：厚18㎜以上 かつ中空部

を除く厚さ7㎜以上） 

⑬モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑭セメント板 又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上) 

⑮せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑯ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑤ＡＬＣパネル 厚35㎜以上 

⑥せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

⑦せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

⑧せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

⑨せっこうボード※3厚9.5㎜以上 

⑩グラスウール充填 厚75㎜以上 

又は ロックウール充填 厚75㎜以上 

＋合板厚4㎜以上 

又は 構造用パネル 厚4㎜以上 

又は パーティクルボード 厚4㎜以上 

又は 木材 厚4㎜以上 

⑪土塗壁 塗厚30㎜以上 

 

第１

第一号

ハ 

(3) 

(ⅰ)

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 
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455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1
木ねじ 木ねじ

柱
柱

間柱
間柱

構造用面材

透湿防水シート*2

屋内側被覆
告示仕様＊4

断熱材(不燃系)*3

断熱材(不燃系)*3

屋内側被覆
告示仕様＊4

透湿防水シート*2

ALCパネル厚35以上 ALCパネル厚35以上

3.5.4 取付け構法の概要 

ALCパネルは，パネル両端およびその間に所定の間隔で設けた下地にねじ等の接合材で取付ける． 

本告示仕様は，間柱及び下地を木材等の不燃材料以外の材料で構成するものに適用でき，主体構造

には枠組壁工法等を含めて制限はないが，本節では，主に在来軸組構法の木造を例に記載している． 

本告示に規定される厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆材とする外壁の構成例を図

3.5.1に示す．室内側の防火被覆は，第一号ハ(3)(ⅰ)(イ)～(ハ)に規定されるいずれかの仕様とする

〔表3.5.1〕．なお，ALCパネルを屋内側に用いた場合は，屋外側と同様にALCパネルの目地にシーリン

グ材充填が必要となることや，クロスをALCパネルに直接張ることはできないなど内装仕上げについて

注意が必要である． 

構造用面材を取り付ける場合の例を図3.5.1 bに，通気層を設ける場合の例を図3.5.1 c，dに示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.通気層なし・構造用面材なし               b.通気層なし・構造用面材あり 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

*4 屋内側被覆 告示仕様：表3.5.1の屋内側の仕様①～⑪いずれか． 

 

図3.5.1（1/2） 厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様の構成例［単位:㎜］ 
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屋内側被覆

構造用面材

透湿防水シート*2

通気胴縁

告示仕様＊4

断熱材(不燃系)*3

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1

455*1

〃

〃

〃

〃

455*1

1820*1

1820*1

1820*1
木ねじ 木ねじ

柱柱

間柱 間柱

断熱材(不燃系)*3

屋内側被覆
告示仕様＊4

透湿防水シート*2

通気胴縁

ALCパネル厚35以上 ALCパネル厚35以上

柱

木ねじ

補修材

ALCパネル厚35㎜以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.通気層あり・構造用面材なし              d.通気層あり・構造用面材あり 

*1 柱･間柱間隔は500㎜以下とする．柱･間柱間隔が500㎜の場合，パネル長さは2000㎜となる． 

*2 透湿防水シートを用いないこともできる． 

*3 壁体内部に断熱材を充填する場合は，不燃系(密度の規定なし)のものとする． 

*4 屋内側被覆 告示仕様：表3.5.1の屋内側の仕様①～⑪いずれか． 

 

図3.5.1（2/2） 厚さ35㎜以上のALCパネルを屋外側の防火被覆に用いる仕様の構成例［単位:㎜］ 

 

 

3.5.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，強度上支障がないように．ねじなどの接合材を用いて，柱・間柱等の下地に直接取

り付ける．なお，通気層を設ける場合には，通気胴縁をねじなどの接合材を用いて柱・間柱等の下地

に直接取り付け，パネルは通気胴縁に対して強度上支障がないように固定する．接合材の打込み深さ

は，ねじの頭がパネル表面から7～10㎜となるようにし，打ち込んだ後のくぼみはパネル製造業者が指

定する補修材などにより埋め戻す〔図3.5.2〕． 

パネルを支持する間柱および下地材の設置間隔は500㎜以下とし，接合材の打込み位置は表3.5.2を

基本とする． 

 

 

 

 

 

 

 
図3.5.2 一般部のALCパネルの取付け例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 
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▲

伸縮目地

▲伸縮目地

▲伸縮目地

ALCパネル厚35㎜以上

柱

バックアップ材
シーリング材

梁

シーリング材

バックアップ材

耐火目地材

ALCパネル厚35㎜以上

軒天

 

表3.5.2 接合材の打込み本数と打込み位置の例（パネル長さ2000㎜以下の場合） 

パネル厚さ 下地材間隔 ねじ本数 

50㎜ 

37㎜ 

35㎜ 

455㎜ 

（500㎜）※1 

以下 

8本 － 端部1本          端部2本 

10本 ※2 － 端部2本 

JASS 27 より 

※1 （ ）内の数値は，長さ2000㎜のパネルを用いる場合を示す． 

※2 枠組壁工法の場合，ねじ本数は10本とする． 

 

ｂ．目地 

パネル相互が接する一般部の目地は，隙間のないように突き付け，隣接する相互のパネルや他部材

の動きが大きく異なる場合には，地震時などの建築物の変形時に損傷することのないように5～10㎜程

度の隙間を設けた伸縮目地とする． 

パネル相互の目地では，出入隅部の縦目地およびコーナーパネルと一般パネルが取り合う目地など

を伸縮目地とする〔図3.5.3 a〕． 

この他，異なる構造の壁，壁以外の部位，パネルを貫通する設備配管等の他部材とパネルが取り合

う部分も伸縮目地とする〔図3.5.3 b〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.出隅部                          b.軒－外壁 取合部 

図3.5.3 伸縮目地の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

ALCパネルの側面の形状は，面取りとシーリングのための溝加工が施された平形状を基本とする．

伸縮目地の場合にも，シーリング代を確保するために，溝加工が施された平形状とする．面取り形状

のみの場合もあるが，この場合はシーリング代を確保するために目地の幅（パネル相互の間隔）を考

慮する． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 
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ALCパネル厚35㎜以上

シーリング材 シーリング材

バックアップ材

ALCパネル厚35㎜以上

柱

パネル相互が突付けとなる一般部の目地においては，耐火性能上支障のある隙間が生じないように

パネルを取り付け，屋外側にシーリング材を施す〔図3.5.4 a〕．つまり，パネル間に接着剤等の目地

材を充填する仕様とはしていない．なお，ALCパネルによる防火被覆においては，目地部の裏面に当て

木に相当するものがない場合でも，パネル相互を突き付けてシーリング材を充填する目地構造は，建

設省告示第1399号等の告示に規定されている炎の侵入を有効に防止することができる構造に該当する． 

裏側に当て木に相当するものがない伸縮目地には，シーリング材に加え，耐火目地材を充填する〔図

3.5.3 b〕．耐火目地材は，パネルの厚さ方向にパネル厚さから形状加工部を除いた平面部の奥行程度

となる寸法のロックウール保温板などの伸縮性のあるものが一般的である．〔耐火目地材の詳細につい

ては，「第２章 2.3.5」参照．〕なお，柱，間柱，通気胴縁，構造用面材等が伸縮目地の裏側にある場

合には，これらは当て木に該当するため，耐火目地材の充填は必要としない〔図3.5.4 b〕． 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                      b.伸縮目地 

図3.5.4 目地部の例（通気層なし・構造用面材なしの場合） 

 

また，ALCパネルを防火被覆とする仕様を屋内側に用いる場合には，一般に防水性を必要としない

が，本告示仕様では目地にシーリング材の充填が必要である．これは，シーリングにより気密性が高

まることで目地部の遮熱性が向上するためである． 

使用するシーリング材の材種の違いによるALCパネル面の耐火性能には差異はなく，一般にJIS A 

5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，

「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．他の構成材 

以下に記載する構造用面材，通気胴縁等の取付けに際しては，ALCパネルを含む各層の釘やねじ等

の接合材が近接しないように配置に配慮する．ALCパネルの取付けでは，パネル端部等の下地の接合材

が集中する箇所では，端部1本留めを選択するなどの方法がある． 

(1) 通気胴縁 

通気工法とする場合に用いる通気胴縁は，厚さ15㎜以上の木材を用いることとし，構造用面材等

を介して，ALCパネルを取り付ける上で強度上支障のないように木ねじなどの接合材を用いて間柱

および下地材に直接固定する． 

(2) 構造用面材 

構造用面材を用いる場合には，木質系ボード，セメント板，火山性ガラス質複層板等を使用し，

それらの取付けは各材料の構造関係認定資料の仕様に基づき行うものとする． 

(3) 断熱材 

間柱および下地材の両面に設ける防火被覆材間に，断熱材を充填する場合には，ロックウールや

グラスウール等の無機質繊維系断熱材などの不燃系のものを使用する．耐火性能への支障とならな

い前提で，断熱材の充填の有無およびこれら断熱材の断熱性能や密度に関する規定はない． 
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(4) 透湿防水シート 

透湿防水シートを用いる場合は，透湿防水性能上の品質確保のためJIS A 6111:2016（透湿防水

シート）に適合する品質のものを用いることを原則とする． 

(5) 屋内側の構成材料 

外壁の屋内側（間仕切壁の場合は，反対側）は，「第一号ハ(3)(ⅰ)」〔表3.5.1〕に規定されて

いるせっこうボード等を構成材に含む防火被覆を選択することとなるが，ALCパネル以外の構成材

料については，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル（2017年 一般財団法人 日本建築センター 

発行）」および，各材料の工業会や製造業者等が定める仕様に準ずる． 

 (6) 屋外側の構成材料 

本節では，外壁において，厚さ35㎜のALCパネルを外壁側の防火被覆仕様として用いる場合を記

したが，この仕様は屋内側に用いることもできる．ALCパネルを屋内側に用いた場合，屋外側の仕

様は，「第三号ハ(3)(ⅱ)」〔表3.5.1〕に規定されている防火被覆を選択することとなるが，ALC

パネル以外の構成材料については，「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」（前出）および，各

材料の工業会や製造業者等が定める仕様に基づくものとする． 
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＜付 表＞ 

〔参照：「3.5.1」，「3.5.2」〕 

間柱および下地を不燃材料で構成する場合の防火被覆 
※ 本表に記載のALCパネルを用いる構造方法については，「3.2節」に示す． 

 

付表3.5.1 防火構造とする場合に適用可能な防火被覆 

（間柱及び下地：不燃材料） 

建設省告示第1359号（平成12年5月24日） 

屋外側 屋内側 

告示 例示仕様 

＜屋内側(間柱又は下地)→屋外側 の順＞ 

例示仕様 

＜屋外側(間柱又は下地)→屋内側 の順＞ 

告示 

第１ 

第一号 

ロ 

(2) 

①強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上)

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

②強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上)

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

＋金属板 

又は ＡＬＣパネル 

又は 窯業系サイディング 

又は モルタル塗り 

又は しっくい塗り 

③強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

④硬質木片セメント板 厚18㎜以上 

⑤鉄鋼モルタル塗 厚15㎜以上 

⑥木毛セメント板 

又は せっこうボード※3 

＋モルタル塗 厚10㎜以上 

又は しっくい塗 厚10㎜以上 

⑦木毛セメント板 

＋モルタル塗 

又は しっくい塗 

＋金属板 

⑧モルタル＋タイル   （厚計25㎜以上）

⑨セメント板 

又は 瓦 

＋モルタル塗     (厚計25㎜以上)

⑩せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋金属板 

⑪ロックウール保温板 厚25㎜以上 

＋金属板 

①せっこうボード※3厚12㎜以上 

＋せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

②せっこうボード※3厚9㎜以上 

又は 難燃合板 厚9㎜以上 

＋せっこうボード※3厚12㎜以上 

③せっこうラスボード 厚7㎜以上 

＋せっこうプラスター塗 厚8㎜以上 

④強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計42㎜以上) 

⑤強化せっこうボード※1×2枚以上 

(厚計36㎜以上) 

＋繊維強化セメント板※2厚8㎜以上 

⑥強化せっこうボード※1厚15㎜以上 

＋ＡＬＣパネル 厚50㎜以上 

⑦スラグせっこう系セメント板 厚8㎜以

上 

＋せっこうボード※3厚12以上 

⑧せっこうボード※3厚9.5㎜以上 

⑨グラスウール充填 厚75㎜以上 

又は ロックウール充填 厚75㎜以上 

＋合板厚4㎜以上 

又は 構造用パネル 厚4㎜以上 

又は パーティクルボード 厚4㎜以上 

又は 木材 厚4㎜以上 

 

第１ 

第一号

ロ 

(1) 

注 本表は，国住指第570号(平成28年5月25日)「耐火構造の構造方法を定める件等の一部を改正する件の施行について」（技術

的助言）の別紙を参考に作成．仕様の番号「○数 」は，本助言と同じ．下線は，本書にて付したもの． 

※1 強化せっこうボード：ボード用原紙を除いた部分のせっこう含有率95％以上，ガラス繊維含有率0.4％以上，ひる石含有

率2.5％以上のものに限る．屋外側に使用する強化せっこうボードについては，適切に維持保全されることが必要であり，

防水・防腐の処理など，耐久性，防水性について配慮することが必要であるため，「防水防かびタイプ」とする． 

※2 繊維強化セメント板：けい酸カルシウム板のものに限る． 

※3 せっこうボード：強化せっこうボードを含む． 

※4 軽量モルタル：モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8％以下のものに限る． 
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3.6節 間仕切壁：壁等（非耐力壁） 

－ALCパネル 厚さ75㎜以上 

 

3.6.1 はじめに 

大規模木造建築物において3,000㎡以内に区画をする場合に，平成27年国土交通省告示第250号に壁

等の構造方法が規定されている．本節では，壁等のうち壁タイプとして，「間仕切壁，柱及びはり並び

に防火設備により区画する場合」の厚さ75㎜以上のALCパネルを用いる間仕切壁の構造方法について記

す． 

本仕様は，３階建て以下の建築物（倉庫その他の物品（不燃性の物品を除く．）を保管する用途に供

する建築物を除く．）で，屋根の仕上げを不燃材料としたものについて適用する． 

本節では柱とはりが鉄骨造の場合を記載しているが，ALCパネルを支持する支持構造部材については，

本告示で規定されるとおり，２時間または３時間の耐火性能を有する柱や梁であればよい． 

 

3.6.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は，本書にて

付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

国土交通省告示第250号（平成27年2月23日） 

（最終改正 平成28年4月25日国土交通省告示第707号）

 

壁等の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第21条第2項第二号の規定に基づき、壁等の構造方法を次のように定め

る。 

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第109条の５に規定する技術的基準に適合す

る壁等の構造方法は、次に定めるものとする。 

 

第１ この告示は、３階建て以下の建築物（倉庫その他の物品（不燃性の物品を除く。）を保管する用途に供す

る建築物を除く。）で、屋根の仕上げを不燃材料でしたものについて適用する。 

第２ 壁等を構成する建築物の部分及び防火設備の構造方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

めるものとすること。 

一 耐力壁である間仕切壁及び防火設備により区画する場合 次のイ及びロに適合するものであること。 

イ 耐力壁である間仕切壁は、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する構造であること。この場合にお

いて、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを

含むものとする。 

(1)～(5) ＜略＞ 

ロ ＜略＞ 

二 間仕切壁、柱及びはり並びに防火設備により区画する場合 次のイからニまでに適合するものであるこ

と。 

イ 間仕切壁は、次の(1)から(3)までのいずれか（耐力壁にあっては(1)に限る。）に該当する構造である

こと。 

(1) 前号イに定める構造 
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(2) 間柱及び下地を鉄材で造り、かつ、その両面を、ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その

厚さの合計が30㎜以上のもので覆ったもの 

(3) 軽量気泡コンクリートパネルで、厚さが75㎜以上のもの 

ロ 柱は、耐火構造（令第107第一号に掲げる技術的基準（通常の火災による火熱が２時間又は３時間加え

られた場合のものに限る。）に適合するものに限る。）であること。 

ハ はりは、耐火構造（令第107第一号に掲げる技術的基準（通常の火災による火熱が２時間又は３時間加

えられた場合のものに限る。）に適合するものに限る。）であること。 

ニ 防火設備は、前号ロに適合するものであること。 

三 ＜略＞ 

第３ ＜略＞ 

第４ 壁等が、壁等以外の建築物の部分（第２第三号に掲げる場合には、壁等の室内の建築物の部分を除く。）

とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法（延焼防止上支障がないものに限

る。）のみで接するものであること。 

第５ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものであること。 

一 第２第一号又は第二号に掲げる場合 壁等の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から2ｍ以上突

出させること。ただし、壁等を設けた部分の外壁又は屋根が、壁等を含み、耐火構造（壁等の部分と接す

る外壁の一方のみを耐火構造とする場合その他延焼防止上支障がある場合には、第２第一号イに定める構

造。以下「耐火構造等」という。）又は防火構造の別に応じて次の表に掲げる式によって計算した幅にわた

ってこれらの構造（防火構造の場合最下階を除く。）である場合（次のイ及びロに該当する場合に限る。）

においては、その部分については、この限りでない。 

イ 外壁にあっては、屋外側の仕上げが不燃材料（防火構造の部分にあっては準不燃材料）でされ、開口

部に特定防火設備（防火構造の部分にあっては建築基準法（以下「法」という。）第２条第九号の二ロに

規定する防火設備）が設けられていること。 

ロ 耐火構造等の部分に接して軒裏、ひさしその他これらに類するものが設けられていないこと。 

耐火構造等又は防火構造の別 幅（単位 ｍ） 

耐火構造等 4.6（1－Ｌ）（3を超える場合3） 

防火構造 10（1－0.5Ｌ）（6.5を超える場合6.5） 

この表において、Ｌは壁等の両端又は上端を建築物の外壁面又は屋根面から突出させる幅（単位 ｍ）

を表すものとする。 

二 第２第三号に掲げる場合 次のイからニまでに適合するものであること。 

イ 外壁が、壁等を構成する外壁の全てを含み幅3ｍ以上にわたって耐火構造であること。 

ロ 外壁（最下階を除く。）及び屋根が、壁等を構成する外壁及び屋根の全てを含みそれぞれ幅6.5ｍ以上

にわたって防火構造であること。 

ハ 外壁（イ及びロに適合する耐火構造又は防火構造の部分に限る。）の屋外側の仕上げが不燃材料（防火

構造の部分にあっては準不燃材料）でされ、開口部に特定防火設備（防火構造の部分にあっては法第２

条第九号の二ロに規定する防火設備）が設けられていること。 

二 イに適合する耐火構造の部分に接して軒裏、ひさしその他これらに類するものが設けられていないこ

と。 

第６～８ ＜略＞ 

 

本節に記載する厚さ75㎜以上のALCパネルを用いる告示仕様は，本告示「第２第二号イ(3)」に厚壁

等を構成する耐力壁ではない間仕切壁の構造方法として規定されている．なお，この壁タイプとして

規定される間仕切壁（非耐力）の性能は，90分耐火性能に相当する． 
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ALCパネル厚75以上

木造躯体

2時間又は3時間耐火構造の柱

2時間又は3時間耐火構造の梁

3.6.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される間仕切壁用の厚形パネルであり，厚さ75

㎜以上のものが対象となる． 

75㎜以上の厚さであれば耐火性能上に告示規定に適合するが，外壁から突出する壁等の部分におい

てALCパネルが風荷重を受ける場合には，外壁用パネルを用いる． 

なお，本節では，告示で規定される最も薄いパネルの場合を例示する．より厚いパネルを用いる際

には，取付け方法や納まり等の検討が必要となることもあるため，注意が必要である． 

平パネルの場合には，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告

示で規定される厚さとしている．また，意匠パネルの場合には，本告示で規定されるパネルの厚さは，

中央部の凹凸模様の最も薄い部分としている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 2.2.2 1)

①」参照．〕 

 

3.6.4 取付け構法の概要 

本節では，防火区画する両側の主体構造の間に独立して設置された２時間耐火構造または３時間耐

火構造の柱と梁に囲まれる空間に，ALCパネルを縦壁ロッキング構法により壁を構成する例を図3.6.1

～3.6.3に示す．  

これらの間仕切壁の構法では，長辺側面が本実形状や平形状等の間仕切壁用パネルを用いる〔図

3.6.4〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.6.1 本告示仕様の間仕切壁の例［単位:㎜］ 
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2時間又は3時間耐火構造の柱

木造躯体ALCパネル厚75以上

2時間又は3時間耐火構造の梁

木造躯体

2
0
0
0
以

上

ALCパネル厚75以上

外装材

2時間又は3時間耐火構造の梁

屋根葺き材

2時間又は3時間耐火構造の柱

ALCパネル厚75以上

ALCパネル厚75以上

イナズマプレートR

定規アングル 2時間又は3時間耐火構造の柱

ALCパネル厚75以上

2時間又は3時間耐火構造の梁

2時間又は3時間耐火構造の柱

ALCパネル厚75以上

2時間又は3時間耐火構造の梁

2時間又は3時間耐火構造の梁

 

 

 

 

 

 

 

図3.6.2 本告示仕様の間仕切壁の例（平面図）［単位:㎜］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 上部～中間部                     b.中間部～下部 

図3.6.3 本告示仕様の間仕切壁の例（断面図）［単位:㎜］ 
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本実形状→ ←本実形状 平形状→ ←平形状

50
㎜

程
度

間隙 耐火目地材

 

 

 

図3.6.4 間仕切壁用パネルの長辺側面の形状例 

 

 

3.6.5 施工上の留意事項 

ａ．目地 

パネル長辺相互の目地は，隙間のないように突き付け，梁や柱等の他部材との取合部などは，地震

時などの建築物の変形時に損傷することのないように10～20㎜の間隙を設けた伸縮目地とする． 

パネル相互が隣接する目地においては，耐火性能上支障のある隙間を生じないようにパネルを建て

込む〔図3.6.5(1)〕．なお，長辺に本実目地が加工される場合の目地内部の小さな間隙（空洞）は，目

地部の耐火性能を損なうものではない． 

 

 

 

a.本実形状                b.平形状 

(1)突付け目地                       (2)伸縮目地 

図3.6.5 間仕切壁用パネルの目地の形状例 

 

伸縮目地には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向に50㎜程度の幅のロックウール保

温板などの伸縮性のある耐火目地材を充填することが一般的である〔図3.6.5(2)〕．〔耐火目地材の詳

細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

高い気密性を必要とする場合や意匠性向上のため，パネル間目地や伸縮目地にシーリング材を施す

場合があり，一般にJIS A 5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のものを用いる．〔シー

リング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｂ．下地 

パネル取付けにおける定規アングルなどの下地鋼材は，パネルとそれを支持する支持構造部材との

間に介在し，パネルに加わる地震力ならびにパネル自重を伝達する構造的役割を有する．これら下地

鋼材には一般に厚さ6㎜以上の等辺山形鋼などが用いられている． 

ALCパネルの下地鋼材の耐火処理は一般に必要ないが，下地鋼材は支持構造部材に直接取付けられる

ため，火災加熱時における温度推移が支持構造部材と極めて近くなることを鑑み，支持構造部材の耐

火処理に準ずることとしている．したがって，本告示仕様の場合は，パネルの取付け後に，パネルを

支持する柱や梁などと同様の防火被覆の処置を下地鋼材にも行う． 
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第４章 柱 

 

4.1節 柱：耐火構造（１時間）（鉄骨柱） 

－ALCパネル 厚さ35㎜以上 被覆 

 

4.1.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されている厚さ35㎜

以上のALCパネルを用いて防火被覆する鉄骨柱の耐火構造の構造方法について記す． 

 

4.1.2 告示 

本節に記載する告示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は本書にて付

したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第201号）

耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

 

第１ ＜略＞ 

第２ 柱の構造方法は、次に定めるもの（第三号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分

を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することが

できる構造とするものに限る。）とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プ

ラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 

一～二 ＜略＞ 

三 令第107条第一号に掲げる技術的基準（通常の火災による火熱が１時間加えられた場合のものに限る。）

に適合する柱の構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ～ハ ＜略＞ 

ニ 鉄骨（断面積（㎜2で表した面積とする。第４第三号ニにおいて同じ。）を加熱周長（㎜で表した長さと

する。第４第三号ニにおいて同じ。）で除した数値が6.7以上のＨ形鋼並びに鋼材の厚さが9㎜以上の角形

鋼管及び円形鋼管に限る。）に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの 

(1)～(2) ＜略＞ 

(3) 厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

ホ ＜略＞ 

第３～第６ ＜略＞ 

 

本節に記載する厚さ35㎜以上のALCパネルを用いる告示仕様は，本告示「第２第三号ニ(3)」に１時

間耐火性能の柱の構造方法として規定されている． 

ここで，本告示仕様の対象となる鉄骨は，「断面積(㎜2)／加熱周長(㎜)」の値が6.7以上のＨ形鋼〔表

4.1.1〕，ならびに鋼材の厚さが9㎜以上の角形鋼管および円形鋼管と定められている．なお，鉄骨の鋼

種については特に規定がなく，JIS認証品およびBCR等の大臣認定品の区別なく基準強度および材料強
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度が規定されているものに，本告示仕様を用いることができる． 

 

 

 

4.1.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される厚さ35㎜以上の薄形パネルが対象となる

が，鉄骨造建築物では，厚さ50㎜のパネルを用いることが多い．また，本告示の規定からは，厚さ75

㎜以上の厚形パネルも適用範囲となるが，本節の取付け仕様に従う必要がある．また，他の防耐火構

造の仕様と同様に，一般パネルだけでなくコーナーパネルも対象となる． 

平パネルの場合，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示で

規定される厚さとしている．また，意匠パネルの場合，本告示に規定されるパネルの厚さは，中央部

の凹凸模様の最も薄い部分としている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 2.2.3 1)①」参

照．〕 

 

4.1.4 取付け構法の概要 

ALCパネルは，パネルの四周等に所定の間隔で設けられた下地にタッピングねじ等の接合材で取付け

る．本告示仕様の例の概要を図4.1.1に示す．本仕様では，鉄骨柱に固定された下地鋼材にパネルを取

り付ける．なお，パネルの割付けについては，たて張り・横張り等，パネルの向きは問わない． 

 

4.1.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，接合材としてパネルの厚さに応じた寸法のタッピンねじ（参考：パネル厚さ50㎜の場

合，径5㎜・長さ65㎜以上／パネル厚さ35㎜の場合，径5㎜・長さ50㎜以上）を用いて，鉄骨柱に固定

された下地鋼材となるリップ溝形鋼に留め付ける．タッピンねじの留付け間隔は，柱の高さ（長さ）

表4.1.1 Ｈ形鋼の柱の本告示仕様への適合 

（ゴシック文字は，適合するものを示す．） 

標準断面寸法 加熱 

周長※ 
断面積 

断面積 

㎜ ／加熱周長 

H B t1 t2 r ㎜ c㎡ ㎜2 ㎜2/㎜ 6.7以上

100 100 6 8 8 574.24  21.59 2,159 3.76 × 

125 125 6.5 9 8 723.24  30.00 3,000 4.15 × 

150 150 7 10 8 872.24  39.65 3,965 4.55 × 

200 200 8 12 13 1,161.64  63.53 6,353 5.47 × 

250 250 9 14 13 1,459.64  91.43 9,143 6.26 × 

300 150 6.5 9 13 1,164.64  46.78 4,678 4.02 × 

300 300 10 15 13 1,757.64  118.50 11,850 6.74 ○ 

350 175 7 11 13 1,363.64  62.91 6,291 4.61 × 

350 350 12 19 13 2,053.64  171.90 17,190 8.37 ○ 

400 200 8 13 13 1,561.64  83.37 8,337 5.34 × 

400 400 13 21 22 2,336.16  218.70 21,870 9.36 ○ 

450 200 9 14 13 1,659.64  95.43 9,543 5.75 × 

500 200 10 16 13 1,757.64  112.30 11,230 6.39 × 

600 200 11 17 13 1,955.64  131.70 13,170 6.73 ○ 

700 300 13 24 18 2,543.04  231.50 23,150 9.10 ○ 

800 300 14 26 18 2,741.04  263.50 26,350 9.61 ○ 

900 300 16 28 18 2,937.04  305.80 30,580 10.41 ○ 

※：加熱周長＝2B+2πr+2(B-t1-2r)+2(H-2r) 
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方向に300㎜以下とする．タッピンねじの打込み深さは，パネル表面から7～10㎜となるようにし，打

ち込んだ後のくぼみはパネル製造業者が指定する補修材などにより埋め戻す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.角形鋼管柱の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Ｈ形鋼柱の場合 

図4.1.1 本告示仕様の例（長さ1800㎜のパネルを用いた場合）［単位:㎜］ 
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▲

伸縮目地

床スラブ

耐火目地材

柱□-厚9以上

C-60×30×10×1.6
下地鋼材(横材)

ALCパネル

ｂ．目地 

ALCパネル相互が隣接する目地は，突付けとする．地震時などの建築物の変形時に損傷することのな

いように床スラブや梁などと取り合う部分は5～10㎜の間隙を設けた伸縮目地とする． 

ALCパネルの側面の形状は，平形状を基本とする．屋外に面する場合には，シーリングのための溝加

工が施された平形状とする． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

ALCパネル相互が突付けとなる一般部の目地においては，耐火性能上支障のある隙間が生じないよう

にパネルを取り付ける．つまり，パネル間の目地に接着剤を充填するなどの仕様とはしていない． 

防火被覆の取合部や目地部から鉄骨柱側への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするた

め，ALCパネルの目地の位置には，下地鋼材となるリップ溝形鋼を配置する． 

伸縮目地には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向にパネル厚さから形状加工部を除

いた平面部の奥行程度となる寸法のロックウール保温板などの伸縮性のある耐火目地材を充填するの

が一般的である〔図4.1.2〕．〔耐火目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 

 

 

図4.1.2 伸縮目地の例（床との取合部）［単位:㎜］ 

 

屋外に面する目地には，防水性能を確保するためにシーリング材を施す．また，意匠性向上等のた

めに，屋内に面する目地にシーリング材を施す場合もある．これらの場合，一般にJIS A 5758:2016

（建築用シーリング材）に適合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，「第２章 

2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．下地 

ALCパネルを固定するための下地となる下地鋼材は，JIS G 3350:2009（一般構造用軽量形鋼）に規

定するリップ溝形鋼とし，断面寸法は，C-60×30×10×1.6㎜を用いることを原則とする．これと異な

る場合は，厚さ1.6㎜以上で鉄骨柱とパネルとの間を30㎜以上確保できる鋼材とする． 

パネルを支持する下地鋼材は，鉄骨柱の隅部およびパネル縦目地の位置において，柱の高さ（長さ）

方向に沿って全長に設置し，その設置間隔は600㎜以下とする．さらに柱の高さ（長さ）方向に直交す

るパネル横目地の位置に裏当てとなるように下地鋼材を配置する． 

なお，風荷重への対応が必要な屋外に面する場合などでは，取付け強度上の理由等から下地鋼材の

設置数を増し，間隔を狭めることもできる． 
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第５章 床 

 

5.1節 床：耐火構造（１時間） 

－ALCパネル 厚さ100㎜以上 

 

5.1.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されている厚さ100

㎜以上のALCパネルを用いる床の１時間耐火構造の構造方法について記す． 

本節では，最も使用例の多い重量鉄骨造を主に記載しているが，当該告示では支持する部材の仕様

については規定していないため，梁等の支持構造部材は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件を満

たしているものであればよい．なお，本節の図では，梁等の防火被覆は必要となる場合も含めて，省

略しているので留意されたい．また，木造に用いる場合は，5.4節を参考とされたい． 

 

5.1.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は，本書にて

付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第201号）

 

耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

 

第１～第２ ＜略＞ 

第３ 床の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタ

ル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 

一 ＜略＞ 

二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が１時間加

えられた場合のものに限る。）に適合する床の構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造

とすることとする。 

イ～ハ ＜略＞ 

ニ 厚さが100㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

第４～第６ ＜略＞ 

 

本節に記載する厚さ100㎜以上のALCパネルを用いる告示仕様は，本告示「第３第二号ニ」に１時間

耐火性能の床の構造方法として規定されている． 

 

5.1.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される床用の厚形パネルであり，厚さ100㎜以

上のものが対象となる． 

床用パネルには，一般に平パネルが用いられ，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸
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溝形状→ ←溝形状 ←溝形状
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フックボルト

絶縁材
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床用パネル

モルタル

目地鉄筋
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床用パネル

（モルタル等）

絶縁材

不燃材（モルタル等）

丸座金

フックボルト

床用パネル

かさ上げ鋼材

大梁

モルタル

目地鉄筋

スラブプレート

床用パネル

小梁

法の厚さ）をもって本告示で規定される厚さとしている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.2 1)①」参照．〕 

 

5.1.4 取付け構法の概要 

床用パネルは，支持構造部材となる梁や小梁などに直接，あるいはかさ上げ鋼材等の下地鋼材を介

して，取付け金物を用いて取付けることを原則としている． 

代表的な床用パネルの取付け方法として，敷設筋構法がある．本構法は，パネル長辺の溝部に目地

鉄筋を敷設し，モルタルを充填する構法である〔図5.1.1 a〕．周辺部や柱との取合部など目地モルタ

ルと目地鉄筋により固定できない部分については，フックボルト等の取付け金物により固定する〔図

5.1.1 b〕．いずれの固定方法も取付け性能に差異はない．本構法では，長辺側面が溝形状や平形状の

床用パネルを用いる〔図5.1.2〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                          b.周辺部 

図5.1.1 敷設筋構法の床用パネルの取付け例（梁等の防火被覆の図示は省略※） 

※ 防火被覆の要否は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件により異なる．本節において以下同じ． 
 

 

 

 

 

 

図5.1.2 敷設筋構法に用いる床用パネルの長辺側面の形状例 

 

近年，モルタルを使用せずに全てのパネルをフックボルト等の取付け金物により固定する乾式構法

が用いられることがある〔図5.1.3〕．この場合も，耐火性能は，敷設筋構法と同等である．本構法で

は，長辺側面が平形状や本実形状等の床用パネルを用いる〔図5.1.4〕． 
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絶縁材

外壁用パネル

不燃材（モルタル等）

小梁
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a.角座金を用いる場合                  b.丸座金を用いる場合 

図5.1.3 乾式構法の床用パネルの取付け例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

 

 

図5.1.4 乾式構法に用いる床用パネルの長辺側面の形状例 

 

5.1.5 施工上の留意事項 

ａ．目地および取合 

敷設筋構法では，パネル長辺相互の目地は隙間のないように突き付け，パネル短辺相互の目地およ

び壁や柱等の他部材との取合部には隙間を設ける．パネル相互の目地にはモルタルを充填し，周辺部

の外壁等他部位との取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材（伸縮性を必要とする場合は，耐火目

地材等）を充填する〔図5.1.5〕． 

 

 

 

 

 

 

 

a.パネル長辺（溝形状）の目地部            b.周辺部（外壁との取合い） 

図5.1.5 敷設筋構法におけるパネルの目地部・取合部の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

乾式構法では，パネル相互が接する目地において，耐火性能上支障のある隙間を生じないようにパ

ネルを突き付けて敷き込む．なお，本実目地における目地内部の小さな間隙（空洞）は，目地部の耐

火性能を損なうものではない．周辺部の外壁等他部位との取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材

（伸縮性を必要とする場合は，耐火目地材等）を充填する〔図5.1.6〕． 
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50mm程度

耐火目地材

絶縁材

外壁用パネル

不燃材（モルタル等）

小梁

床用パネル大梁

間隙

床用パネル

スラブプレート

高力ボルト梁継手接合部

かさ上げ鋼材

床用パネル

スラブプレート

かさ上げ鋼材

大梁

小梁（リップ溝形鋼）

（リップ溝形鋼）

大梁

 

 

 

 

 

 

平形状              本実形状 

a.パネル相互の目地部                b.周辺部（外壁との取合部） 

図5.1.6 乾式構法における床用パネルの目地部・取合部の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

また，伸縮目地を設ける場合には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向に幅50㎜程度

のロックウール保温板などの伸縮性のある耐火目地材を充填するのが一般的である〔図5.1.7〕．〔耐火

目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 

 

図5.1.7 伸縮目地の例 

 

これらの目地部の形状の違いによるALCパネルの床としての耐火性能には，差異はない． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

床面に高い気密性を必要とする場合や意匠性向上等のため，下面の目地部にシーリング材を施す場

合がある．その場合には，一般にJIS A 5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質のシーリン

グ材を用いる．〔シーリング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｂ．下地 

重量鉄骨造の場合，大梁等の継手部では上部に高力ボルト等が突出し，直接パネルを敷き込むこと

ができない．これを避ける目的で，一般には，リップみぞ形鋼などのかさ上げ鋼材を梁上に下地とし

て設ける〔図5.1.8 a〕．小梁は，大梁上のかさ上げ鋼材面の高さに合わせて設置することが多いため，

この限りではない〔図5.1.8 b〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.大梁部                      b.小梁および小梁･大梁交叉部 

図5.1.8 床用パネルを支持する下地の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 
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a(かかり代) ：主要支点間距離の1/75以上

かつ40mm以上

b(支持面の幅)：100mm以上

かさ上げ鋼材
（リップ溝形鋼）

床用パネル 床用パネル

大梁

小梁

b

a a

b

（溝形鋼）

柱

床用パネル 床用パネル

補強鋼材

かさ上げ鋼材
（リップ溝形鋼）

（山形鋼）
補強鋼材

（リップ溝形鋼）
かさ上げ鋼材

不燃材
（モルタル等）

大梁

不燃材
（モルタル等）

大梁

柱

床用パネルは，パネルに加わる荷重およびパネル自重を梁などの主体構造に確実に伝達させるため，

十分なパネルのかかり代を確保する必要がある．したがって，かさ上げ鋼材や小梁のパネル支持面の

寸法には留意する〔図5.1.9〕． 

かさ上げ鋼材の耐火処理は主体構造に準ずるものとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.かさ上げ鋼材の場合                      b.小梁の場合 

図5.1.9 床用パネルのかかり代（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

柱，設備配管等の貫通部等においてパネルを切欠く場合，一般には，当該パネルを支持するための

補強鋼材を設ける〔図5.1.10〕．ただし，ALCパネルを切り欠いた状態において，十分な構造強度を有

することが確認できている場合はこの限りではない．補強鋼材は，当該部分に加わる荷重を主体構造

に確実に伝達させるため，十分な剛性を有した強度のものを用いる必要があり，一般に溝形鋼や山形

鋼が用いられている．これら補強鋼材の耐火処理は，主体構造に準ずるものとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.1.10 床用パネルを支持する柱周りの補強鋼材の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 
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5.2節 床：１時間準耐火構造（下地：木材または鉄材） 

－｢合板 厚さ12㎜以上＋ALCパネル 厚さ12㎜以上※｣被覆 

※ JIS A 5416に適合するALCパネルの厚さは35㎜以上のため，本節に示すALCパネルの仕様例で

は，5.3節と同じ厚さ35㎜のパネルとなる．ただし，適用可能な裏側の防火被覆仕様が異なる． 

 

5.2.1 はじめに 

本節では，平成27年国土交通告示第253号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されているALCパネ

ルを用いる床の１時間準耐火構造の構造方法（主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物

の主要構造部の構造方法）について記す． 

本仕様は，根太および下地を木材または鉄材により構成し，かつ，その両側に防火被覆を施す構造

方法である．なお，本節では，間柱および下地を木材により構成する場合について記載する．下地を

鉄材で構成する場合は，木材の場合に準ずるものとするが，適用条件については各パネル製造業者へ

の確認が必要である． 

 

5.2.2 告示 

本節に記載する告示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は，本書にて

付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

国土交通省告示第253号（平成27年2月23日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第202号）

 

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件 

 

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第129条の2の3第１項第一号ロの規定に基づき、主要構造部を木

造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を次のように定める。 

 

第１～２ ＜略＞ 

第３ 令第129条の２の３第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの

（第三号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木

を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。）」とする。

一 耐火構造とすること。 

二 １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。 

イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。 

(1) 厚さが12㎜以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これら

に類するもの（以下「合板等」という。）の上に厚さが12㎜以上のせっこうボード、硬質木片セメン

ト板又は軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの 

(2)～(4) ＜略＞ 

ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられている

こと。 

(1) 厚さが12㎜以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの（その裏側に厚さが50㎜以上のロックウー

ル（かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。）又はグラスウール（かさ比重が0.024以上のも

のに限る。以下同じ。）を設けたものに限る。） 
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(2) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードを2枚以上張ったもの 

(3) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボード（その裏側に厚さが50㎜以上のロックウール又はグラスウー

ルを設けたものに限る。） 

(4) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが9㎜以上のロックウール吸音板を張ったもの 

四 ＜略＞ 

第４～第５ ＜略＞ 

 

本節に記載する告示仕様は，本告示「第３（以下，本節において記載のないものは本告示「第３」

を示す．）第三号イ(1)」に規定されているとおり，厚さ12㎜以上のALCパネルを防火被覆として用いる

もので，１時間準耐火性能の床の構造方法として規定されている． 

本節に示す構造方法は，「第三号イおよびロ」に規定されている複数の防火被覆の仕様のいずれか

を用いて木材または鉄材により構成する根太および下地の表側（上側）と裏側（下側）に防火被覆を

施すものである〔表5.2.1〕．その表側の防火被覆の仕様のうちの１つに厚さ12㎜以上のALCパネルを用

いるものが規定されている． 

 

表5.2.1 平成27年国土交通省告示第253号第３第三号に規定される防火被覆の種類 

床の表側の部分（上側） 床の裏側の部分又は直下の天井（下側） 

告示 
例示仕様 

＜下階（根太及び下地）側→上階側 の順＞

例示仕様 

＜上階（根太及び下地）側→下階側 の順＞ 
告示 

イ (1)＜下張材＞ 

・構造用合板 厚12㎜以上 

・構造用パネル 厚12㎜以上 

・パーティクルボード 厚12㎜以上 

・デッキプレート 厚12㎜以上 

・その他これらに類するもの 

（以下「合板等」という。） 

   ＋ 

＜上張材＞ 

・せっこうボード 厚12㎜以上 

・硬質木片セメント板 厚12㎜以上 

・軽量気泡コンクリート厚 12㎜以上 

(2)～(4) ＜略＞ 

(1) せっこうボード 厚12㎜以上×2枚 

＋裏側：ロックウール※厚50㎜以上 

又はグラスウール※厚50㎜以上 

(2) 強化せっこうボード 厚12㎜以上×2枚 

(3) 強化せっこうボード 厚15㎜以上 

＋裏側：ロックウール※厚50㎜以上 

又はグラスウール※厚50㎜以上 

(4) ＜下張材＞ 

強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋ 

＜上張材＞ 

ロックウール吸音板 厚9㎜以上 

 

ロ 

※ ロックウール，グラスウール：かさ比重が0.024以上のものに限る 

 

5.2.3 パネルの種類と厚さ 

本告示では，ALCパネルは厚さ12㎜以上と規定されているが，JIS A 5416には厚さ35㎜未満のパネ

ルの規定はないため，本節の仕様に用いるALCパネルは，一般にはJIS A 5416に規定される厚さ35㎜以

上の薄形パネルが対象となる． 

厚さ50㎜の薄形パネルや厚さ75㎜以上の厚形パネルを用いることもできるが，本節では，厚さ35㎜

のパネルを用いた場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，取付け方法や納まり等の検討が

必要となることもあるため，注意が必要である． 

パネルは，最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示で規定される厚さ

としている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 2.2.3 1)①」参照．〕 
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梁

強化せっこうボード厚12×2枚

構造用合板厚12

ALCパネル厚35

5.2.4 取付け構法の概要 

本告示仕様は，床の表側の部分で，厚さ12㎜以上の構造用合板，構造用パネル，パーティクルボー

ド，デッキプレート，その他これらに類するもの（以下「合板等」という．）の上にALCパネルを張る

構造である． 

この仕様では，床に加わる積載荷重等の鉛直荷重および地震力等の水平荷重等は，それら合板等お

よび下地が負担し，ALCパネルはそれらの荷重を負担しない構造である． 

本告示仕様は，根太および下地を木材または鉄材で構成するものに適用でき，木材とした場合につ

いても枠組壁工法等を含めて制限はないが，本節では，主に在来軸組構法の木造を例に記載している．

なお，下地を鉄材で構成する場合の薄形パネルの適用条件については各パネル製造業者への確認が必

要である． 

本仕様の概要を図5.2.1に示す．この図では，表側に厚さ35㎜のALCパネルを構造用合板の上に張り，

裏側の防火被覆として強化せっこうボードを2枚張る仕様（第３第三号ロ(2)）としている．なお，第

３第三号に規定される他の材料仕様を組み合わせることもできる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.2.1 本告示仕様の例［単位:㎜］（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

 

5.2.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，根太組みに対してパネル長辺方向（切断した場合でも，切断前のパネルの長辺（長

さ）方向）が直角となるよう敷き並べ，強度および仕上げに支障がないように，ねじなどの接合材を

用いて，合板等に直接，あるいは合板等を貫通して根太に留め付ける．接合材は，ねじ頭部がALCパネ

ル表面から2㎜以上沈むように打込む〔図5.2.2，図5.2.3 a〕． 

また，ALCパネル表面に合板を捨て張りする場合は，合板固定用ねじを用い，ALCパネルを貫通して

下地構造用合板等に留め付けるが，ねじ頭部は捨張り合板表面と平滑になるまで打込む．なお，ALC

パネルと捨張り合板は，接着材を併用して接着する場合もある〔図5.2.3 b〕． 
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耐火目地材シーリング材充填用溝

根太

梁

際根太

構造用合板厚12

構造用合板厚12
梁

ALCパネル厚35

捨て合板

当て木

柱

ALCパネル厚35

捨て合板

当て木

柱

梁

構造用合板厚12

ALCパネル厚35

捨て合板

当て木

柱

根太

根太

柱

ALCパネル厚35

木ねじ

構造用合板厚12

梁

柱

ALCパネル厚35

木ねじ

根太

構造用合板厚12

梁

捨て合板

ALCパネル厚35

木ねじ

構造用合板厚12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.ALCパネルへ打込み 

 

 

 

 

 

 

b.捨て合板への打込み 
（梁等の防火措置の図示は省略）            （梁等の防火措置の図示は省略） 

図5.2.2 パネルの敷き並べの例［単位:㎜］       図5.2.3 ねじの留め付け例［単位:㎜］ 

 

ｂ．目地および取合 

ALCパネル相互の目地は平形状の突付けとし，伸縮目地を設ける場合は，5～10㎜の目地幅を設け，

耐火目地材およびシーリング材を充填して防火上および遮音上の処理を施す．欠け防止等のための面

取りやシーリング溝が施されているパネルを用いることもできる〔図5.2.4〕．〔耐火目地材の詳細につ

いては，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

a.平形状（面取りのみ）       b.平形状(シーリング溝付) 

(1)突付け目地                      (2)伸縮目地 

図5.2.4 ALCパネル相互の目地の例 

 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

ALCパネル相互が接する目地においては，耐火性能上支障のある隙間を生じないように敷き込む． 

室の周辺部では，外壁・間仕切壁との取合部等に当て木を設け，当て木との間に隙間がないように

ALCパネルを敷き並べる〔図5.2.5〕．隙間が生じた場合はシーリング材や専用補修材を充填する．〔シ

ーリング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

根太方向              根太と直交方向 

a.根太と梁の上端が同面の場合             b.根太と梁の上端が同面でない場合 

図5.2.5 室周辺の取合部の例［単位:㎜］（梁等の防火措置の図示は省略） 
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ｃ．他の構成材 

以下に記載する合板等の取付けに際しては，ALCパネルを含む各層の釘・ねじ等の接合材が近接し

ないように配置に配慮する． 

(1) 表側の部分の構成材料 

表側の部分で，ALCパネルの下地となる合板等は，厚さ12㎜以上の構造用合板，構造用パネル，

パーティクルボード，デッキプレート，その他これらに類するものである．詳細仕様および取付け

については，各材料の工業会や製造業者等が定める仕様に基づくものとする． 

(2) 裏側の部分の構成材料 

裏側の部分は，「第３第三号ロ」〔表5.2.1〕に規定されているせっこうボードあるいは強化せ

っこうボードを構成材に含む防火被覆が必要となるが，ALCパネル以外の構成材料については，「木

造建築物の防・耐火設計マニュアル（2017年 一般財団法人 日本建築センター 発行）」および，

各材料の工業会や製造業者等が定める仕様に準ずる． 
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5.3節 床：準耐火構造（下地：木材または鉄材） 

－｢合板 厚さ12㎜以上＋ALCパネル 厚さ9㎜以上※｣被覆 

※ JIS A 5416に適合するALCパネルの厚さは35㎜以上のため，本節に示すALCパネルの仕様例で

は，5.2節と同じ厚さ35㎜のパネルとなる．ただし，適用可能な裏側の防火被覆仕様が異なる． 

 

5.3.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1358号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されているALCパネ

ルを用いる床の45分間準耐火構造の構造方法について記す． 

本仕様は，根太および下地を木材または鉄材により構成し，かつ，その両側に防火被覆を施す構造

方法である．なお，本節では，間柱および下地を木材により構成する場合について記載する．下地を

鉄材で構成する場合は，木材の場合に準ずるものとするが，適用条件については各パネル製造業者へ

の確認が必要である． 

 

5.3.2 告示 

本節に記載する告示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線および｢※｣の

注記は，本書にて付したもので，下線はALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1358号（平成12年5月24日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第203号）

 

準耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の２の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように

定める。 

 

第１～２ ＜略＞ 

第３ 令第107条の２第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの（第三

号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設け

る等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。）とする。 

一 １時間準耐火基準に適合する構造とすること。 

二 45分間倒壊等防止認定構造とすること。 

三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。 

イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。 

(1) 厚さが12㎜以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これら

に類するもの（以下「合板等」という。）の上に厚さが9㎜以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コ

ンクリートパネル又は厚さが8㎜以上の硬質木片セメント板を張ったもの 

(2)～(4) ＜略＞ 

ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれか（と）に該当する防火被覆が設けられて

いること。 

(1) １時間準耐火構造告示第３第三号ロ(1)、(2)又は(4)※のいずれかに該当するもの 

(2) 厚さが15㎜以上の強化せっこうボード 

(3) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボード（その裏側に厚さが50㎜以上のロックウール（かさ比重が

0.024以上のものに限る。以下同じ。）又はグラスウール（かさ比重が0.024以上のものに限る。以下
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同じ。）を設けたものに限る。） 

四 ＜略＞ 

第４～第６ ＜略＞ 

※＜１時間準耐火構造告示第３第三号ロ(1)、(2)又は(4)＞ 

(1) 厚さが12㎜以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの（その裏側に厚さが50㎜以上のロックウール（かさ比重が

0.024以上のものに限る。以下同じ。）又はグラスウール（かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。）を設けた

ものに限る。） 

(2) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードを2枚以上張ったもの 

(4) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが9㎜以上のロックウール吸音板を張ったもの 

 

本節に記載する告示仕様は，本告示「第３（以下，本節において記載のないものは本告示「第３」

を示す．）第三号イ(1)」に規定されているとおり，厚さ9㎜以上のALCパネルを防火被覆として用いる

もので，45分準耐火性能の床の構造方法として規定されている． 

本節に示す構造方法は，「第三号イおよびロ」に規定されている複数の防火被覆の仕様のいずれか

を用いて木材または鉄材により構成する根太および下地の表側（上側）と裏側（下側）に防火被覆を

施すものである〔表5.3.1〕．その表側の防火被覆の仕様のうちの１つに厚さ9㎜以上のALCパネルを用

いるものが規定されている． 

 

表5.3.1 平成12年建設省告示第1358号第３第三号に規定される防火被覆の種類 

床の表側の部分（上側） 床の裏側の部分又は直下の天井（下側） 

告示 例示仕様 

＜下階（根太及び下地）側→上階側 の順＞

例示仕様 

＜上階（根太及び下地）側→下階側 の順＞ 

告示

イ (1)＜下張材＞ 

・構造用合板 厚12㎜以上 

・構造用パネル 厚12㎜以上 

・パーティクルボード 厚12㎜以上 

・デッキプレート 厚12㎜以上 

・その他これらに類するもの 

（以下「合板等」という。） 

   ＋ 

＜上張材＞ 

・せっこうボード 厚9㎜以上 

・軽量気泡コンクリート 厚9㎜以上 

・硬質木片セメント板 厚8㎜以上 

 

(2)～(4) ＜略＞ 

(1)（１時間準耐火構造告示第３第三号ロ） 

(1) せっこうボード 厚12㎜以上×2枚以上 

＋裏側：ロックウール※厚50㎜以上 

又は グラスウール※厚50㎜以上 

(2) 強化せっこうボード 厚12㎜以上 

×2枚以上 

(3) 強化せっこうボード 厚15㎜以上 

＋裏側：ロックウール※厚50㎜以上 

又は グラスウール※厚50㎜以上 

(4) ＜下張材＞ 

強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋ 

＜上張材＞ 

ロックウール吸音板 厚9㎜以上 

 

(2) 強化せっこうボード 厚15㎜以上 

(3) 強化せっこうボード 厚12㎜以上 

＋裏側：ロックウール※厚50㎜以上 

又は グラスウール※厚50㎜以上 

ロ 

※ ロックウール，グラスウール：かさ比重が0.024以上のものに限る 

 

5.3.3 パネルの種類と厚さ 

本告示では，ALCパネルは厚さ9㎜以上と規定されているが，JIS A 5416には厚さ35㎜未満のパネル

の規定はないため，本節の仕様に用いるALCパネルは，一般にはJIS A 5416に規定される厚さ35㎜以上

の薄形パネルが対象となる． 

厚さ50㎜の薄形パネルや厚さ75㎜以上の厚形パネルを用いることもできるが，本節では，厚さ35㎜
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梁

強化せっこうボード厚12×2枚

構造用合板厚12

ALCパネル厚35

のパネルを用いた場合を例示する．より厚いパネルを用いる際には，取付け方法や納まり等の検討が

必要となることもあるため，注意が必要である． 

パネルは，最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸法の厚さ）をもって本告示で規定される厚さ

としている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 2.2.3 1)①」参照．〕 

 

5.3.4 取付け構法の概要 

本告示仕様は，床の表側の部分で，厚さ12㎜以上の構造用合板，構造用パネル，パーティクルボー

ド，デッキプレート，その他これらに類するもの（以下「合板等」という．）の上にALCパネルを張る

構造である． 

この仕様では，床に加わる積載荷重等の鉛直荷重および地震力等の水平荷重等は，それら合板等お

よび下地が負担し，ALCパネルはそれらの荷重を負担しない構造である． 

本告示仕様は，根太および下地を木材または鉄材で構成するものに適用でき，木材とした場合につ

いても枠組壁工法等を含めて制限はないが，本節では，主に在来軸組構法の木造を例に記載している．

なお，下地を鉄材で構成する場合の薄形パネルの適用条件については各パネル製造業者への確認が必

要である． 

本仕様の概要を図5.3.1に示す．この図では，表側に厚さ35㎜のALCパネルを構造用合板の上に張り，

裏側の防火被覆を強化せっこうボード2枚張る仕様（第３第三号ロ(2)）としている．なお，第３第三

号に規定される他の材料仕様を組み合わせることもできる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.3.1 本告示仕様の例［単位：㎜］（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

5.3.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

ALCパネルは，根太組みに対してパネル長辺方向（切断した場合でも，切断前のパネルの長辺（長

さ）方向）が直角となるよう敷き並べ，強度および仕上げに支障がないように．ねじなどの接合材を

用いて，合板等に直接，あるいは合板等を貫通して根太に留め付ける．接合材は，ねじ頭部がALCパネ

ル表面から2㎜以上沈むように打込む〔図5.3.2，図5.3.3 a〕． 

また，ALCパネル表面に合板を捨て張りする場合は，合板固定用ねじを用い，ALCパネルを貫通して

下地構造用合板等に留め付けるが，ねじ頭部は捨張り合板表面と平滑になるまで打込む．なお，ALC

パネルと捨張り合板板は，接着材を併用して接着する場合もある〔図5.3.3 b〕． 
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耐火目地材シーリング材充填用溝

根太

梁

際根太

構造用合板厚12

構造用合板厚12
梁

ALCパネル厚35

捨て合板

当て木

柱

ALCパネル厚35

捨て合板

当て木

柱

梁

構造用合板厚12

ALCパネル厚35

捨て合板

当て木

柱

根太

根太

柱

ALCパネル厚35

木ねじ

構造用合板厚12

梁

柱

ALCパネル厚35

木ねじ

根太

構造用合板厚12

梁

捨て合板

ALCパネル厚35

木ねじ

構造用合板厚12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.ALCパネルへの打込み 

 

 

 

 

 

 

b.捨て合板への打込み 
（梁等の防火措置の図示は省略）             （梁等の防火措置の図示は省略） 

図5.3.2 パネルの敷き並べの例［単位:㎜］       図5.3.3 ねじの留め付け例［単位:㎜］ 

 

ｂ．目地および取合 

ALCパネル相互の目地は平形状の突付けとし，伸縮目地を設ける場合は，目地幅を5～10㎜設け，耐

火目地材およびシーリング材を充填して防火上および遮音上の処理を施す．欠け防止等のための面取

りやシーリング溝が施されているパネルを用いることもできる〔図5.3.4〕．〔耐火目地材の詳細につい

ては，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

a.平形状（面取りのみ）       b.平形状(シーリング溝付) 

(1)突付け目地                      (2)伸縮目地 

図5.3.4 ALCパネル相互の目地の例 

 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

ALCパネル相互が接する目地においては，耐火性能上支障のある隙間を生じないように敷き込む． 

室の周辺部では，外壁・間仕切壁との取合部等に当て木を設け，当て木との間に隙間がないように

ALCパネルを敷き並べる〔図5.3.5〕．隙間が生じた場合はシーリング材や専用補修材を充填する．〔シ

ーリング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

 

 

 

 

 

根太方向              根太と直交方向 

a.根太と梁の上端が同面の場合             b.根太と梁の上端が同面でない場合 

図5.3.5 室周辺の取合部の例［単位:㎜］（梁等の防火措置の図示は省略） 
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ｃ．他の構成材 

以下に記載する合板等の取付けに際しては，ALCパネルを含む各層の釘・ねじ等の接合材が近接し

ないように配置に配慮する． 

(1) 表側の部分の構成材料 

表側の部分で，ALCパネルの下地となる合板等は，厚さ12㎜以上の構造用合板，構造用パネル，

パーティクルボード，デッキプレート，その他これらに類するものである．詳細仕様および取付け

については各材料の工業会や製造者業等が定める仕様に基づくものとする． 

(2) 裏側の部分の構成材料 

裏側の部分は，「第３第三号ロ」〔表5.3.1〕に規定されているせっこうボードあるいは強化せ

っこうボードを構成材に含む防火被覆が必要となるが，ALCパネル以外の構成材料については，「木

造建築物の防・耐火設計マニュアル（2017年 一般財団法人 日本建築センター 発行）」および，

各材料の工業会や製造業者等が定める仕様に準ずる． 
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5.4節 床：１時間準耐火構造・準耐火構造（参考 主要構造部：木造） 

－ALCパネル 厚さ100㎜以上 

 

5.4.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されている厚さ100

㎜以上のALCパネルを用いる床の１時間耐火構造の構造方法〔5.1節〕を，主要構造部を木造とする場

合に，「１時間準耐火構造の構造方法（主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構

造部の構造方法）」または「準耐火構造の構造方法」として用いる例を示す． 

耐火構造の床を支持する梁については，別途，耐火構造とする必要があるが，現時点で木造の梁に

ついては耐火構造の告示仕様が規定されていない．そのため，5.1節に記載の構造方法を木造に用いる

場合については，耐火構造の床として説明することができないため，参考に「１時間準耐火構造の構

造方法」または「準耐火構造の構造方法」として用いる場合を示すこととした．この場合も，梁等の

支持構造部材は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件を満たしているものであればよい．なお，本

節の図の多くでは，梁等の防火措置は必要となる場合も含めて，省略しているので留意されたい． 

 

5.4.2 告示 

本節に記載する告示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．下線および｢※1～※2｣の

注記は，本書にて付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

国土交通省告示第253号（平成27年2月23日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第202号）

 

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件 

 

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第129条の2の3第１項第一号ロの規定に基づき、主要構造部を木

造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を次のように定める。 

 

第１～２ ＜略＞ 

第３ 令第129条の２の３第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの

（第三号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木

を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。）」とする。

一 耐火構造※1とすること。 

二～四 ＜略＞ 

第４～第５ ＜略＞ 

 

建設省告示第1358号（平成12年5月24日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第203号）

 

準耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の２の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように

定める。 
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第１～２ ＜略＞ 

第３ 令第107条の２第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの「（第

三号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設

ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。）とする。 

一 １時間準耐火基準に適合する構造※2とすること。 

二～四 ＜略＞ 

第４～第６ ＜略＞ 

※1 耐火構造 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

耐火構造の構造方法を定める件 

第３ 床の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プ 

ラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 

一 ＜略＞ 

二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準（第一号にあっては、通常の火災による火熱が１時間加えら 

れた場合のものに限る。）に適合する床の構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造とすること 

とする。 

イ～ハ ＜略＞ 

ニ 厚さが100㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル 

 

※2 １時間準耐火基準に適合する構造 

国土交通省告示第253号（平成27年2月23日） 

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件 

第３ 令第129条の２の３第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの（第三

号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当

該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。）とする。 

一 耐火構造※1とすること。 

二～四 ＜略＞ 

 

本節に記載する厚さ100㎜以上のALCパネルを用いる１時間耐火性能および45分準耐火性能の床の

告示仕様は，平成27年国土交通省告示第253号および平成12年建設省告示第1358号それぞれの「第３第

一号」に「耐火構造とすること」および「１時間準耐火基準に適合する構造とすること」として「平

成12年建設省告示第1399号第３第二号ニ」に規定されている構造方法である． 

 

5.4.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルは，JIS A 5416に規定される床用の厚形パネルであり，厚さ100㎜以

上のものが対象となる． 

床用パネルには，一般に平パネルが用いられ，パネルの最も厚い部分の厚さ（JIS A 5416の呼び寸

法の厚さ）をもって本告示で規定される厚さとしている．〔パネルの厚さについての詳細は，「第２章 

2.2.2 1)①」参照．〕 

 

5.4.4 取付け構法の概要 

木造向けの代表的な床用パネルの取付け構法には，木造用敷設筋構法と木造用ねじ止め構法がある． 

木造用敷設筋構法は，パネル長辺の溝部に目地鉄筋を敷設し，モルタルを充填する構法である〔図

5.4.1 ａ〕．周辺部や柱との取合部など目地モルタルと鉄筋により固定できない部分は，ラグスクリュ

ー等の取付け金物により固定する〔図5.4.1 b〕．いずれの固定方法を用いても性能に差異はない．本

構法では，長辺側面が溝形状や平形状の床用パネルを用いる〔図5.4.2〕．  
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溝形状→ ←溝形状 ←溝形状

平形状→

ねじ付マルカン

ブチルテープ等

梁
梁

ラグスクリュー

角座金モルタル

目地鉄筋

床用パネル

床用パネル

耐火目地材等※

梁

ねじ付マルカン
目地鉄筋

モルタル

ねじ付きマルカン

目地鉄筋

梁

外壁

床用パネル床用パネル

角座金

モルタル

ラグスクリュー

木ねじ
床用パネル

梁

木ねじ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                        b.周辺部 

※ 必要に応じて，梁に接するパネルの面取り部に耐火目地材等を充填する．「5.4.5 b.」を参照． 

図5.4.1 木造用敷設筋構法の床用パネルの取付け例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

 

 

図5.4.2 木造用敷設筋構法に用いる床用パネルの長辺側面の形状例 

 

木造用ねじ止め構法は，木ねじ等によりパネルを固定する構法である〔図5.4.3〕．本構法では，ALC

パネルを連続梁として用いることを標準としているため，パネル両端の梁のほか，その間に位置する

梁にも木ねじ等でパネルを固定する．なお，梁の間隔がパネルの性能に応じて決まる最大支点間距離

以下の場合は，パネル両端の梁のみを固定する単純梁とすることもできる．本構法では，長辺側面が

平形状や本実形状などの床用パネルを用いる〔図5.4.4〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.4.3（1/2） 木造用ねじ止め構法の床用パネルの取付け例（梁等の防火措置の図示は省略） 
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本実形状→ ←本実形状平形状→ ←平形状

木ねじ 木ねじ

木ねじ

柱

梁梁梁

床用パネル 床用パネル 床用パネル

B/2 B/2

梁幅(B)

木ねじ木ねじ木ねじ

100mm以上

100mm以上

パ
ネ

ル
幅

50㎜以上 50㎜以上 50㎜以上

3
5
㎜

以
上

7
㎜ 程
度

パネル長さ

10mm以上

木ねじ 床用パネル

梁

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部            b.パネル中央部        c.周辺部（パネル短辺側） 

図5.4.3（2/2） 木造用ねじ止め構法の床用パネルの取付け例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

 

 

 

図5.4.4 木造用ねじ止め構法に用いる床用パネルの長辺側面の形状例 

 

5.4.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

木ねじによりパネルを固定する場合，木ねじの頭の沈み込み深さはパネル表面から7㎜程度とし，

下地材への打込み深さは35㎜以上とする．パネルおよび下地材に対する木ねじの打込み位置は，図

5.4.5を標準とする． 

なお，梁を燃えしろ設計とした場合においても，木ねじ等の取付け金物は，火災時の鉛直荷重を負

担するものではないため，その取付け位置を燃えしろの内側とする必要はない.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a.平面図                       b.断面図 

図5.4.5 木造用ねじ止め構法における木ねじの打込み位置（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

ｂ．目地および取合 

木造用敷設筋構法では，パネル長辺相互の目地は隙間のないように突き付け，パネル短辺相互の目

地および壁や柱等の他部材との取合部には隙間を設ける．パネル相互の目地にはモルタルを充填し，

周辺部の外壁等他部位との取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材を充填する〔図5.4.6〕． 
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50mm程度

耐火目地材間隙

押え金物

梁

押え金物

梁

不燃材（モルタル等）

柱

パネル幅 パネル長さ

モルタル

目地鉄筋 床用パネル 床用パネル

不燃材（モルタル等）

柱

不燃材（モルタル等）不燃材（モルタル等）

柱 柱

梁梁

パネル幅 パネル長さ

床用パネル 床用パネル

梁

耐火目地材等※ 耐火目地材等※

 

 

 

 

 

 

 

 

パネル長辺の取合部          パネル短辺の取合部 

a.パネル長辺（溝形状）の目地部              b.周辺部（外壁との取合い） 

図5.4.6 木造用敷設筋構法における目地部・取合部の例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

木造用ねじ止め構法では，パネル相互が接する目地において，耐火性能上支障のある隙間を生じな

いようにパネルを敷き込む．なお，本実目地における目地内部の小さな間隙（空洞）は，目地部の耐

火性能を損なうものではない〔図5.4.7 d〕．周辺部の外壁等他部位との取合部等の隙間には，モルタ

ル等の不燃材（伸縮性を必要とする場合は，耐火目地材等）を充填する〔図5.4.7 a，b〕． 

また，伸縮目地を設ける場合には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向に幅50㎜程度

のロックウール保温板等の伸縮性のある耐火目地材を充填するのが一般的である〔図5.4.7 e〕．〔耐火

目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.周辺部長辺の取合い         b.周辺部短辺の取合い          c.梁上面の長辺目地 

 

 

 

 

平形状                本実形状 

d.突付け目地                        e.伸縮目地 

※ 必要に応じて，梁に接するパネルの面取り部に耐火目地材等を充填する．「5.4.5 b.」を参照． 

図5.4.7 木造用ねじ止め構法における目地部・取合部の例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

これらの目地部の形状の違いによるALCパネルの床としての耐火性能には，差異はない． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

また，梁の上面を被覆する必要がある場合，パネル長辺の面取り形状により生ずる隙間には，耐火
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a(かかり代) ：主要支点間距離の1/75以上

b(支持面の幅)：105mm以上

かつ40mm以上

床用パネル 床用パネル

防火被覆材

梁 梁

a

b 被覆材厚b

a

燃えしろ

燃えしろ

20㎜ 20㎜

梁梁

かさ上げ材

床用パネル

かさ上げ

床用パネル

目地材等を充填する〔図5.4.1 a，図5.4.7 b，c〕．ただし，梁の防火被覆材により隙間を塞ぐ場合に

は，この限りではない． 

床面に高い気密性を必要とする場合や意匠性向上等のため，下面のALCパネル間目地や伸縮目地に

シーリング材を施す場合があり，その場合には，一般にJIS A 5758:2016（建築用シーリング材）に適

合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．下地 

木造用敷設筋構法では，床用パネルは短辺側の両端で支持するため，パネルを支持する梁に交わる

梁等がパネルのたわみを妨げないように，パネル下地に木材等のかさ上げ材を用いる等の措置が必要

である〔図5.4.8〕．かさ上げ材は，ねじ付マルカンをねじ込むことができる木材等とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a．梁部             b.パネルを支持する梁と直交する梁部 

図5.4.8 床用パネルのかさ上げ材の例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

床用パネルは，パネルに加わる荷重およびパネル自重を梁などの主体構造に確実に伝達させるため，

十分なパネルのかかり代を確保する必要がある．したがって，梁やかさ上げ材の支持面の寸法には留

意する．〔図5.4.9〕なお，燃えしろ設計を行った梁の場合には，かかり代も燃えしろ寸法を減じて支

持面の幅を決める必要があるため，特に留意する． 

なお，かさ上げ木材等の耐火措置は主体構造に準ずるものとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃えしろ設計した梁の場合                  防火被覆した梁の場合 

a.木造用敷設筋構法の場合 

図5.4.9（1/2） 床用パネルのかかり代 
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b(支持面の幅)：105mm以上

a(かかり代) ： 50mm以上

床用パネル 床用パネル

防火被覆材

梁
梁

a

b

a

b燃えしろ 被覆材厚

0～20㎜0～20㎜

燃えしろ

床用パネル

補強材

床用パネル

補強材梁

柱

柱

梁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃えしろ設計した梁の場合                  防火被覆した梁の場合 

b.木造用ねじ止め構法の場合 

図5.4.9（2/2） 床用パネルのかかり代 

 

柱，設備配管等の貫通部等においてパネルを切欠く場合，一般には，当該パネルを支持するための

補強材を設ける〔図5.4.10〕．（ただし，ALCパネルを切り欠いた状態において，十分な構造強度を有す

ることが確認できている場合はこの限りではない．）これらの補強材には木材が用いられ，その耐火措

置は主体構造に準ずるものとする． 

 

 

 

 

 

 

平面図                            断面図 

図5.4.10 床用パネルを支持する柱周りの補強材の例（梁等の防火措置の図示は省略） 
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第６章 屋根 

 

6.1節 屋根：耐火構造 

－ALCパネル 

 

6.1.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されているALCパネ

ルを用いる屋根の耐火構造の構造方法について記す． 

本節では，最も使用例の多い重量鉄骨造を主に記載しているが，当該告示では支持する部材の仕様

については規定していないため，梁等の支持構造部材は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件を満

たしているものであればよい．なお，本節の図では，梁等の防火被覆は必要となる場合も含めて，省

略しているので留意されたい．また，木造に用いる場合は，6.2節を参考とされたい． 

 

6.1.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．なお，下線は，本書にて

付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第201号）

 

耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

 

第１～第４ ＜略＞ 

第５ 令第107条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該

当する構造とすることとする。 

一～四 ＜略＞ 

五 軽量気泡コンクリートパネル 

第６ ＜略＞ 

 

本節に記載するALCパネルを用いる告示仕様は，本告示「第５第五号」に30分耐火性能の屋根の構

造方法として規定されている． 

 

6.1.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルについて，本告示では厚さが規定されていないが，本書では，取付

け構法が標準化されているJIS A 5416に規定される厚さ75㎜以上の屋根用の厚形パネルを対象とする．

なお，大臣認定を取得した構造方法には，薄形パネルを用いたものがある． 
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溝形状→ ←溝形状 ←溝形状

平形状→

モルタル

目地鉄筋

スラブプレート

屋根用パネル

小梁

絶縁材

不燃材（モルタル等）

丸座金

フックボルト

屋根用パネル

かさ上げ鋼材

大梁

スラブプレ－ト

屋根用パネル

フックボルト

絶縁材

かさ上げ鋼材

大梁

丸座金

不燃材

絶縁材

目地鉄筋

屋根用パネル

小梁

目地鉄筋

モルタル

（モルタル等）

6.1.4 取付け構法の概要 

屋根用パネルは，支持構造部材となる梁や小梁などに直接，あるいはかさ上げ鋼材等の下地鋼材を

介して，取付け金物を用いて取付けることを原則としている． 

代表的な屋根用パネルの取付け方法として，敷設筋構法がある．本構法は，パネル長辺の溝部に目

地鉄筋を敷設し，モルタルを充填する構法である〔図6.1.1 a〕．周辺部など目地モルタルと目地鉄筋

により固定できない部分については，フックボルト等の取付け金物により固定する〔図6.1.1 b〕．い

ずれの固定方法も取付け性能に差異はない．本構法では，長辺側面が溝形状や平形状の屋根用パネル

を用いる〔図6.1.2〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                           b.隅部 

図6.1.1 敷設筋構法の屋根用パネルの取付け例（梁等の防火被覆の図示は省略※） 
※ 防火被覆の要否は，当該建築物に必要な耐火性能上の要件より異なる．本節において以下同じ． 

 

 

 

 

 

 

図6.1.2 敷設筋構法に用いる屋根用パネルの長辺側面の形状例 

 

 

 

近年，モルタルを使用せずに全てのパネルをフックボルト等の取付け金物により固定する乾式構法

を用いることがある〔図6.1.3〕．この場合も，耐火性能は，敷設筋構法と同等である．本構法では，

長辺側面が平形状や本実形状等の屋根用パネルを用いる〔図6.1.4〕． 
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本実形状→ ←本実形状平形状→ ←平形状

小梁 小梁

屋根用パネル
角座金

フックボルト

丸座金

フックボルト
屋根用パネル

角座金

屋根用パネル フックボルト

丸座金

フックボルト
屋根用パネル

小梁 小梁

絶縁材

不燃材（モルタル等）

小梁

大梁 屋根用パネル

外壁用パネル（パラペット）
モルタル

目地鉄筋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.角座金を用いる場合                  b.丸座金を用いる場合 

図6.1.3 乾式構法の屋根用パネルの取付け例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

 

 

図6.1.4 乾式構法に用いる屋根用パネルの長辺側面の形状例 

 

6.1.5 施工上の留意事項 

ａ．目地および取合 

敷設筋構法では，パネル長辺相互の目地は隙間のないように突き付け，パネル短辺相互の目地およ

びパラペット等他部材との取合部には隙間を設ける．パネル相互の目地にはモルタルを充填し，周辺

部のパラペット等他部位との取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材（伸縮性を必要とする場合は，

耐火目地材等）を充填する〔図6.1.5〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.パネル長辺（溝形状）の目地部           b.周辺部（パラペットとの取合い） 

図6.1.5 敷設筋構法におけるパネルの目地部・取合部の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

乾式構法では，パネル相互が接する目地において，耐火性能上支障のある隙間を生じないようにパ

ネルを突き付けて敷き込む．なお，本実目地における目地内部の小さな間隙（空洞）は，目地部の耐

火性能を損なうものではない．周辺部の他部位との取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材（伸縮

性を必要とする場合は，耐火目地材等）を充填する〔図6.1.6〕．  
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50mm程度

耐火目地材

屋根用パネル

スラブプレート

かさ上げ鋼材

高力ボルト梁継手接合部

屋根用パネル

スラブプレート

かさ上げ鋼材

大梁

小梁

（リップ溝形鋼）

（リップ溝形鋼）

大梁

外壁用パネル（パラペット）

絶縁材

不燃材(モルタル等)

小梁

屋根用パネル大梁

間隙

 

 

 

 

 

 

 

 

平形状              本実形状 

a.パネル相互の目地部              b.周辺部（パラペットとの取合部） 

図6.1.6 乾式構法における屋根用パネルの目地部・取合部の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 

 

また，伸縮目地を設ける場合には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向に幅50㎜程度

のロックウール保温板などの伸縮性のある耐火目地材を充填するのが一般的である〔図6.1.7〕．〔耐火

目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 
図6.1.7 伸縮目地の例 

 

これらの目地部の形状の違いによるALCパネルの屋根としての耐火性能には，差異はない． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工し形成することもできる． 

屋根面に高い気密性を必要とする場合や意匠性向上のため，下面（屋内側）の目地部にシーリング

材を施す場合がある．その場合には，一般にJIS A 5758:2016（建築用シーリング材）に適合する品質

のシーリング材を用いる．〔シーリング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｂ．下地 

重量鉄骨造の場合，大梁等の継手部では上部に高力ボルト等が突出し，直接パネルを敷き込むこと

ができない．これを避ける目的で，一般には，リップみぞ形鋼などのかさ上げ鋼材を梁上に下地とし

て設ける〔図6.1.8 a〕．小梁は，大梁上のかさ上げ鋼材面の高さに合わせて設置することが多いため，

この限りではない〔図6.1.8 b〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.大梁部                      b.小梁および小梁･大梁交叉部 

図6.1.8 屋根用パネルを支持する下地の例（梁等の防火被覆の図示は省略） 
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a(かかり代) ：主要支点間距離の1/75以上

かつ40mm以上

b(支持面の幅)：100mm以上

屋根用パネル屋根用パネル

大梁

小梁

かさ上げ鋼材
（リップ溝形鋼）

b

a a

b

屋根用パネルは，パネルに加わる荷重およびパネル自重を梁などの主体構造に確実に伝達させるた

め，十分なパネルのかかり代を確保する必要がある．したがって，かさ上げ鋼材や小梁のパネル支持

面の寸法には留意する〔図6.1.9 〕．床パネルに比べてパネル長さを長く設定できる屋根パネルにおい

ては，たわみが大きい場合，脱落のおそれが生じるため，かかり代の確保には特に注意が必要である． 

かさ上げ鋼材の耐火処理は主体構造に準ずるものとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.かさ上げ鋼材の場合                      b.小梁の場合 

図6.1.9 屋根用パネルのかかり代（梁等の防火被覆の図示は省略） 
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6.2節 屋根：準耐火構造（参考 主要構造部：木造） 

－ALCパネル 

 

6.2.1 はじめに 

本節では，平成12年建設省告示第1399号（最終改正 平成29年3月21日）に例示されているALCパネ

ルを用いる屋根の耐火構造の構造方法〔6.1節〕を，主要構造部を木造とする場合に「準耐火構造の構

造方法」として用いる例を示す． 

耐火構造の屋根を支持する梁については，別途，耐火構造とする必要があるが，現時点で木造の梁

については耐火構造の告示仕様が規定されていない．そのため，6.1節に記載の構造方法を木造に用い

る場合については，耐火構造の屋根として説明することができないため，参考に「準耐火構造の構造

方法」として用いる場合を示すこととした．この場合も，梁等の支持構造部材は，当該建築物に必要

な耐火性能上の要件を満たしているものであればよい．なお，本節の図の多くでは，梁等の防火措置

は必要となる場合も含めて，省略しているので留意されたい． 

 

6.2.2 告示 

本節に記載する例示仕様が規定されている告示の関係部分を以下に示す．下線および｢※｣の注記は，

本書にて付したもので，ALCパネルが規定されている箇所を示す． 

建設省告示第1358号（平成12年5月24日） 

（最終改正 平成29年3月21日国土交通省告示第203号）

 

準耐火構造の構造方法を定める件 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第七号の２の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように

定める。 

 

第１～４ ＜略＞ 

第５ 屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 

一 令第107条の２第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根（軒裏を除く。）の構造方法にあっ

ては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造※とすること。 

ロ～ニ ＜略＞ 

 二 ＜略＞ 

第６ ＜略＞ 

※ 耐火構造 

建設省告示第1399号（平成12年5月30日） 

耐火構造の構造方法を定める件 

第５ 令第107条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する

構造とすることとする。 

一～四 ＜略＞ 

五 軽量気泡コンクリートパネル 

 

本節に記載するALCパネルを用いる30分準耐火性能の屋根の告示仕様は，「平成12年建設省告示第

1358号第５第一号イ」に「耐火構造とすること」として「平成12年建設省告示第1399号第５第五号」
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溝形状→ ←溝形状 ←溝形状

平形状→

ねじ付マルカン

屋根用パネル

ブチルテープ等

梁
梁

屋根用パネル

ラグスクリュー

角座金モルタル

目地鉄筋

耐火目地材等※

梁

ねじ付マルカン
目地鉄筋

モルタル

ねじ付きマルカン

目地鉄筋

梁

角座金

モルタル

ラグスクリュー

外壁（パラペット）

屋根用パネル屋根用パネル

に規定されている構造方法である． 

 

6.2.3 パネルの種類と厚さ 

本節の仕様に用いるALCパネルについて，当該告示では厚さが規定されていないが，本書では，取

付け構法が標準化されているJIS A 5416に規定される厚さ75㎜以上の屋根用の厚形パネルを対象とす

る． 

 

6.2.4 取付け構法の概要 

木造向けの代表的な屋根用パネルの取付け構法には，木造用敷設筋構法と木造用ねじ止め構法があ

る． 

木造用敷設筋構法は，パネル長辺の溝部に目地鉄筋を敷設し，モルタルを充填する構法である〔図

6.2.1 ａ〕．周辺部など目地モルタルと鉄筋により固定できない部分は，ラグスクリュー等の取付け金

物により固定する〔図6.2.1 b〕．いずれの固定方法を用いても性能に差異はない．本構法では，長辺

側面が溝形状や平形状の屋根用パネルを用いる〔図6.2.2〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部                        b.周辺部 

※ 必要に応じて，梁に接するパネルの面取り部に耐火目地材等を充填する．「6.2.5 b.」を参照． 

図6.2.1 木造用敷設筋構法の屋根用パネルの取付け例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

 

 

図6.2.2 木造用敷設筋構法に用いる屋根用パネルの長辺側面の形状例 

 

木造用ねじ止め構法は，木ねじ等によりパネルを固定する構法である〔図6.2.3〕．本構法では，ALC

パネルを連続梁として用いることを標準としているため，パネル両端の梁のほか，その間に位置する

梁にも木ねじ等でパネルを固定する．なお，梁の間隔がパネルの性能に応じて決まる最大支点間距離

以下の場合は，パネル両端の梁のみへの固定となる単純梁とすることもできる．本構法では，長辺側

面が平形状や本実形状などの屋根用パネルを用いる〔図6.2.4〕． 
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本実形状→ ←本実形状平形状→ ←平形状

B/2 B/2

梁幅(B)

木ねじ木ねじ木ねじ

100mm以上

100mm以上

パ
ネ

ル
幅

50㎜以上 50㎜以上 50㎜以上

3
5
㎜

以
上

7㎜ 程
度

パネル長さ

10mm以上

木ねじ

梁

屋根用パネル

屋根用パネル 木ねじ 屋根用パネル 木ねじ

梁梁

屋根用パネル

木ねじ

柱

梁

木ねじ
屋根用パネル

梁

木ねじ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.一般部             b.パネル中央部        c.周辺部（パネル短辺側） 

図6.2.3 木造用ねじ止め構法の屋根用パネルの取付け例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

 

 

 

図6.2.4 木造用ねじ止め構法に用いる屋根用パネルの長辺側面の形状例 

 

6.2.5 施工上の留意事項 

ａ．ALCパネルの取付け 

木ねじによりパネルを固定する場合，木ねじの頭の沈み込み深さはパネル表面から7㎜程度とし，

下地材への打込み深さは35㎜以上とする．パネルおよび下地材に対する木ねじの打込み位置は，図

6.2.5を標準とする． 

なお，梁を燃えしろ設計とした場合においても，木ねじ等の取付け金物は，火災時の鉛直荷重を負

担するものではないため，その取付け位置を燃えしろの内側とする必要はない.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a.平面図                       b.断面図 

図6.2.5 木造用ねじ止め構法における木ねじの打込み位置（梁等の防火措置の図示は省略） 
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50mm程度

耐火目地材間隙

屋根用パネル

不燃材（モルタル等）

屋根用パネル

不燃材（モルタル等）

柱 柱

梁梁

パネル幅 パネル長さ

梁

耐火目地材等※ 耐火目地材等※

押え金物

梁

押え金物

梁

屋根用パネル 屋根用パネル

パネル幅 パネル長さ

モルタル

目地鉄筋

不燃材（モルタル等） 不燃材（モルタル等）

柱柱

ｂ．目地および取合 

木造用敷設筋構法では，パネル長辺相互の目地は隙間のないように突き付け，パネル短辺相互の目

地および壁や柱等の他部材との取合部には隙間を設ける．パネル相互の目地にはモルタルを充填し，

周辺部の他部位との取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材を充填する〔図6.2.6〕． 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネル長辺の取合部         パネル短辺の取合部 

a.パネル長辺（溝形状）の目地部              b.周辺部（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等との取合い） 

図6.2.6 木造用敷設筋構法における目地部・取合部の例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

木造用ねじ止め構法では，パネル相互が接する目地において，耐火性能上支障のある隙間を生じな

いようにパネルを敷き込む．なお，本実目地における目地内部の小さな間隙（空洞）は，目地部の耐

火性能を損なうものではない〔図6.2.7 d〕．周辺部の取合部等の隙間には，モルタル等の不燃材（伸

縮性を必要とする場合は，耐火目地材等）を充填する〔図6.2.7 a，b〕． 

また，伸縮目地を設ける場合には，防耐火性能上支障のないように，パネル厚さ方向に幅50㎜程度

のロックウール保温板等の伸縮性のある耐火目地材を充填するのが一般的である〔図6.2.7 e〕．〔耐火

目地材の詳細については，「第２章 2.3.5」参照．〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.周辺部長辺の取合い         b.周辺部短辺の取合い          c.梁上面の長辺目地 

 

 

 

 

 

平形状                本実形状 

d.突付け目地                       e.伸縮目地 

※ 必要に応じて，梁に接するパネルの面取り部に耐火目地材等を充填する．「6.2.5 b.」を参照． 

図6.2.7 木造用ねじ止め構法における目地部・取合部の例（梁等の防火措置の図示は省略） 
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a(かかり代) ：主要支点間距離の1/75以上

b(支持面の幅)：105mm以上

かつ40mm以上

b

a
被覆材厚b

a

屋根用パネル 屋根用パネル

防火被覆材

梁 梁

燃えしろ

20㎜ 20㎜

燃えしろ

屋根用パネル

梁梁

かさ上げ材
かさ上げ

屋根用パネル

これらの目地部の形状の違いによるALCパネルの屋根としての耐火性能には，差異はない． 

目地部の形状は，一般にパネル製造工場で加工されたパネルの側面の形状により構成されるが，必

要に応じて施工現場で加工することもできる． 

また，梁の上面を被覆する必要がある場合，パネル長辺の面取り形状により生ずる隙間には，耐火

目地材等を充填する〔図6.2.1 a，図6.2.7 b，c〕．ただし，梁の防火被覆材により隙間を塞ぐ場合に

は，この限りではない． 

屋根面に高い気密性を必要とする場合や意匠性向上等のため，下面のALCパネル間目地や伸縮目地

にシーリング材を施す場合があり，その場合には，一般にJIS A 5758:2016（建築用シーリング材）に

適合する品質のものを用いる．〔シーリング材の詳細については，「第２章 2.3.6」参照．〕 

 

ｃ．下地 

木造用敷設筋構法では，屋根用パネルは短辺側の両端で支持するため，パネルを支持する梁に交わ

る梁等がパネルのたわみを妨げないように，パネル下地にかさ上げ材を用いる等の措置が必要である

〔図6.2.8〕．かさ上げ材は，ねじ付マルカンをねじ込むことができる木材等とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.大梁部             b.パネルを支持する梁と直交する梁部 

図6.2.8 屋根用パネルのかさ上げ材の例（梁等の防火措置の図示は省略） 

 

屋根用パネルは，パネルに加わる荷重およびパネル自重を梁などの主体構造に確実に伝達させるた

め，十分なパネルのかかり代を確保する必要がある．したがって，梁やかさ上げ材の支持面の寸法に

は留意する．〔図6.2.9〕なお，燃えしろ設計を行った梁の場合には，かかり代も燃えしろ寸法を減じ

て支持面の幅を決める必要があるため，特に留意する． 

なお，かさ上げ木材等の耐火措置は主体構造に準ずるものとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁が燃えしろ設計の場合                  梁を防火被覆する場合 

a.木造用敷設筋構法の場合 

図6.2.9（1/2） 屋根用パネルのかかり代 
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b(支持面の幅)：105mm以上

a(かかり代) ： 50mm以上

屋根用パネル 屋根用パネル

防火被覆材

梁
梁

0～20㎜

被覆材厚b

a

b

a

燃えしろ

0～20㎜

燃えしろ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁が燃えしろ設計の場合                  梁を防火被覆する場合 

b.木造用ねじ止め構法の場合 

図6.2.9（2/2） 屋根用パネルのかかり代 
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試験１： 

「ALC 壁を支持する取付け金物等を耐火被覆しない場合の耐火性能」 

2009 年 8 月 日本建築学会大会（東北）学術講演梗概集 3122 

 

 

【対象】 

・部位：壁 

・構造：耐火構造 

・試験体：ALC パネル 厚さ 75 ㎜ 

 

【確認事項】 

・壁用 ALC パネルを支持する支持構造部材（間柱）、下地鋼材（定規ｱﾝｸﾞﾙ等）、取付け金物の防火

被覆の要否． 

・面取形状のパネル、乾式目地におけるシーリング材（アクリル系）、バックアップ材（発泡ポリ

エチレン）、耐火目地材（セラミックファイバー）の耐火性能上の影響． 

 

【主に関係する本書の節】 

3.1 節 壁：耐火構造(1)（非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 75 ㎜以上 

3.6 節 間仕切壁：壁等（非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 75mm 以上 

 



Fire-resistive performance of ALC panel using metal-hardware 

for support without insulation coating. 

MATSUSHITA Kenichi MURATA Shigeki

SAKAGUCHI Akihiro KADOOKA Naoya
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試験２： 

「補修された ALC パネルの耐火性能」 

2011 年 1 月 ＡＬＣ協会 

 

 

【対象】 

・部位：壁 

・構造：耐火構造 

・試験体：ALC パネル 厚さ 100 ㎜ 

 

【確認事項】 

・ALC 専用補修材による補修部の遮熱性および遮炎性． 

 

【主に関係する本書の節】 

・2.3 節 副資材およびその他の材料 

・他 各節 
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試験３： 

「ALC パネル外壁・床を有する中層木造建築物の耐火性能に関する実験的研究」 

その 1 試験体仕様と加熱実験の概要、その 2 加熱実験結果 

2014 年 9 月 2014 年度日本建築学会大会（近畿）学術講演梗概集 3121-3122 

 

 

【対象】 

・部位：壁、床 

・構造：耐火構造 

・試験体：ALC パネル 壁：厚さ 100 ㎜、床：厚さ 75 ㎜、100 ㎜ 

 

【確認事項】 

・ALC パネルを木造建築物に活用するために必要な木造の構造体への留付け方法や外壁と構造体

間の隙間の防火措置、層間塞ぎ等の耐火性能． 

・面取形状付き平形状の床用 ALC パネル、および面取・シーリング溝形状付き本実形状の壁用 ALC

パネルについて，突付け乾式目地におけるシーリング材（ポリウレタン系）、ボンドブレーカー

の耐火性能． 

・床用 ALC パネルの乾式構法における突付け目地（フラット形状（面取形状付））および伸縮目地

（ロックウール充填）の耐火性能． 

・壁用 ALC パネルの乾式構法における突付け目地（本実形状（面取・シーリング溝形状付））の耐

火性能． 

・壁用 ALC パネルの目地部のシーリング材（ポリウレタン系）、ボンドブレーカーの耐火性能への

影響． 

・床－壁取合部の充填材（ロックウール、ALC パネル）の防火性能 

 

【主に関係する本書の節】 

3.1 節 壁：耐火構造(1)（非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 75 ㎜以上 

3.6 節 間仕切壁：壁等（非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 75mm 以上 

5.1 節 床：耐火構造（1 時間） 

－ALC パネル 厚さ 100mm 以上 

5.4 節 床： 1 時間準耐火構造・準耐火構造（参考 主要構造部：木造） 

－ALC パネル 厚さ 100mm 以上 

6.1 節 屋根：耐火構造 

－ALC パネル 

6.2 節 屋根:準耐火構造（参考 主要構造部：木造） 

－ALC パネル 
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試験４： 

平成 26 年度建築基準整備促進事業 

F3．防火に関する大臣認定仕様の告示化の検討 

報告書（引用抜粋） 

1)「(3)FW-7」 壁：強化せっこうボード厚さ 15mm＋ALC パネル厚さ 50mm 

2)「(4)PW30-1」壁：ALC パネル厚さ 35mm 

一般社団法人 建築性能基準推進協会 

共同研究：独立行政法人建築研究所 

 

 

【対象】 

・部位：壁 

・構造：耐火構造・準耐火構造・防火構造 

・試験体：ALC パネル 厚さ 50 ㎜、35 ㎜ 

 

【確認事項】 

・突合せ目地の部分が、裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止す

ることができる構造であるか否か． 

・側面が面取り形状のパネル，乾式目地におけるシーリング材（ウレタン系），通気工法，透湿

防水シートについて，耐火性能上の影響の有無． 

 

【主に関係する本書の節】 

・3.2 節 壁：耐火構造(2)（下地：木材または鉄材／耐力壁・非耐力壁） 

－｢強化せっこうボード 厚さ 15mm 以上＋ALC パネル 厚さ 50mm 以上｣被覆 

－｢強化せっこうボード 2 層 合計厚さ 42mm 以上｣被覆＋ALC パネル 外装 

－｢強化せっこうボード 2 層 合計厚さ 36mm 以上＋ケイカル板 厚さ 8 ㎜以上｣被覆 

＋ALC パネル 外装 

・3.3 節 壁：１時間準耐火構造（下地：木材／耐力壁・非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 35mm 以上 被覆 

・3.4 節 壁：準耐火構造（下地：木材／耐力壁・非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 35mm 以上 被覆 

・3.5 節 外壁：防火構造（下地：不燃材料以外／耐力壁・非耐力壁） 

－ALC パネル 厚さ 35mm 以上 被覆 
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付 録 ３ 

ＡＬＣパネル関係 参考文献 一覧 

 

 

 

●ALCパネルの規格 

１．日本工業規格「JIS A 5416 軽量気泡コンクリートパネル（ALCパネル）」 

発行：一般財団法人 日本規格協会 

制定：1972(S47)年／改正：1990(H2)年，1997(H9)年，2007(H19)年，2016(H28)年8月22日 

内容：ALCパネルの種類，品質，寸法，試験などについて規定されている． 

 

●ALCパネルの設計および取付け構法 

２．「2009年版 ALCパネルを用いた建築物の構造関係技術基準解説書」 

監修：国土交通省 国土技術政策総合研究所，独立行政法人 建築研究所 

編集：2009年版 ALCパネルを用いた建築物の構造関係技術基準解説書 編集委員会 

企画：財団法人 日本建築センター 情報事業部 

発行：全国官報販売協同組合 

発行：2009(H21)年12月24日(第1版) 

内容：ALCパネルを建築物に用いる場合の構造に関する技術基準についての関連法規条文ならびに告示

に関する解説書である． 

 

３．「ALCパネル構造設計指針･同解説」ALC協会（発行） 

監修：独立行政法人 建築研究所 

編集：ALCパネル構造設計指針編集委員会 

発行：2004(H16)年3月／改訂：2013(H25)年12月 

内容：平成10年の建築基準法改正に基づき，それまでの「ALC構造設計基準」を見直し，新たな技術基

準として「ALCパネル構造設計指針」を制定している． 

 

４．「ALCパネル取付け構法標準･同解説（H25年12月版）」ALC協会（編集･発行） 

発行：2001(H13)年／改訂：2013(H25)年12月 

内容：建物の外壁，間仕切壁，屋根，床にALC厚形パネルを使用する際のそれぞれの部位ごとに採用さ

れる構法について，適用範囲，取付け下地，パネルの取付けについて記載している． 

 

５．「ALC薄形パネル設計施工指針･同解説（外壁および間仕切壁編）」ALC協会（編集･発行） 

発行：1994(H6)年4月／改訂：1998(H10)年3月，2002(H14)年10月 

内容：厚さ35㎜，37㎜，50㎜のALC薄形パネルを外壁および間仕切壁に使用する場合の使用条件，使用

材料，取付け標準について記載している． 
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●工事標準仕様書 

６．「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 21 ALCパネル工事」日本建築学会（編集･発行） 

制定：1975(S50)年1月25日(第1版)／改定：1989(H1)年，1998(H10)年，2005(H17)年10月25日(第4版) 

内容：ALC厚形パネルを外壁，間仕切壁，屋根および床に使用する場合のALC建築物の品質・性能を確保

するための要件が計画段階から完了検査に至る過程ごとに施工標準として定められている． 

 

７．「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 27 乾式外壁工事」日本建築学会（編集･発行） 

制定：2004(H16)年1月10日(第1版)／改定：2011(H23)年6月15日(第2版) 

内容：ALC薄形パネルを含む6種類の外壁乾式材料に関する施工標準が定められている． 

 

８．「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28年度版」一般社団法人 公共建築協会（編集･発行） 

監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

発行：2016(H28)6月1日(第1刷) 

内容：公共建築工事において使用する材料，工法等について標準的な仕様を取りまとめ，各府省庁が官

庁営繕事業を実施するための統一基準としての位置付け．ALCパネル工事は，「８章 コンクリー

トブロック，ALCパネル，押出成形セメント板工事 4節 ALCパネル」に記載されている． 

 

９．「建築工事監理指針 平成28年度版」一般社団法人 公共建築協会（編集･発行） 

監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

発行：2016(H28)10月21日(第1刷) 

内容：工事監理の基礎知識を得るために必要な「公共建築工事標準仕様書」の解説，関連知識，関連法

規・JIS等の規格について技術的参考書として編集されたもの．ALCパネル工事は，「８章 コンク

リートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事 4節 ALCパネル」に記載されている． 

 

●ALCパネルの仕上げ関係 

10．「ALCパネルの仕上げおよび防水」（「ALC仕上げ読本」(～第５版)）ALC協会（編集･発行） 

発行：1971(S46)年3月／第９版改訂：2016(H28)年3月 

内容：ALCパネルを採用した建物の機能と美観を維持するために，ALCパネルに対する仕上げ材の種類と

選択の目安および留意点を記載している． 

 

11．「ALC現場タイル張り工法指針･同解説」日本建築仕上学会（発行） 

編集：日本建築仕上学会 ALC現場タイル張り研究委員会 

作成：1997(H9)年4月1日／改定：2000(H12)年4月1日(第2版)，2010(H22)年4月1日(第3版) 

内容：建築現場でタイル仕上げをする場合に，使用可能なタイル寸法，割付け方法，張付け仕様等の留

意点やタイル仕上げ可能な建築物の高さの目安などが定められている． 

 

12．「ALC外壁補修工法指針（案）・同解説」日本建築仕上学会（発行） 

編集：日本建築仕上学会 ALC外壁補修工法研究委員会 

作成：2000(H12)年4月 

内容：既存建築物のALC外壁パネルと仕上げの補修工法や留意点が定められている． 
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監 修  国立研究開発法人 建築研究所 
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